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⾼
浜
発
電
所

原
⼦
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
に
係
る

審
査
会
合
に
お
け
る
ご
指
摘
事
項
へ
の
回
答
に
つ
い
て

（
津
波
警
報
等
が
発
表
さ
れ
な
い
可
能
性
の
あ
る
津
波
へ
の
対
応
）
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年
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月
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⼒
株
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1
審

査
会

合
に

お
け

る
ご

指
摘

事
項

（
目

次
）

No
.

指
摘

事
項

頁

1
保

安
規

定
に

記
載

す
る

潮
位

計
に

含
ま

れ
る

構
成

品
（

演
算

装
置

、モ
ニタ

、電
源

）
を

明
確

化
す

る
こと

。
P2

2
Ａ

Ｏ
Ｔ

（
動

作
可

能
な

潮
位

計
が

２
台

未
満

に
な

った
場

合
、1

2時
間

以
内

に
モ

ー
ド３

、5
6

時
間

以
内

に
モ

ー
ド５

とし
た

後
に

取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
トを

閉
⽌

す
る

とし
て

い
る

こと
）

に
つ

い
て

、
参

考
とし

た
Ｄ

Ｂ
設

備
の

Ａ
Ｏ

Ｔ
も

含
め

、考
え

方
を

説
明

す
る

こと
。

P3
〜

4

3
予

防
保

全
を

目
的

とし
た

点
検

・保
修

を
実

施
す

る
場

合
等

に
お

い
て

、「
構

外
の

観
測

潮
位

に
異

常
が

な
い

こと
」を

確
認

す
る

が
、潮

位
異

常
な

の
か

、設
備

異
常

な
の

か
明

確
に

す
る

こと
。

（
構

外
潮

位
計

の
種

類
、故

障
モ

ー
ド等

を
踏

ま
え

説
明

す
る

こと
。）

P5
〜

8

4
警

報
な

し津
波

が
地

震
起

因
で

な
い

こと
、既

存
の

通
信

連
絡

設
備

も
含

め
、衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

の
Ｌ

Ｃ
Ｏ

／
Ａ

Ｏ
Ｔ

を
説

明
す

る
こと

。
P9

〜
10

5
附

則
の

記
載

の
うち

「津
波

警
報

等
が

発
表

され
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
に

関
連

す
る

規
定

」の
整

理
を

踏
ま

え
、下

部
規

定
等

で
明

確
に

な
る

仕
組

み
を

説
明

す
る

こと
。

P1
1

20
20

年
12

⽉
10

⽇
の

審
査

会
合

に
お

け
る

指
摘

事
項

回
答

 
前

回
の

審
査

会
合

で
下

表
の

指
摘

を
受

け
た

た
め

、本
日

回
答

す
る

。

通しページ　2



2
審

査
会

合
に

お
け

る
指

摘
事

項
の

回
答

（
N

o.
1）

〇
回

答保
安

規
定

に
記

載
す

る
潮

位
計

に
含

ま
れ

る
構

成
品

（
演

算
装

置
、モ

ニタ
、電

源
）

を
明

確
化

す
る

こと
。

〇
指

摘
事

項

図
潮

位
計

の
シ

ス
テ

ム
構

成
図

※
電

源
箱

及
び

演
算

装
置

は
監

視
モ

ニタ
の

盤
内

機
器

で
あ

り監
視

モ
ニタ

の
一

部
で

あ
る

。

 
潮

位
計

は
、シ

ス
テ

ム
とし

て
、「

潮
位

検
出

器
」、

「電
源

箱
」、

「演
算

装
置

」、
「監

視
モ

ニタ
」で

構
成

され
て

い
る

。（
下

図
参

照
）

 
保

安
規

定
第

６
８

条
の

２
に

お
い

て
、以

下
の

とお
り潮

位
計

の
定

義
を

記
載

し、
明

確
化

す
る

。

（
津

波
防

護
施

設
）

第
６

８
条

の
２

モ
ー

ド１
、２

、３
、４

、５
、６

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピッ
トに

燃
料

体
を

貯
蔵

して
い

る
期

間
に

お
い

て
、津

波
防

護
施

設
は

、表
６

８
の

２
－

１
で

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

とす
る

。
２

．
津

波
防

護
施

設
が

前
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
して

い
る

こと
を

確
認

す
る

た
め

、次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

(1
) 

当
直

課
⻑

は
、モ

ー
ド１

、２
、３

、４
、５

、６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピッ

ト
に

燃
料

体
を

貯
蔵

して
い

る
期

間
に

お
い

て
、１

日
に

１
回

、ゲ
ー

ト落
下

機
構

の
電

源
系

お
よ

び
制

御
系

に
異

常
が

な
い

こと
、な

らび
に

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

うち
潮

位
計

（
潮

位
検

出
器

、監
視

モ
ニ

タ
（

モ
ニ

タ
、電

源
箱

、演
算

装
置

）
を

含
む

。以
下

、本
条

に
お

い
て

「潮
位

計
」と

い
う）

が
動

作
可

能
で

あ
る

こと
を

確
認

す
る

。
（

以
下

略
）

保
安

規
定

記
載

方
針

（
案

）
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3
審

査
会

合
に

お
け

る
指

摘
事

項
の

回
答

（
N

o.
2）

(1
/2

)

〇
回

答Ａ
Ｏ

Ｔ
（

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
２

台
未

満
に

な
った

場
合

、1
2時

間
以

内
に

モ
ー

ド３
、5

6時
間

以
内

に
モ

ー
ド５

とし
た

後
に

取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
トを

閉
⽌

す
る

とし
て

い
る

こと
）

に
つ

い
て

、参
考

と
した

Ｄ
Ｂ

設
備

の
Ａ

Ｏ
Ｔ

も
含

め
、考

え
方

を
説

明
す

る
こと

。

〇
指

摘
事

項

 
潮

位
計

が
Ｌ

Ｃ
Ｏ

逸
脱

した
場

合
の

要
求

され
る

措
置

、Ａ
Ｏ

Ｔ
を

右
表

に
示

す
。

＜
２

台
の

潮
位

計
が

動
作

可
能

で
あ

る
場

合
＞

 
要

求
され

る
措

置
の

B.
1で

、動
作

不
能

状
態

の
潮

位
計

を
閉

⽌
判

断
基

準
検

知
と扱

うの
は

、動
作

可
能

な
潮

位
計

が
残

り２
台

とな
った

場
合

に
、２

台
中

２
台

の
検

知
に

よ
る

判
断

に
つ

い
て

は
故

障
に

よ
る

検
知

失
敗

の
可

能
性

が
あ

る
た

め
、３

台
中

２
台

の
検

知
に

よ
る

判
断

と同
等

の
信

頼
性

を
確

保
す

る
た

め
に

この
よ

うな
扱

い
とし

て
い

る
も

の
で

あ
る

。（
津

波
の

襲
来

が
な

け
れ

ば
条

件
B

で
は

取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
トを

閉
⽌

しな
い

。下
図

参
照

）

【潮
位

計
の

要
求

さ
れ

る
措

置
、Ａ

Ｏ
Ｔ

に
つ

い
て

】
条

件
要

求
され

る
措

置
完

了
時

間
B.

 ２
台

の
潮

位
計

が
動

作
可

能
で

あ
る

場
合

B.
1 

当
直

課
⻑

は
、３

台
の

うち
動

作
不

能
とな

って
い

る
潮

位
計

１
台

に
て

取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
トの

閉
⽌

判
断

基
準

に
係

る
潮

位
変

動
※

４
を

確
認

した
とみ

な
す

。
お

よ
び

B.
2 

当
直

課
⻑

は
、動

作
不

能
とな

って
い

る
潮

位
計

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。

速
や

か
に

速
や

か
に

C.
 モ

ー
ド１

、２
、３

お
よ

び
４

に
お

い
て

２
台

未
満

の
潮

位
計

が
動

作
可

能
で

あ
る

場
合

C.
1

当
直

課
⻑

は
、モ

ー
ド３

に
す

る
。

お
よ

び
C.

2
当

直
課

⻑
は

、モ
ー

ド５
に

す
る

。
お

よ
び

C.
3

当
直

課
⻑

は
、モ

ー
ド５

到
達

後
、取

⽔
路

防
潮

ゲ
ー

トを
閉

⽌
す

る
。

１
２

時
間

５
６

時
間

速
や

か
に

D.
 モ

ー
ド５

、６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピッ

トに
燃

料
体

を
貯

蔵
して

い
る

期
間

に
お

い
て

２
台

未
満

の
潮

位
計

が
動

作
可

能
で

あ
る

場
合

D.
1

当
直

課
⻑

は
、動

作
不

能
とな

って
い

る
潮

位
計

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
お

よ
び

D.
2

原
⼦

燃
料

課
⻑

は
、照

射
済

燃
料

移
動

中
の

場
合

は
、照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
⽌

す
る

。
お

よ
び

D.
3

当
直

課
⻑

は
、１

次
冷

却
材

中
の

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

を
全

て
中

⽌
す

る
。

お
よ

び
D.

4
当

直
課

⻑
は

、１
次

冷
却

系
の

⽔
抜

き
操

作
を

⾏
って

い
る

場
合

は
、⽔

抜
き

を
中

⽌
す

る
。

お
よ

び
D.

5
当

直
課

⻑
は

、取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
トを

閉
⽌

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

速
や

か
に

速
や

か
に

速
や

か
に

速
や

か
に

速
や

か
に

※
４

︓
取

⽔
路

防
潮

ゲ
ー

トの
閉

⽌
判

断
基

準
に

係
る

潮
位

変
動

とは
、潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

10
 分

以
内

に
0.

5 
m

以
上

下
降

し、
そ

の
後

、最
低

潮
位

か
ら

10
 分

以
内

に
0.

5 
m

以
上

上
昇

す
る

こと
、ま

た
は

10
 分

以
内

に
0.

5 
m

以
上

上
昇

し、
そ

の
後

、最
⾼

潮
位

か
ら

10
 分

以
内

に
0.

5 
m

以
上

下
降

す
る

こと
を

い
う。
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4

＜
２

台
未

満
の

潮
位

計
が

動
作

可
能

で
あ

る
場

合
＞

 
動

作
可

能
な

潮
位

計
が

２
台

未
満

とな
った

状
態

で
は

、津
波

検
知

に
対

す
る

信
頼

性
が

低
下

す
る

（
又

は
津

波
検

知
で

き
な

い
）

た
め

、津
波

襲
来

の
有

無
に

係
わ

らず
取

⽔
路

防
潮

ゲ
ー

トを
閉

⽌
す

る
。

＜
取

⽔
路

防
潮

ゲ
ー

ト閉
⽌

前
の

原
⼦

炉
停

⽌
に

係
る

考
え

⽅
＞

 
津

波
検

知
時

の
取

⽔
路

防
潮

ゲ
ー

ト閉
⽌

の
⼿

順
は

、ま
ず

循
環

⽔
ポ

ンプ
を停

⽌
す

る
こと

に
な

る
が

、こ
の

場
合

、原
⼦

炉
を

負
荷

を
持

った
状

態
か

ら⼿
動

トリ
ップ

させ
る

こと
とな

り、
冷

却
系

の
機

器
に

対
して

急
激

な
熱

負
荷

を
与

え
る

等
の

観
点

か
らは

望
ま

しい
も

の
で

は
な

い
。し

か
し、

津
波

を
検

知
して

い
る

状
況

で
は

、外
郭

防
護

の
観

点
か

ら取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
トを

速
や

か
に

閉
⽌

しな
け

れ
ば

、敷
地

へ
の

遡
上

や
⽔

位
の

低
下

に
よ

る
海

⽔
ポ

ンプ
へ

の
影

響
の

お
それ

が
あ

る
た

め
、原

⼦
炉

を
負

荷
を

持
った

状
態

か
らト

リッ
プ

させ
る

こと
とし

て
い

る
。

 
２

台
未

満
の

潮
位

計
が

動
作

可
能

な
場

合
は

取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
トを

閉
⽌

す
る

が
、津

波
が

襲
来

して
い

る
状

態
で

は
な

く、
負

荷
を

持
った

状
態

か
ら⼿

動
トリ

ップ
が

必
要

な
ほ

ど切
迫

して
い

る
状

況
で

は
な

い
こと

か
ら、

通
常

の
停

⽌
操

作
に

よ
りプ

ラン
ト停

⽌
す

る
こと

を
規

定
して

い
る

。(
要

求
され

る
措

置
の

C.
1〜

3参
照

)
 

な
お

、D
Gや

EC
CS

の
２

系
列

動
作

不
能

時
も

、通
常

の
停

⽌
操

作
に

よ
って

プ
ラン

ト停
⽌

す
る

こと
とし

て
お

り、
LC

O
逸

脱
に

よ
って

、原
⼦

炉
を

負
荷

降
下

せ
ず

に
トリ

ップ
させ

る
措

置
を

⾏
う保

安
規

定
条

⽂
は

な
い

。
 

以
上

を
踏

ま
え

、動
作

可
能

な
潮

位
計

の
台

数
毎

の
対

応
を

整
理

した
結

果
を

下
表

に
示

す
。

条
件

動
作

可
能

な
台

数
閉

⽌
判

断
基

準
の

検
知

Ｌ
Ｃ

Ｏ
対

応

1
３

台
〇

満
足

な
し。

2
２

台
〇

逸
脱

動
作

不
能

とな
って

い
る

潮
位

計
１

台
に

て
取

⽔
路

防
潮

ゲ
ー

トの
閉

⽌
判

断
基

準
に

係
る

潮
位

変
動

を
確

認
した

とみ
な

し、
残

りの
動

作
可

能
な

２
台

の
うち

１
台

に
て

取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
トの

閉
⽌

判
断

基
準

に
係

る
潮

位
変

動
を

確
認

で
き

る
。（

残
りの

動
作

可
能

な
潮

位
計

で
津

波
を

検
知

しな
け

れ
ば

、原
⼦

炉
停

⽌
お

よ
び

取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
ト閉

⽌
は

しな
い

）

3
１

台
×

逸
脱

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
１

台
あ

り、
取

⽔
路

防
潮

ゲ
ー

トの
閉

⽌
判

断
基

準
を

確
認

は
で

き
る

も
の

の
、設

計
条

件
を

満
た

さな
い

た
め

、原
⼦

炉
を

停
⽌

し、
停

⽌
後

に
取

⽔
路

防
潮

ゲ
ー

トを
閉

⽌
す

る
。

4
０

台
×

逸
脱

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
な

く、
取

⽔
路

防
潮

ゲ
ー

トの
閉

⽌
判

断
基

準
を

検
知

で
き

な
い

た
め

、
原

⼦
炉

を
停

⽌
し、

停
⽌

後
に

取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
トを

閉
⽌

す
る

。

審
査

会
合

に
お

け
る

指
摘

事
項

の
回

答
（

N
o.

2）
(2

/2
)

通しページ　5



5
審

査
会

合
に

お
け

る
指

摘
事

項
の

回
答

（
N

o.
3）

(1
/4

)

予
防

保
全

を
目

的
とし

た
点

検
・保

修
を

実
施

す
る

場
合

等
に

お
い

て
、「

構
外

の
観

測
潮

位
に

異
常

が
な

い
こと

」を
確

認
す

る
が

、潮
位

異
常

な
の

か
、設

備
異

常
な

の
か

明
確

に
す

る
こと

。
（

構
外

潮
位

計
の

種
類

、故
障

モ
ー

ド等
を

踏
ま

え
説

明
す

る
こと

。）

〇
指

摘
事

項

〇
回

答
 

予
防

保
全

を
目

的
とし

た
点

検
・保

修
を

実
施

す
る

場
合

等
に

お
い

て
、「

構
外

の
観

測
潮

位
に

異
常

が
な

い
こと

」を
確

認
した

うえ
で

、作
業

を
実

施
す

る
こと

とし
て

い
る

。具
体

的
に

は
、作

業
実

施
前

に
通

常
の

潮
汐

とは
異

な
る

潮
位

変
動

及
び

設
備

故
障

が
な

い
こと

を
確

認
し、

各
種

点
検

・保
修

に
着

⼿
す

る
。

 
上

記
を

踏
ま

え
、予

防
保

全
を

目
的

とし
た

点
検

・保
修

を
実

施
す

る
場

合
の

点
検

時
の

措
置

に
係

る
記

載
を

「構
外

の
観

測
潮

位
に

通
常

の
潮

汐
とは

異
な

る
潮

位
変

動
や

故
障

を
⽰

す
指

⽰
変

動
が

な
い

こと
」と

⾒
直

す
こと

とす
る

。

＜
構

外
潮

位
計

の
種

類
＞

津
居

山
の

既
往

観
測

潮
位

計
は

フロ
ー

ト式
を

採
用

して
お

り、
フロ

ー
トの

浮
き

沈
み

に
よ

りワ
イヤ

が
上

下
し、

⻭
⾞

で
⽔

位
の

変
動

を
検

知
す

る
。

ま
た

、当
社

が
新

た
に

設
置

す
る

潮
位

計
は

、差
圧

式
を

採
用

して
お

り、
⽔

頭
圧

を
測

定
す

る
こと

で
⽔

位
の

変
動

を
検

知
す

る
。（

右
図

参
照

）

図
津

居
山

潮
位

概
要

フロ
ー

ト
お

も
り

ワ
イヤ⻭

⾞

導
⽔

管ケ
ー

ブ
ル

検
出

器

当
社

潮
位

計

既
往

観
測

潮
位

計

通しページ　6



6
審

査
会

合
に

お
け

る
指

摘
事

項
の

回
答

（
N

o.
3）

(2
/4

)
＜

構
外

潮
位

計
に

想
定

さ
れ

る
故

障
モ

ー
ド

＞
 

既
往

観
測

潮
位

計
及

び
当

社
潮

位
計

の
故

障
モ

ー
ド、

故
障

時
に

想
定

され
る

監
視

モ
ニタ

（
構

外
の

観
測

潮
位

表
示

用
）

の
指

示
変

動
及

び
指

示
変

動
に

伴
う故

障
確

認
を

それ
ぞ

れ
次

頁
の

表
１

，
２

に
示

す
。

 
故

障
モ

ー
ドに

よ
って

、監
視

モ
ニタ

（
構

外
の

観
測

潮
位

表
示

用
）

の
指

示
は

、指
⽰

固
定

、ス
ケ

ー
ル

ダ
ウ

ン
又

は
ス

ケ
ー

ル
オ

ー
バ

ー
とな

る
。

＜
設

備
故

障
の

確
認

⽅
法

＞
 

指
示

固
定

した
場

合
は

監
視

モ
ニタ

（
構

外
の

観
測

潮
位

表
示

用
）

に
「信

号
不

信
頼

」、
ス

ケ
ー

ル
ダウ

ン
又

は
ス

ケ
ー

ル
オ

ー
バ

ー
した

場
合

は
監

視
モ

ニタ
（

構
外

の
観

測
潮

位
表

示
用

）
に

「故
障

」の
警

報
が

発
信

す
る

設
計

とし
て

い
る

。
 

運
転

員
は

、中
央

制
御

室
に

お
い

て
、監

視
モ

ニ
タ

（
構

外
の

観
測

潮
位

表
⽰

用
）

の
警

報
音

が
発

信
し

た
こと

を
把

握
し、

監
視

モ
ニ

タ
（

構
外

の
観

測
潮

位
表

⽰
用

）
の

画
面

上
で

警
報

名
称

及
び

潮
位

の
ト

レ
ン

ド
グ

ラ
フを

目
視

確
認

す
る

こと
に

よ
り、

即
座

に
故

障
を

確
認

で
き

る
。

指
示

固
定

ス
ケ

ー
ル

ダウ
ン

ス
ケ

ー
ル

オ
ー

バ
ー

図
監

視
モ

ニタ
（

構
外

の
観

測
潮

位
表

示
用

）
の

指
示

変
動

イメ
ー

ジ

通しページ　7



7
審

査
会

合
に

お
け

る
指

摘
事

項
の

回
答

（
N

o.
3）

(3
/4

)

表
２

当
社

潮
位

計
（

差
圧

式
）

の
故

障
モ

ー
ド等

の
整

理
表

故
障

モ
ー

ド
監

視
モ

ニ
タ

指
⽰

変
動

指
⽰

変
動

に
伴

う判
断

⽅
法

検
出

器
圧

⼒
導

⼊
口

の
詰

ま
り

指
示

固
定

監
視

モ
ニタ

（
構

外
の

観
測

潮
位

表
示

用
）

に
「信

号
不

信
頼

」の
警

報
が

発
信

し、
運

転
員

は
、監

視
モ

ニタ
（

構
外

の
観

測
潮

位
表

示
用

）
の

警
報

音
が

発
信

した
こと

を
把

握
し、

監
視

モ
ニタ

（
構

外
の

観
測

潮
位

表
示

用
）

の
画

面
上

で
警

報
名

称
及

び
潮

位
の

トレ
ンド

グ
ラフ

を
目

視
確

認
す

る
こと

に
よ

り、
即

座
に

故
障

を
確

認
で

き
る

。
導

⽔
管

詰
ま

り
指

示
固

定
同

上

ケ
ー

ブ
ル

地
絡

、電
源

断
ス

ケ
ー

ル
ダウ

ン
監

視
モ

ニタ
（

構
外

の
観

測
潮

位
表

示
用

）
に

「故
障

」の
警

報
が

発
信

し、
運

転
員

は
、監

視
モ

ニタ
（

構
外

の
観

測
潮

位
表

示
用

）
の

警
報

音
が

発
信

した
こと

を
把

握
し、

監
視

モ
ニタ

（
構

外
の

観
測

潮
位

表
示

用
）

の
画

面
上

で
警

報
名

称
及

び
潮

位
の

トレ
ン

ドグ
ラフ

を
目

視
確

認
す

る
こと

に
よ

り、
即

座
に

故
障

を
確

認
で

き
る

。
変

換
器

故
障

、デ
ー

タ収
録

エ
ラー

ス
ケ

ー
ル

ダウ
ン又

は
ス

ケ
ー

ル
オ

ー
バ

ー
同

上

表
１

既
往

観
測

潮
位

計
（

フロ
ー

ト式
）

の
故

障
モ

ー
ド等

の
整

理
表

故
障

モ
ー

ド
監

視
モ

ニ
タ

指
⽰

変
動

指
⽰

変
動

に
伴

う判
断

⽅
法

ワ
イヤ

断
裂

（
お

も
り

側
）

指
示

固
定

監
視

モ
ニタ

（
構

外
の

観
測

潮
位

表
示

用
）

に
「信

号
不

信
頼

」の
警

報
が

発
信

し、
運

転
員

は
、監

視
モ

ニタ
（

構
外

の
観

測
潮

位
表

示
用

）
の

警
報

音
が

発
信

した
こと

を
把

握
し、

監
視

モ
ニタ

（
構

外
の

観
測

潮
位

表
示

用
）

の
画

面
上

で
警

報
名

称
及

び
潮

位
の

トレ
ンド

グ
ラフ

を
目

視
確

認
す

る
こと

に
よ

り、
即

座
に

故
障

を
確

認
で

き
る

。
⻭

⾞
固

着
指

示
固

定
同

上
導

⽔
管

詰
ま

り
指

示
固

定
同

上

ケ
ー

ブ
ル

地
絡

、電
源

断
※

ス
ケ

ー
ル

ダウ
ン

監
視

モ
ニタ

（
構

外
の

観
測

潮
位

表
示

用
）

に
「故

障
」の

警
報

が
発

信
し、

運
転

員
は

、監
視

モ
ニタ

（
構

外
の

観
測

潮
位

表
示

用
）

の
警

報
音

が
発

信
した

こと
を

把
握

し、
監

視
モ

ニタ
（

構
外

の
観

測
潮

位
表

示
用

）
の

画
面

上
で

警
報

名
称

及
び

潮
位

の
トレ

ン
ドグ

ラフ
を

目
視

確
認

す
る

こと
に

よ
り、

即
座

に
故

障
を

確
認

で
き

る
。

変
換

器
故

障
、デ

ー
タ収

録
エ

ラー
※

ス
ケ

ー
ル

ダウ
ン又

は
ス

ケ
ー

ル
オ

ー
バ

ー
同

上

※
︓

津
居

山
既

往
観

測
潮

位
に

て
電

源
断

及
び

デ
ー

タ収
録

エ
ラー

に
よ

る
故

障
実

績
有

あ
り

通しページ　8



8
審

査
会

合
に

お
け

る
指

摘
事

項
の

回
答

（
N

o.
3）

(4
/4

)
＜

通
常

の
潮

汐
とは

異
な

る
潮

位
変

動
の

確
認

⽅
法

＞
津

居
山

地
点

に
お

け
る

過
去

の
潮

位
デ

ー
タを

踏
ま

え
、平

常
時

の
短

時
間

の
潮

位
変

動
は

10
分

間
で

最
⼤

約
0.

1m
で

あ
る

の
に

対
して

、台
⾵

な
どの

異
常

時
の

潮
位

変
動

は
10

分
間

で
最

⼤
0.

27
m

程
度

で
あ

り、
通

常
の

潮
汐

とは
異

な
る

潮
位

変
動

を
確

認
で

き
る

。

通しページ　9



9
審

査
会

合
に

お
け

る
指

摘
事

項
の

回
答

（
N

o.
4）

(1
/2

)

警
報

な
し津

波
が

地
震

起
因

で
な

い
こと

、既
存

の
通

信
連

絡
設

備
も

含
め

、衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
の

Ｌ
Ｃ

Ｏ
／

Ａ
Ｏ

Ｔ
を

説
明

す
る

こと
。

〇
指

摘
事

項

〇
回

答 ＜
Ｌ

Ｃ
Ｏ

に
つ

い
て

＞
 

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
は

潮
位

計
、並

び
に

中
央

制
御

室
間

で
取

⽔
路

防
潮

ゲ
ー

トの
閉

⽌
判

断
を

共
有

す
る

た
め

の
通

信
設

備
で

あ
る

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
で

構
成

し、
津

波
防

護
施

設
とし

て
位

置
付

け
、安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
を

取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
ト（

Ｍ
Ｓ

－
１

）
と同

等
とし

て
い

る
こと

を
踏

ま
え

、潮
位

計
及

び
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

の
Ｌ

Ｃ
Ｏ

、サ
ー

ベ
イラ

ンス
、要

求
され

る
措

置
及

び
Ａ

Ｏ
Ｔ

を
設

定
し、

運
用

・管
理

す
る

。

衛
星

電
話

（
固

定
）

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）

１
号

及
び

２
号

炉
中

央
制

御
室

３
号

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

※
︓

⾮
常

用
電

源
は

互
い

に
独

⽴
した

電
源

よ
り給

電
す

る
。

※
︓

１
号

及
び

２
号

炉
中

央
制

御
室

並
び

に
３

号
及

び
４

号
炉

中
央

制
御

室
に

設
置

す
る

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
は

、互
い

の
中

央
制

御
室

に
設

置
す

る
３

台
い

ず
れ

の
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

に
対

して
も

通
話

が
可

能
な

設
計

とす
る

。

⾮
常

用
電

源
※

1号
炉

2号
炉

監
視

モ
ニ

タ

潮
位

検
出

器

１
号

炉
海

⽔
ポ

ン
プ

室
2号

炉
海

⽔
ポ

ン
プ

室

1号
炉

2号
炉

１
2

【1
号

及
び

2号
炉

給
電

元
凡

例
】

１
1号

炉
⾮

常
用

電
源

２
2号

炉
⾮

常
用

電
源

⾮
常

用
電

源
※

⾮
常

用
電

源
※

3号
炉

4号
炉

監
視

モ
ニ

タ

潮
位

検
出

器

3,
4号

炉
海

⽔
ポ

ン
プ

室
3,

4号
炉

海
⽔

ポ
ン

プ
室

3号
炉

4号
炉

3
4

【3
号

及
び

4号
炉

給
電

元
凡

例
】

3
3号

炉
⾮

常
用

電
源

4
4号

炉
⾮

常
用

電
源

⾮
常

用
電

源
※

⾮
常

用
電

源
※

⾮
常

用
電

源
※

項
目

運
転

上
の

制
限

津
波

防
護

施
設

(1
) 

取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
トが

２
系

統
※

１
の

ゲ
ー

ト落
下

機
構

に
よ

り動
作

可
能

※
２
で

あ
る

こと

(2
)

潮
位

計
３

台
が

動
作

可
能

※
３
で

あ
る

こと

(3
)

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
４

台
※

５
※

６
が

動
作

可
能

で
あ

る
こと

※
５

︓
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

４
台

とは
、Ａ

中
央

制
御

室
お

よ
び

Ｂ
中

央
制

御
室

の
各

々
２

台
を

い
う。

ま
た

、衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
に

は
、衛

星
電

話
（

固
定

）
と兼

用
す

る
も

の
を

Ａ
中

央
制

御
室

お
よ

び
Ｂ

中
央

制
御

室
で

各
々

１
台

含
め

る
こと

が
で

き
る

。
※

６
︓

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
と兼

用
す

る
衛

星
電

話
（

固
定

）
が

動
作

不
能

時
は

、
第

８
５

条
（

表
８

５
－

２
０

）
の

運
転

上
の

制
限

も
確

認
す

る
。

通しページ　10



10
審

査
会

合
に

お
け

る
指

摘
事

項
の

回
答

（
N

o.
4）

(2
/2

)
＜

Ａ
Ｏ

Ｔ
に

つ
い

て
＞

 
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

の
補

助
設

備
で

あ
る

保
安

電
話

（
携

帯
）

、保
安

電
話

（
固

定
）

及
び

運
転

指
令

設
備

に
つ

い
て

は
、基

準
地

震
動

に
対

す
る

耐
性

は
有

して
い

な
い

が
、津

波
警

報
等

が
発

表
され

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

が
地

震
起

因
で

な
い

こと
等

を
踏

ま
え

る
と、

代
替

⼿
段

とし
て

有
効

と考
え

、
保

安
規

定
に

定
め

る
こと

とす
る

。ま
た

、同
種

の
通

信
機

器
とし

て
衛

星
電

話
（

固
定

）
も

有
効

で
あ

る
。

 
よ

って
、衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

が
Ｌ

Ｃ
Ｏ

逸
脱

した
場

合
の

要
求

され
る

措
置

とし
て

、中
央

制
御

室
間

の
連

携
の

容
易

性
の

観
点

か
ら、

下
表

の
優

先
順

位
に

よ
り代

替
の

通
信

⼿
段

を
速

や
か

に
確

保
（

確
保

で
き

な
い

場
合

は
プ

ラン
ト停

⽌
）

す
る

。
 

これ
に

よ
り、

中
央

制
御

室
間

で
連

携
で

き
る

よ
うに

す
る

が
、津

波
防

護
施

設
で

は
な

い
こと

か
らＬ

Ｃ
Ｏ

復
帰

とは
せ

ず
、衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
可

能
な

限
り短

時
間

で
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

こ
とが

必
要

と考
え

、動
作

不
能

とな
った

設
備

を
「速

や
か

に
」復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

こと
も

規
定

す
る

。

条
件

要
求

され
る

措
置

完
了

時
間

E.
 モ

ー
ド１

、２
、３

お
よ

び
４

に
お

い
て

４
台

未
満

の
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

が
動

作
可

能
で

あ
る

場
合

E.
1 

電
気

保
修

課
⻑

は
、動

作
不

能
とな

って
い

る
設

備
を

動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

お
よ

び
E.

2
電

気
保

修
課

⻑
は

、代
替

手
段

※
８

を
実

施
す

る
。

速
や

か
に

※
７

速
や

か
に

F. 
モ

ー
ド５

、６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピッ

トに
燃

料
体

を
貯

蔵
して

い
る

期
間

に
お

い
て

４
台

未
満

の
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

が
動

作
可

能
で

あ
る

場
合

F.1
 電

気
保

修
課

⻑
は

、動
作

不
能

とな
って

い
る

設
備

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
お

よ
び

F.2
電

気
保

修
課

⻑
は

、代
替

⼿
段

※
８
を

実
施

す
る

。
お

よ
び

F.3
当

直
課

⻑
は

、取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
トを

閉
⽌

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

速
や

か
に

※
７

速
や

か
に

※
７

速
や

か
に

※
７

G.
モ

ー
ド１

、２
、３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｅ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合

G.
1

当
直

課
⻑

は
、モ

ー
ド３

に
す

る
。

お
よ

び
G.

2
当

直
課

⻑
は

、モ
ー

ド５
に

す
る

。
お

よ
び

G.
3当

直
課

⻑
は

、モ
ー

ド５
到

達
後

、取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
トを

閉
⽌

す
る

。

１
２

時
間

５
６

時
間

速
や

か
に

保
安

規
定

記
載

方
針

（
案

）

※
７

︓
原

⼦
炉

設
置

者
所

掌
外

の
設

備
（

通
信

衛
星

等
の

他
の

事
業

者
等

が
所

掌
す

る
設

備
）

の
故

障
等

に
よ

り運
転

上
の

制
限

を
逸

脱
した

場
合

は
、当

該
要

求
され

る
措

置
に

対
す

る
完

了
時

間
を

除
外

す
る

。
※

８
︓

同
種

の
通

信
機

器
とし

て
、保

安
電

話
（

携
帯

）
、保

安
電

話
（

固
定

）
、運

転
指

令
設

備
お

よ
び

衛
星

電
話

（
固

定
）

の
い

ず
れ

か
に

よ
る

通
信

手
段

を
確

保
す

る
。

表
代

替
⼿

段
の

優
先

順
位

優
先

順
位

設
備

台
数

Ａ
中

央
制

御
室

Ｂ
中

央
制

御
室

１
保

安
電

話
（

携
帯

）
7台

7台
２

保
安

電
話

（
固

定
）

5台
5台

３
運

転
指

令
設

備
13

台
19

台

４
衛

星
電

話
（

固
定

）
1台

1台

通しページ　11



11
審

査
会

合
に

お
け

る
指

摘
事

項
の

回
答

（
N

o.
5）

附
則

の
記

載
の

うち
「津

波
警

報
等

が
発

表
され

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

に
関

連
す

る
規

定
」の

整
理

を
踏

ま
え

、下
部

規
定

等
で

明
確

に
な

る
仕

組
み

を
説

明
す

る
こと

。

〇
指

摘
事

項

〇
回

答
 

「津
波

警
報

等
が

発
表

され
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
に

関
連

す
る

規
定

」の
対

象
条

⽂
は

、警
報

な
し

津
波

に
係

る
変

更
条

⽂
す

べ
て

とし
、第

６
８

条
の

２
（

津
波

防
護

施
設

）
、第

８
９

条
（

予
防

保
全

を
目

的
とし

た
点

検
・保

修
を

実
施

す
る

場
合

）
、添

付
２

お
よ

び
添

付
３

とす
る

。（
詳

細
は

下
表

及
び

補
足

説
明

資
料

参
照

）
 

下
表

の
施

⾏
時

期
も

含
め

た
詳

細
運

用
は

、審
査

結
果

も
踏

ま
え

社
内

標
準

へ
反

映
し、

管
理

す
る

。
保

安
規

定
条

文
・項

目
記

載
内

容
第

６
８

条
の

２
（

津
波

防
護

施
設

）
運

転
上

の
制

限
(サ

ー
ベ

イラ
ン

ス
、要

求
され

る
措

置
等

を
含

む
)

第
８

９
条

（
予

防
保

全
を

目
的

とし
た

点
検

・保
修

を
実

施
す

る
場

合
）

表
８

９
－

１
（

点
検

対
象

設
備

に
取

⽔
路

防
潮

ゲ
ー

トを
追

加
）

添
付

２
５

津
波

5.
2

教
育

訓
練

の
実

施
(1

)
安

全
・防

災
室

⻑
は

、全
所

員
に

対
し

て
、津

波
防

護
の

運
用

管
理

お
よ

び
津

波
発

⽣
時

に
お

け
る

⾞
両

退
避

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

－

添
付

２
５

津
波

5.
4

⼿
順

書
の

整
備

(1
)

各
課

（
室

）
⻑

（
当

直
課

⻑
を

除
く。

）
は

、津
波

発
⽣

時
に

お
け

る
原

⼦
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

⾏
うた

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

とし
て

、以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こと
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。

ｂ
.取

⽔
路

防
潮

ゲ
ー

トの
管

理
ｄ

．
⾞

両
の

管
理

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

され
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
ｉ

．
津

波
発

⽣
時

の
原

⼦
炉

施
設

へ
の

影
響

確
認

ｊ
．

施
設

管
理

、点
検

添
付

２
６

⻯
巻

6.
4

⼿
順

書
の

整
備

(1
)

各
課

（
室

）
⻑

（
当

直
課

⻑
を

除
く。

）
は

、⻯
巻

発
⽣

時
に

お
け

る
原

⼦
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

⾏
うた

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

とし
て

、以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こと
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
ｆ

．
⻯

巻
に

よ
り原

⼦
炉

施
設

等
が

損
傷

した
場

合
の

処
置

添
付

３
１

重
⼤

事
故

等
対

策
1.

3
⼿

順
書

の
整

備

(1
)

各
課

（
室

）
⻑

（
当

直
課

⻑
を

除
く。

）
は

、重
⼤

事
故

等
発

⽣
時

に
お

い
て

、事
象

の
種

類
お

よ
び

事
象

の
進

展
に

応
じ

て
、的

確
か

つ
状

況
に

応
じ

て
柔

軟
に

対
処

す
る

た
め

の
内

容
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
ま

た
、重

⼤
事

故
等

の
対

処
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
、使

用
主

体
に

応
じ

た
内

容
お

よ
び

重
⼤

事
故

等
対

策
に

用
い

る
特

重
施

設
に

係
る

内
容

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

ク
各

課
（

室
）

⻑
は

、前
兆

事
象

とし
て

把
握

が
で

き
る

か
、重

⼤
事

故
を

引
き

起
こす

可
能

性
が

あ
る

か
を

考
慮

して
、設

備
の

安
全

機
能

の
維

持
な

ら
び

に
事

故
の

未
然

防
⽌

対
策

を
あ

らか
じ

め
検

討
し

て
お

き
、前

兆
事

象
を

確
認

し
た

時
点

で
事

前
の

対
応

が
で

き
る

体
制

お
よ

び
⼿

順
を

社
内

標
準

に
定

め
る

通しページ　12
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表
６
８
の
２
－
１
 

項
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

津
波
防
護
施
設
 

(1
) 
取
水
路
防
潮

ゲ
ー
ト
が
２
系
統

※
１
の
ゲ
ー
ト
落
下
機

構
に
よ
り
動

作
可
能

※
２
で
あ
る
こ
と
 

(2
) 
潮
位
計
３
台

が
動
作
可
能

※
３
で
あ
る
こ
と
 

(3
) 
衛
星
電
話
（

津
波
防
護
用
）
４
台

※
５
※
６
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
 

※
１
：
２
系
統
と
は
機
械
式
ク
ラ
ッ
チ
お
よ
び

電
磁
式
ク
ラ
ッ
チ
の
ゲ
ー
ト
落
下
機
構
を

い
う
。
 

※
２
：
動
作
可
能
と
は
、
遠
隔
閉
止
信
号
に
よ

り
、
ゲ
ー
ト
が
落
下
で
き
る
こ
と
を
い
う

（
外
部
電
源
喪

失
時
も
含

む
）。

  

な
お
、
閉
止
し
て

い
る
ゲ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
動
作
可
能
と

み
な
す
（
以
下

、
本
条
に
お
い
て

同

じ
）。

 

※
３
：
本
条
に
お
け
る
動
作
可
能
と
は
、
中
央

制
御
室
に
て
取
水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
の
閉
止

判
断
基
準
に
係

る
潮
位
変

動
※
４
を
確
認
で
き
る

こ
と
を
い
う
。

 

※
４
：
取
水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
の
閉
止
判
断
基
準

に
係
る
潮
位
変
動
と
は
、
潮
位
計
の
観
測

潮
位
が
 1
0 
分

以
内
に

 0
.5
 m
以
上
下
降
し
、
そ
の
後
、
最

低
潮
位
か
ら

 1
0 
分
以
内
に
 0
.5
 
m
以
上
上
昇
す

る

こ
と
、
ま
た

は
 1
0 
分
以
内
に
 0
.5
 m

以
上
上
昇
し
、
そ
の

後
、
最
高
潮
位

か
ら
 1
0 

分
以
内
に

0.
5 
m
以
上
下
降
す
る
こ
と
を

い
う
。
 

※
５
：
衛
星
電
話
（
津
波
防
護
用
）
４
台
と
は

、
Ａ
中
央
制
御
室
お
よ
び
Ｂ
中
央
制
御
室

の
各
々
２
台
を

い
う
。
ま
た
、
衛

星
電
話
（
津
波
防
護
用
）
に
は
、
衛
星
電

話
（
固
定
）
と
兼
用
す
る
も
の
を

Ａ

中
央
制
御
室
お
よ

び
Ｂ
中
央
制
御
室
で
各
々
１
台
含
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

※
６
：
衛
星
電
話
（
津
波
防
護

用
）
と
兼
用
す
る
衛

星
電
話
（
固
定

）
が
動
作
不

能
時
は
、
第
８
５
条
（
表

８
５
－
２
０
）
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る

。

衛
星

電
話

（
固

定
）

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）

１
号

及
び

２
号

炉
中

央
制

御
室

３
号

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

※
︓

⾮
常

用
電

源
は

互
い

に
独

⽴
した

電
源

より
給

電
す

る
。

※
︓

１
号

及
び

２
号

炉
中

央
制

御
室

並
び

に
３

号
及

び
４

号
炉

中
央

制
御

室
に

設
置

す
る

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
は

、互
い

の
中

央
制

御
室

に
設

置
す

る
３

台
い

ず
れ

の
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

に
対

して
も

通
話

が
可

能
な

設
計

とす
る

。

⾮
常

用
電

源
※

1号
炉

2号
炉

監
視

モ
ニタ

潮
位

検
出

器

１
号

炉
海

⽔
ポ

ンプ
室

2号
炉

海
⽔

ポ
ン

プ室

1号
炉

2号
炉

１
2

【1
号

及
び

2号
炉

給
電

元
凡

例
】

１
1号

炉
⾮

常
用

電
源

２
2号

炉
⾮

常
用

電
源

⾮
常

用
電

源
※

⾮
常

用
電

源
※

3号
炉

4号
炉

監
視

モ
ニタ

潮
位

検
出

器

3,
4号

炉
海

⽔
ポ

ンプ
室

3,
4号

炉
海

⽔
ポ

ン
プ

室

3号
炉

4号
炉

3
4

【3
号

及
び

4号
炉

給
電

元
凡

例
】

3
3号

炉
⾮

常
用

電
源

4
4号

炉
⾮

常
用

電
源

⾮
常

用
電

源
※

⾮
常

用
電

源
※

⾮
常

用
電

源
※

【Ｌ
Ｃ

Ｏ
に

つ
い

て
】

保
安

規
定

第
68

条
の

２
に

お
い

て
、以

下
の

赤
⽂

字
部

分
を

運
転

上
の

制
限

に
追

加
す

る
。

（
１

）
第

６
８

条
の

２
（

津
波

防
護

施
設

）
に

つ
い

て
（

１
／

３
）

２
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

(1
/1

0)

○
潮

位
計

潮
位

計
は

、合
計

4台
設

置
し、

1台
は

予
備

（
※

）
とし

て
い

る
。

2 
ou

t o
f 3

の
扱

い
とし

、単
一

故
障

を
想

定
して

も
動

作
を

保
証

す
る

設
備

数
（

3台
）

を
所

要
台

数
とす

る
。

○
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

１
号

お
よ

び
２

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

⻑
ま

た
は

３
号

お
よ

び
４

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

⻑
は

、他
方

の
中

央
制

御
室

の
当

直
課

⻑
へ

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

うち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
て

、
警

報
発

信
した

こと
を

報
告

す
る

こと
とし

、単
一

故
障

を
想

定
して

も
対

応
を

保
証

す
る

設
備

数
（

中
央

制
御

室
毎

に
2台

）
を

所
要

数
とす

る
。予
備
※

※
4台

の
潮

位
計

は
、い

ず
れ

も
施

設
影

響
が

⽣
じる

ケ
ー

ス
を

漏
れ

な
く確

認
で

き
、

2台
に

よ
る

検
知

が
どの

よ
うな

組
み

合
わ

せ
で

も
、取

⽔
路

防
潮

ゲ
ー

ト閉
⽌

判
断

に
差

異
を

⽣
じな

い
こと

を
確

認
して

い
る

。よ
って

、閉
⽌

判
断

に
用

い
る

潮
位

計
は

、
単

一
故

障
を

想
定

して
も

3台
で

対
応

可
能

で
あ

り、
予

備
は

固
定

しな
い

。
ま

た
、今

後
、潮

位
計

測
定

デ
ー

タを
取

得
し、

保
安

規
定

添
付

２
「津

波
評

価
条

件
の

変
更

の
要

否
確

認
」に

基
づ

き
、確

認
を

⾏
う。

新
規

追
加

12
/2

審
査

会
合

資
料

1-
4(

抜
粋
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表
６
８
の
２
－
２
（
続
き
）
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

E
.
 モ

ー
ド
１
、
２
、
３

お
よ
び
４
に
お
い
て

４
台
未
満
の
衛
星
電

話
（
津
波
防
護
用
）

が
動
作
可
能
で
あ
る

場
合
 

E
.1
 電

気
保
修
課
長
は
、
動
作
不
能
と
な
っ
て
い

る
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

お
よ
び
 

E
.
2 

電
気
保
修
課
長
は
、
代
替
手
段

※
８
を
実
施
す

る
。
 

１
０
日

※
７
 

  速
や
か
に

※
７
 

F
.
 モ

ー
ド
５
、
６
お
よ

び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期
間
に
お

い
て
４
台
未
満
の
衛

星
電
話
（
津
波
防
護

用
）
が
動
作
可
能
で

あ
る
場
合
 

 

F
.1
 電

気
保
修
課
長
は
、
動
作
不
能
と
な
っ
て
い

る
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

F
.
2 

電
気
保
修
課
長
は
、
代
替
手
段

※
８
を
実
施
す

る
。
 

お
よ
び
  

F
.
3 

当
直

課
長

は
、
取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉
止

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

※
７
 

   速
や
か
に

※
７
 

  速
や
か
に

※
７
 

G.
 モ

ー
ド
１
、
２
、
３

お
よ
び
４
に
お
い
て

条
件
Ａ
ま
た
は
Ｅ
の

措
置
を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な
い
場

合
 

G.
1 

当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
  

G.
2 

当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

お
よ
び
  

G
.
3 

当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
到
達
後
、
取
水
路
防

潮
ゲ
ー
ト
を
閉
止
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

 速
や
か
に
 

 

H.
 モ

ー
ド
５
、
６
お
よ

び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期
間
に
お

い
て
条
件
Ａ
の
措
置

を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

H.
1 

原
子

燃
料

課
長
は
、

照
射

済
燃

料
移

動
中
の

場
合
は
、
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る
。 

お
よ
び
 

H.
2 

当
直

課
長

は
、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素
濃

度
が
低
下
す
る
操
作
を
全
て
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

H.
3 

当
直

課
長

は
、
１
次

冷
却

系
の

水
抜

き
操
作

を
行

っ
て

い
る
場
合

は
、

水
抜

き
を

中
止
す

る
。
 

お
よ
び
  

H
.
4 

当
直

課
長

は
、
取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉
止

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

 

※
７
：
原
子
炉
設
置
者
所
掌
外
の
設
備
（
通
信
衛
星
等
の
他
の
事
業
者
等
が
所
掌
す
る
設
備
）
の
故
障
等

に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
し
た
場
合
は
、
当
該
要
求
さ
れ
る
措
置
に
対
す
る
完
了
時
間
を
除

外
す
る
。
 

※
８
：
同
種
の
通
信
機
器
と
し
て
、
衛
星
電
話
（
固
定
）
に
よ
る
通
信
手
段
を
確
保
す
る
。
 

 
 
 
 
な
お
、
衛
星
電
話
（
津
波
防
護
用
）
の
補
助
設
備
と
し
て
運
転
指
令
設
備
、
保
安
電
話
（
固

定
）、

保
安
電
話
（
携
帯
）
を
活
用
す
る
。
 

【要
求

さ
れ

る
措

置
、Ａ

Ｏ
Ｔ

に
つ

い
て

】

（
１

）
第

６
８

条
の

２
（

津
波

防
護

施
設

）
に

つ
い

て
（

２
／

３
）

表
６
８
の
２
－
２
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
. 
取
水
路
防
潮
ゲ
ー
ト

が
２
系
統
未
満
の
ゲ

ー
ト
落
下
機
構
に
よ

り
動
作
可
能
で
あ
る

場
合
 

A
.
1 

当
直
課
長

は
、
取

水
路
防
潮

ゲ
ー
ト

を
２
系

統
の
ゲ
ー

ト
落
下

機
構
に
よ

り
動
作

可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2 

当
直
課
長

は
、
残

り
の
系
統

の
ゲ
ー

ト
落
下

機
構
の
電

源
系
お

よ
び
制
御

系
に
異

常
が
な

い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
０
日
 

   ４
時
間
 

そ
の
後
８
時
間

に
１
回
 

B
. 
２
台
の
潮
位
計
が
動

作
可
能
で
あ
る
場
合
 

  

B.
1
 当

直
課
長
は
、
３
台
の
う
ち
動
作
不
能
と
な

っ
て
い
る
潮
位
計
１
台
に
て
取
水
路
防
潮
ゲ

ー
ト
の
閉
止
判
断
基
準
に
係
る
潮
位
変
動

※
４

を
確
認
し
た
と
み
な
す
。
 

お
よ
び
 

B
.
2
 当

直
課
長
は
、動

作
不
能
と
な
っ
て
い
る
潮
位

計
を
動
作

可
能
な

状
態
に
復

旧
す
る

措
置
を

開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

 

C
. 
モ
ー
ド
１
、
２
、
３

お
よ
び
４
に
お
い
て

２
台
未
満
の
潮
位
計

が
動
作
可
能
で
あ
る

場
合
 

C
.
1 

当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
  

C
.
2 

当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

お
よ
び
  

C
.
3 

当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
到
達
後
、
取
水
路
防

潮
ゲ
ー
ト
を
閉
止
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

 速
や
か
に
 

D
. 
モ
ー
ド
５
、
６
お
よ

び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期
間
に
お

い
て
２
台
未
満
の
潮

位
計
が
動
作
可
能
で

あ
る
場
合
 

D
.
1 

当
直
課
長

は
、
動

作
不
能
と

な
っ
て

い
る
潮

位
計
を
動

作
可
能

な
状
態
に

復
旧
す

る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

D
.
2 

原
子
燃
料

課
長
は

、
照
射
済

燃
料
移

動
中
の

場
合
は
、
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

D
.
3 

当
直
課
長

は
、
１

次
冷
却
材

中
の
ほ

う
素
濃

度
が
低
下
す
る
操
作
を
全
て
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

D
.
4 

当
直
課
長

は
、
１

次
冷
却
系

の
水
抜

き
操
作

を
行
っ
て

い
る
場

合
は
、
水

抜
き
を

中
止
す

る
。
 

お
よ
び
  

D
.
5 

当
直
課
長

は
、
取

水
路
防
潮

ゲ
ー
ト

を
閉
止

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

 

 

○
潮

位
計

【B
,C

,D
項

】
保

安
規

定
の

運
転

上
の

制
限

に
て

要
求

し
て

い
る

潮
位

計
３

台
の

うち
、潮

位
計

１
台

が
動

作
不

能
とな

った
場

合
は

、そ
の

１
台

は
閉

⽌
判

断
基

準
に

係
る

潮
位

変
動

を
確

認
した

とみ
な

し、
も

う１
台

が
閉

⽌
判

断
基

準
に

係
る

潮
位

変
動

を
確

認
す

れ
ば

、取
⽔

路
防

潮
ゲ

ー
トを

閉
⽌

す
る

。
ま

た
、故

障
等

に
よ

り潮
位

計
２

台
が

動
作

不
能

とな
った

場
合

は
、原

⼦
炉

を
停

⽌
す

る
こと

とし
、停

⽌
後

に
取

⽔
路

防
潮

ゲ
ー

トを
閉

⽌
す

る
。

○
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

【E
,F

,G
項

】
保

安
規

定
の

運
転

上
の

制
限

に
て

要
求

し
て

い
る

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
が

４
台

未
満

とな
った

場
合

は
、動

作
不

能
とな

っ
た

設
備

を
復

旧
す

る
とと

も
に

、代
替

⼿
段

（
次

頁
参

照
）

を
実

施
す

る
こと

で
中

央
制

御
室

間
の

連
絡

⼿
段

を
確

保
す

る
。

２
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

(2
/1

0)
新

規
追

加

12
/2

審
査

会
合

資
料

1-
4(

抜
粋

)
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津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応 

に係る保安規定添付２の記載内容ついて 
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１． 保安規定添付２の記載内容について 
設置変更許可申請書で津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る運用

上の要求事項を定めている事項については、保安規定添付２に運用を定める。具体的な記

載については次のとおりである。 
津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る運用事項について、設置変

更許可申請書の補足説明資料にて記載している内容を踏まえ、保安規定に規定する運用お

よび社内標準にて規定する運用について、２章に整理する。 
また、設置変更許可時に後段規制において確認することとしていた漂流物になるおそれ

のある車両の駐車禁止措置及び退避運用について、３章にて説明する。 
なお、取水路及び取水路防潮ゲートの保全計画に係る保守作業については、補足説明資

料－２にて整理する。 
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添付２ 火災、内部溢水、火山影響等、自然災害 

および有毒ガス発生時の対応に係る実施基準 

（第１８条、第１８条の２、第１８条の２の２、第１８条の３ 

および第１８条の３の２関連） 
 

（中略） 
 
５ 津 波 

安全・防災室長は、津波発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制
の整備として、次の５．１項から５．４項を含む計画を策定し、所長の承認を得る。
また、各課（室）長は、計画に基づき、津波発生時における原子炉施設の保全のため
の活動を行うために必要な体制および手順の整備を実施する。 

（中略） 
５．２ 教育訓練の実施 
(1) 安全・防災室長は、全所員に対して、津波防護の運用管理および津波発生時に
おける車両退避に関する教育訓練を定期的に実施する。 

（中略） 
５．４ 手順書の整備 
(1) 各課（室）長（当直課長を除く。）は、津波発生時における原子炉施設の保全の
ための活動を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを
社内標準に定める。 

（中略） 
ｄ．車両の管理 

安全・防災室長は、発電所構内の放水口側防潮堤および取水路防潮ゲートの
外側に存在し、かつ漂流物になるおそれのある車両について、漂流物とならな
い管理を実施する。 

ｅ．発電所を含む地域に大津波警報が発表された場合の対応 
(a)当直課長は、原則として１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の循環水ポン

プを停止（プラント停止）する。また、Ａ中央制御室から取水路防潮ゲート
を閉止するとともに、原子炉の冷却操作を実施する。 
ただし、以下の場合はその限りではない。 
ア 大津波警報が誤報であった場合 
イ 遠方で発生した地震に伴う津波であって、発電所を含む地域に、到達す
るまでの時間経過で、大津波警報が見直された場合 

(b) 原子燃料課長および放射線管理課長は、燃料等輸送船に関し、津波警報等
が発表された場合、荷役作業を中断し、陸側作業員および輸送物の退避に
関する措置を実施する。 

（中略） 
(e) 安全・防災室長は、発電所構内の放水口側防潮堤および取水路防潮ゲート

の外側に存在し、かつ漂流物になるおそれのある車両について津波の影響を
受けない場所へ退避することにより漂流物とならない措置を実施する。 

 
（中略） 
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ｈ．津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応 
(a) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準等を確認※した場合の対応 

ア 当直課長は、１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の循環水ポンプを停止
（プラント停止）する。また、Ａ中央制御室から取水路防潮ゲートを閉止
するとともに、原子炉の冷却操作を実施する。 

イ 当直課長は、津波監視カメラおよび潮位計による津波の襲来状況の監視を
実施する。 

※：「潮位観測システム（防護用）のうち、 2 台の潮位計の観測潮位がいず
れも 10 分以内に 0.5 m 以上下降し、その後、最低潮位から 10 分以内
に 0.5 m 以上上昇すること、または 10 分以内に 0.5 m 以上上昇し、そ
の後、最高潮位から 10 分以内に 0.5 m 以上下降すること、ならびに発
電所構外において、遡上波の地上部からの到達、流入および取水路、放水
路等の経路からの流入（以下、「敷地への遡上」という。）ならびに水位
の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある潮位の変動を観測し、
その後、潮位観測システム（防護用）のうち、 2 台の潮位計の観測潮位
がいずれも 10 分以内に 0.5 m 以上下降すること、または 10 分以内に 
0.5 m 以上上昇すること。」を１号炉および２号炉を担当する当直課長と
３号炉および４号炉を担当する当直課長の潮位観測システム（防護用）
のうち衛星電話（津波防護用）を用いた連携により確認（この条件の成立
確認を「取水路防潮ゲートの閉止判断基準等を確認」という。以下、同
じ。） 

(b) 発電所構外において津波と想定される潮位の変動を観測した場合の対応 
ア 当直課長は、速やかにゲート落下機構の電源系および制御系に異常がない

ことを確認する。 
イ 当直課長は、津波監視カメラによる津波の襲来状況の監視を実施する。 
ウ 土木建築課長は、取水路防潮ゲート保守作業の中断に係る措置を行う。ま

た、発電所構外の観測潮位欠測時も同等の対応を実施する。 
エ 安全・防災室長は、発電所構内の放水口側防潮堤および取水路防潮ゲート

の外側に存在し、かつ漂流物になるおそれのある車両について津波の影響
を受けない場所へ退避することにより漂流物とならない措置を実施する。
また、発電所構外の観測潮位欠測時も同等の対応を実施する。 

オ 原子燃料課長および放射線管理課長は、燃料等輸送船が荷役中の場合、荷
役作業を中断し、陸側作業員および輸送物の退避に関する措置を実施する
とともに、係留強化する船側と情報連絡を行う。 

カ 原子燃料課長および放射線管理課長は、燃料等輸送船が荷役中以外の場
合、緊急離岸する船側と退避状況に関する情報連絡を行う。 

ｉ．津波発生時の原子炉施設への影響確認 
各課（室）長は、発電所を含む地域に大津波警報が発表された場合または取

水 路防潮ゲートの閉止判断基準等を確認した場合は、事象収束後、原子炉施設
の損傷の有無を確認するとともに、その結果を所長および原子炉主任技術者に
報告する。 
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ｊ．施設管理、点検 
各課（室）長は、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備および津波影

響軽減施設の要求機能を維持するため、施設管理計画に基づき適切に施設管
理、点検を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。 
なお、取水路防潮ゲートの遠隔閉止信号を停止する場合は、現地の手動操作

により敷地への遡上および水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれが
ある潮位に至る前にゲートを落下できるよう、発電所構外の観測潮位に異常が
ないことを確認し、資機材を確保するとともに体制を確保し、維持する。 

 
（以下略） 
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、
又

は
下
降

し
た
時

点
で
１

号
及

び
２

号
炉
中

央
制
御

室
又
は

３
号

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

に
警
報

が
発
信

す
る
。

 
・

こ
の
時

点
で
１

号
及
び
２

号
炉

運
転
員

又
は
３

号
及
び
４

号
炉

運
転
員

は
１
号

及
び
２
号

炉
当

直
課
長

又
は

３
号
及

び
４
号
炉

当
直
課

長
へ

警
報

発
信

し
た

こ
と

を
報

告
す
る

。
 

 
取

水
路

防
潮
ゲ

ー
ト

閉
止

判
断

（
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
及

び
プ

ラ
ン

ト
停

止
判

断
を
含
む

）
に

つ
い
て
、
保

安
規

定
に

記
載
す
る

。
 

 添
付
２

 火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等
、
自
然

災
害
お

よ
び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対
応
に

係
る
実

施
基
準

 
（
第

１
８

条
、
第

１
８

条
の

２
、

第
１

８
条

の
２

の
２

、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１
８
条

の
３
の

２
関

連
）

 
ｈ
．

津
波

警
報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

(a
) 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の
対
応

 
ア

 当
直
課

長
は
、
１

号
炉
、
２

号
炉
、
３

号
炉
お

よ
び
４

号
炉
の

循
環
水

ポ
ン

プ
を
停

止
（

プ
ラ
ン

ト
停
止

）
す

る
。

ま
た

、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
と
と

も

に
、
原
子

炉
の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る
。

 
（

中
略
）

 
※
：「

 潮
位
観

測
シ
ス

テ
ム
（
防

護
用

）
の

う
ち
、

2 
台

 の
潮

位

計
 の

観
測

潮
位

が
い
ず

れ
も

 1
0 

分
 以

内
に

 0
.5

 m
 以

上
下

降
し
、
そ

の
後
、
最

低
潮
位

か
ら

 1
0 

分
 以

内
に

 0
.5

 
m

 以
上

 上
昇
す

る
こ

と
、
ま
た

は
 1

0 
分

 以
内

に
 0

.5
 m

 
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 1

0 
分

 以
内

に
 

0.
5 

m
 以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構
外
に

お

い
て

、
遡

上
波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び
取

水

路
、

放
水

路
等
の

経
路

か
ら

の
流

入
な

ら
び

に
水

位
の
低

下

に
よ

る
海

水
ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位
の

変

動
を

観
測

し
、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護
用

）

の
う

ち
、

 2
 台

 の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 1
0 

分
 以

内
に

 0
.5

 m
 以

上
下

降
す

る
こ

と
、
ま
た

は
 1

0 
分

 
以

内
に

 0
.5

 m
 以

上
上

昇
す
る

こ
と

。」
を

１
号
炉

お
よ
び

２
号

炉
を

担
当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号
炉

を

担
当

す
る

当
直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用
）

の

う
ち

衛
星

電
話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ
り

確

認
（

こ
の

条
件
の

成
立

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト
の

閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
」

と
い
う

。
以
下

、
同

じ
。）

  

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
（
ト

リ
ガ

ー
）

の
到
達

を
確
認

す
る

ま
で
の

対
応

お
よ
び

防
潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
対

応
に
つ

て
は
、
社

内
標
準

に
記

載
す

る
。

 
さ

ら
に
実

運
用

と
し

て
、

上
記

手
順

に
加
え

、
津

波
防

護
施
設

で
は
な

い
が

、
潮
位

観
測

シ
ス
テ

ム
（
補

助
用

）
を

活
用

す
る
手

順
を
社
内

標
準
に

定
め

る
。

 
具

体
的
に

は
、

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
補
助

用
）

を
用

い
て
、

１
号
及

び
２

号
炉
当

直
課

長
と
３

号
及
び

４
号

炉
当

直
課

長
は
、

他
号
炉

の
観

測
潮
位

の
動

向
を
把

握
す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に
定

め
る
。

 
詳

細
は

、
参
考

資
料
「
警
報

な
し

津
波
に

係
る

社
内

標
準
（

案
）」

参
照
）
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設
置

変
更

許
可

申
請

書
 

補
足

説
明

資
料

 
保

安
規

定
に

規
定

 
社

内
標

準
で

規
定

 
・

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
と

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
は

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

、
他

方
の

中
央

制
御

室
の

当
直

課
長

へ
警

報
発

信
し

た
こ

と
を

報
告

す
る

。
 

・
１

号
及

び
２

号
炉

運
転

員
並

び
に

３
号

及
び

４
号

炉
運

転
員

は
そ

れ
ぞ

れ
の

中
央

制
御

室
の

潮
位

計
の

潮
位

変
化

量

や
ト

レ
ン

ド
グ

ラ
フ

を
継

続
的

に
目

視
確

認
し

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

又
は

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
に

速
や

か
に

状
況

を
報

告
す

る
。

 
(d

) 
(a

)又
は

(b
)で

警
報

発
信

し
た

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

潮
位

計
が

、
そ

の
後

最
低

潮
位

か
ら

10
分

以

内
に

0.
5m

以
上

上
昇

、
又

は
最

高
潮

位
か

ら
10

分
以

内
に

0.
5m

以
上

下
降

し
た

時
点

の
警

報
発

信
（

２
台

目
）、

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
判

断
（

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

及
び

プ
ラ

ン
ト

停
止

判
断

を
含

む
）

 
・

(c
)の

潮
位

計
に

引
き

続
き

、
も

う
１

台
の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
10

分
以

内
に

0.
5m

以
上

上
昇

、
又

は
下

降
し

た

時
点

で
、

１
号

及
び

２
号

炉
中

央
制

御
室

又
は

３
号

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

に
警

報
が

発
信

す
る

。
 

・
こ

の
時

点
で

１
号

及
び

２
号

炉
運

転
員

又
は

３
号

及
び

４
号

炉
運

転
員

は
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

又
は

３
号

及

び
４

号
炉

当
直

課
長

へ
警

報
発

信
し

た
こ

と
を

報
告

す
る

。
 

・
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

は
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

、
他

方
の

中
央

制
御

室
の

当
直

課
長

へ
警

報
発

信
し

た
こ

と
を

報
告

す
る

。
 

・
こ

の
時

点
で

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
は

１
号

炉
か

ら
４

号
炉

の
全

て
の

観
測

潮
位

を
確

認
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準
（

ト
リ

ガ
ー

）
に

到
達

し
た

こ
と

、
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
を

判
断

し
、
１

号

及
び

２
号

炉
運

転
員

に
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
(プ

ラ
ン

ト
停

止
)を

指
示

す
る

。
 

・
合

わ
せ

て
、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

は
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

に
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

（
ト

リ
ガ

ー
）
に

到
達

し
た

こ
と

、
並

び
に

１
号

及
び

２
号

炉
運

転
員

に
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
(プ

ラ
ン

ト
停

止
)を

指

示
し

た
こ

と
を

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
て

報
告

す
る

。
 

・
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

は
、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

の
報

告
を

受
け

、
３

号
及

び
４

号
炉

運
転

員
に

循
環

水

ポ
ン

プ
停

止
(プ

ラ
ン

ト
停

止
)を

指
示

す
る

。
 

 (
e)
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

 
・
１

号
及

び
２

号
炉

運
転

員
並

び
に

３
号

及
び

４
号

炉
運

転
員

は
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
(プ

ラ
ン

ト
停

止
)操

作
が

完
了

す

れ
ば

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

並
び

に
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

に
報

告
す

る
。

 
・
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

は
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

に
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
(プ

ラ
ン

ト
停

止
)操

作
が

完
了

し

た
こ

と
を

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
て

報
告

す
る

。
 

・
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

は
１

号
及

び
２

号
炉

運
転

員
に

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

を
指

示
し

、
１

号
及

び
２

号
炉

運
転

員
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
操

作
が

完
了

し
た

報
告

を
受

け
る

。
 

・
1
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
は

、
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

に
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
操

作
が

完
了

し
た

こ
と

を
、

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

て
報

告
す

る
。
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第
２

表
 

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

を
用

い
た
対

応
の

運
用

事
項

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

 
補

足
説

明
資

料
 

保
安

規
定

に
規

定
 

社
内

標
準

で
規

定
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
 

補
足

説
明

資
料

 
第

３
編

（
耐

津
波

設
計

方
針

の
検

討
経

緯
）

 
１

０
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

津
波

に
可

能
な

限
り

早
期

に
対

応
す

る
た

め
の

運
用

 
１

０
．

１
 

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

を
用

い
た

運
用

 
１

０
．

１
．

３
 

検
討

結
果

 
（

中
略

）
 

（
５

）
津

居
山

地
点

に
お

け
る

観
測

潮
位

活
用

の
ま

と
め

 
（

１
）
～
（

４
）
に

示
し

た
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
の

活
用

検
討

に
基

づ
い

た
、
津

居
山

地
点

で
の
「

プ
ラ

ン
ト

影

響
の

あ
る

津
波

」
※
１
高

さ
、
津

居
山

地
点

で
の
「

プ
ラ

ン
ト

影
響

の
可

能
性

あ
る

津
波

」
※

２
高

さ
及

び
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
の

活
用

に
よ

る
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
時

間
の

短
縮

効
果

を
図

１
１

に
示

す
。

 
図

１
１

に
示

す
通

り
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

に
お

い
て

、「
プ

ラ
ン

ト
影

響
の

あ
る

津
波

」
高

さ
を

確
認

し
た

場

合
は

、
構

内
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
に

お
い

て
、

2
台

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

10
分

以
内

に
0.

5m
以

上

の
下

げ
（

上
げ

）
の

み
で

判
断

を
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
よ

り
早

期
の

対
応

を
行

う
も

の
と

す
る

。
短

縮
時

間
の

効
果

と
し

て
は

約
4
分

の
短

縮
効

果
が

あ
る

と
考

え
て

い
る

。
 

ま
た

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
に

お
い

て
、「

プ
ラ

ン
ト

影
響

の
可

能
性

あ
る

津
波

」
高

さ
を

確
認

し
た

場
合

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

落
下

機
構

の
健

全
性

確
認

な
ど

(取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
保

守
作

業
の

中
止

、
構

内
の

一
般

車
両

の

退
避

、
輸

送
船

の
退

避
、

輸
送

車
両

等
の

退
避

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

に
よ

る
監

視
)を

実
施

し
津

波
襲

来
に

備
え

る
。

 
                   

         

図
１

１
 

津
居

山
地

点
に

お
け

る
観

測
潮
位

の
活

用
 

 
警

報
が

発
表

さ
れ

な
い

津
波

に
可

能
な

限
り

早
期

対
応

す
る

た

め
の

運
用

の
う

ち
、
設

置
許

可
申

請
書

に
記

載
す

る
運

用
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
添

付
２

に
記

載
す

る
。

 
 添

付
２

 火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、

第
１

８
条

の
２

の
２

、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対

応
 

 (
a)

 取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
※
し

た
場

合
の

対
応

 
ア

 当
直

課
長

は
、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。

ま
た

、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も

に
、

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 
（

中
略

）
 

※
：「

 潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
2 

台
 の

潮
位

計
 の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 1

0 
分

 以
内

に
 0

.5
 m

 以
上

下
降

し
、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 1

0 
分

 以
内

に
 0

.5
 m

 以
上

 上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0 

分
 以

内
に

 0
.5

 m
 以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 1

0 
分

 以
内

に
 0

.5
 m

 以
上

下
降

す
る

こ
と

、
な

ら
び

に
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
遡

上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

流
入

な
ら

び
に

水
位

の
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
、

そ
の

後
、

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

、
 2

 台
 の

潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 1
0 

分
 以

内
に

 0
.5

 m
 以

上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 1
0 

分
 以

内
に

 0
.5

 m
 以

上
上

昇

す
る

こ
と

。」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認

（
こ

の
条

件
の

成
立

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
」
と

い
う

。
以

下
、

同
じ

。）
 

(b
) 
発

電
所

構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

の
対

応
 

ア
 当

直
課

長
は

、
速

や
か

に
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

の
電

源
系

お
よ

び

制
御

系
に

異
常

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

イ
 当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

に
よ

る
津

波
の

襲
来

状
況

の

監
視

を
実

施
す

る
。

 
ウ

 土
木

建
築

課
長

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

に

係
る

措
置

を
行

う
。

ま
た

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 
エ

 安
全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時
も

同
等

の
対

応
を

実
施

す
る

。
 

警
報

が
発

表
さ

れ
な

い
津

波
に

可
能

な
限

り
早

期
対

応
す

る
た

め
の

運
用

の
う

ち
、

自
主

的
な

運
用

に
つ

い
て

、
社

内
標

準
に

以

下
の

停
止

判
断

基
準

を
記

載
す

る
。

 

・
敷

地
外

潮
位

計
に

お
い

て
 1

0
分

以
内

に
1
.
0m

以
上

の
下

降

も
し

く
は

上
昇

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

で

有
意

な
津

波
の

前
兆

を
確

認
し

た
場

合
 

                             

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を

観
測

し
た

場
合

の
対

応
の

う
ち

、
津

波
監

視
強

化
の

条
件

及
び

津
波

監
視

強
化

解
除

の
基

準
に

つ
い

て
、

社
内

標
準

に
記

載
す

る
。

 

【
津

波
監

視
強

化
】

 

・
指

示
変

動
が

明
ら

か
な

誤
検

知
及

び
計

器
故

障
で

な
い

場
合

 

【
津

波
監

視
強

化
解

除
】

 

・
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
で

あ
る

津
居

山
に

て
プ

ラ
ン

ト
影

響

の
可

能
性

が
あ

る
津

波
を

検
知

後
、

約
３

０
分

間
※

１
は

監
視

強
化

体
制

を
継

続
し

、
そ

の
後

、
 構

外
の

観
測

潮
位

と
海

水

ポ
ン

プ
室

潮
位

計
に

て
通

常
の

潮
汐

の
変

動
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

れ
ば

体
制

を
解

除
す

る
。

 

 ※
１

：
津

居
山

に
て

0
.
5m

下
降

(上
昇

）
を

検
知

し
た

波
が

高
浜

発
電

所
の

取
水

口
前

に
到

達
す

る
時

間
の

う
ち

、
最

も
遅

い

※
１

：
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
に

お
い

て
は

、「
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

お
よ

び
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

」
と

記
載

。（
以

下
、

同
じ

）
 

※
２

：
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
に

お
い

て
は

、「
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

」
と

記
載

。（
以

下
、

同
じ

）
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設
置
変

更
許

可
申

請
書
 
補

足
説

明
資
料

 
保

安
規

定
に

規
定

 
社

内
標

準
で
規

定
 

オ
 原

子
燃

料
課

長
お

よ
び
放
射

線
管
理

課
長
は

、
燃

料
等

輸
送
船

が
荷
役

中
の

場
合
、

荷
役

作
業
を

中
断
し

、
陸

側
作

業
員

お
よ

び
輸
送

物
の

退
避
に

関
す

る
措
置

を
実
施

す
る

と
と

も
に

、
係

留
強
化
す

る
船
側

と
情

報
連

絡
を

行
う
。

 
カ

 原
子
燃

料
課

長
お

よ
び
放
射

線
管
理

課
長
は

、
燃

料
等

輸
送
船

が
荷
役

中
以

外
の
場

合
、

緊
急
離

岸
す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関
す
る
情

報
連
絡

を
行

う
。

 
ｊ

．
施

設
管

理
、

点
検

 
各
課

（
室

）
長

は
、

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
お

よ
び

津
波
影

響
軽

減
施

設
の

要
求

機
能

を
維

持

す
る

た
め

、
施

設
管

理
計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、

点

検
を
実

施
す

る
と

と
も

に
、
必
要

に
応
じ

補
修
を

行
う
。

 
な
お

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

遠
隔

閉
止

信
号

を
停

止
す
る

場
合

は
、

現
地

の
手

動
操
作

に
よ

り
敷

地
へ

の
遡

上
お

よ
び

水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮

位
に

至
る

前
に

ゲ
ー

ト
を
落

下
で

き
る

よ
う

、
発

電
所

構
外

の

観
測

潮
位

に
異

常
が

な
い
こ

と
を

確
認

し
、

資
機

材
を

確
保

す

る
と
と

も
に

体
制

を
確

保
し
、
維

持
す
る

。
 

も
の
は
約

20
分

後
で

あ
り
、
そ

の
後
海

水
ポ

ン
プ

室
潮
位

計
に
て

10
分

間
で

0.
5ｍ

以
上

の
下

降
(上

昇
）
を

検
知
す

る
た
め
に

必
要
な

時
間
 

・
発
電
所

構
内
の

観
測

潮
位

で
あ

る
海

水
ポ

ン
プ

ウ
ェ
ル

潮
位
計

変
化
量

注
意

の
警

報
が

発
信

し
た

場
合
、

最
低

(最
高

)潮
位

到

達
後
、

構
外

の
観

測
潮

位
と

海
水

ポ
ン
プ

ウ
ェ
ル

潮
位

計
に
て

通
常
の

潮
位

変
動

と
な

っ
た

こ
と

を
確
認

※
２
す
れ

ば
体

制
を

解
除
す

る
。

 

 ※
２
：
少

な
く
と

も
1
0
分
間
は

潮
位

変
動

を
確

認
す

る
。
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第
３

表
 

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

の
運

用
事
項

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書
 
補

足
説

明
資
料

 
保

安
規

定
に

規
定

 
社

内
標

準
で
規

定
 

設
置
変

更
許

可
申

請
書
 
補

足
説

明
資
料

 
第
３

編
（

耐
津

波
設

計
方

針
の

検
討

経
緯
）

 
１

０
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い
津

波
に
可

能
な

限
り

早
期

に
対

応
す

る
た

め
の
運

用
 

１
０
．

３
 
発

電
所

構
外

の
観

測
潮
位
欠

測
時
の

対
応

 
１

０
．

３
．

２
 
検

討
条
件

 
発

電
所

構
外
の
観

測
潮
位

は
、
津

波
警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る
津

波
に
対

し
て
、
可

能
な

限
り

早
期
に

対
応

す
る

も
の

で
あ

る
た

め
、
一

時
的

に
津

居
山

地
点

で
の

観
測

潮
位
を

用
い
ず

と
も

津
波

対
応

上
の

問
題

が
な

い
と
評

価
で
き

る
場

合
は

「
欠
測

時
の
運

用
を

除
外

(①
)」

す
る

。
ま
た

、
津

波
対

応
上

の
問
題

が
あ
る

が
、

津
波

襲
来

を
判
断

し
た

際
と

同
等

の
対

応
が

可
能
な

場
合
は

、「
津

波
襲

来
を

判
断

し
た
際

と
同
等

の
対
応

を
実
施

(②
)」

す
る
。
津

波
襲
来

を
判

断
し

た
際

と
同

等
の

対
応
が

で
き
な

い
も
の

は
、
「
個
別
に

代
替

手
法

を
検
討

(③
)」

す
る
。

 
以

上
の

検
討
内
容

を
図
１

４
の

検
討

フ
ロ

ー
に

示
す
。

 
な

お
、

こ
こ

で
、
「
津

波
襲

来
を

判
断

し
た

際
」

と
は

、
構

外
の

観
測

潮
位

に
て

「
プ

ラ
ン

ト
影

響
の

あ
る

津
波

（
津

居
山

検
潮

所
に
て
、

10
分

以
内

に
潮
位

1m
上
昇
（

も
し
く
は

下
降
）
を

観
測

）」
と
「
プ
ラ

ン
ト

影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
（

津
居

山
検

潮
所

に
て

10
分

以
内
に
潮
位

0.
5m

の
上
昇

（
も

し
く

は
下

降
）

を
観

測
）」

し
た

場
合

を
指
す
。

 
                   

図
１
４
 
発

電
所

構
外

の
観
測
潮

位
欠
測

時
の
対

応
 

 １
０
．

３
．

３
 
評

価
結
果

 
発

電
所

構
外
の
観

測
潮
位

を
活
用

し
た

対
応

項
目

に
関

し
て
、
観

測
潮

位
欠

測
時

の
対

応
を

図
１

４
の
検

討
フ
ロ

ー
に

基
づ

い
て

整
理

し
た

結
果

を
表
７

に
示
す

。
 

 
「

プ
ラ

ン
ト
影
響

の
あ
る

津
波
」
を

確
認

し
た

際
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止
判

断
の
早

期
化
に

つ
い

て
は
、
構

内
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
に
よ

り
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
ト
の

閉
止
判

断
基
準

を
確

認
後
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を
閉

止
す

る
場

合
で

も
、
最
も

時
間
余

裕
が

厳
し

い
津

波
に

対
し

て
約

９
分
の

余
裕
時

間
を

も
っ

て
施

設
影

響
の

生
じ

る
ケ
ー

ス
を

防
護

可
能

で
あ

る
こ

と
か
ら
、
仮
に
構

外
の

観
測

潮
位

が
欠

測
し

た
場

合
は
、
取
水
路

防
潮

ゲ
ー
ト

閉
止
判

断
の
早

期
化

に
係

る
対

応
を

除
外

す
る
。

 
「

プ
ラ

ン
ト
影
響

の
可
能

性
が
あ

る
津

波
」

を
確

認
し

た
際
の
取

水
路
防

潮
ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

に
つ

い
て

は
、

保
守

的
に

欠
測

と
同

時
に

津
居
山

地
点
に

津
波
が

襲
来

し
た

場
合

を
想

定
し
て
も

、
津

波
を

確
認

し
た

際
と

同
様

の
対
応

を
欠

測
と

同
時

に
行

う
こ

と
で
、
発

電
所
に

津
波

が
襲

来
す

る
ま

で
に

保
守

作
業

を
中

断
し
、
ゲ

ー
ト
の

復
旧
が

可
能
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
欠

測
時

は
津
波

襲
来
を

判
断
し

た
際

と
同

等
の

対
応

を
実
施
す

る
。

 
「

プ
ラ

ン
ト
影
響

の
可
能

性
が
あ

る
津

波
」
を

確
認

し
た

際
の

構
内

の
一

般
車
両

の
退
避

に
つ
い

て
は
、
保

守
的

に
欠

測
と

同
時

に
津

居
山

地
点

に
津
波

が
襲
来

し
た
場

合
を

想
定

し
て

も
、
津

波
襲
来

を
判

断
し

た
際

と
同

様
の

対
応

を
欠
測

と
同

時
に

行
う

こ
と

で
、
発

電
所

へ
津
波

が
襲
来

す
る
ま

で
に

退
避

が
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら
、
欠

測
時
は

津
波

襲
来
を

発
電
所

構
外

の
観
測

潮
位

欠
測
時

の
対
応

の
う

ち
、

基
準

適
合

上
、

必
須

と
な
る

事
項

に
つ

い
て

は
設

置
許

可
申

請
書

に
記

載
す

る
運

用
に

つ
い

て
は
、
保

安
規
定

添
付

２
に

記
載

す
る
。

 
 添

付
２

 火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等
、
自
然

災
害
お

よ
び
有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対
応
に

係
る
実

施
基
準

 
（
第

１
８

条
、
第

１
８

条
の

２
、

第
１

８
条

の
２

の
２

、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１
８
条

の
３
の

２
関

連
）

 
ｈ
．

津
波

警
報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

(
b
) 

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ
る

潮
位
の

変
動
を

観
測
し
た

場
合
の

対
応
 

ア
 当

直
課
長

は
、
速

や
か

に
ゲ

ー
ト

落
下

機
構
の

電
源
系

お
よ
び

制
御
系
に

異
常
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

イ
 当

直
課
長

は
、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

に
よ

る
津
波

の
襲
来

状
況
の

監
視
を
実

施
す
る

。
 

ウ
 土

木
建
築

課
長

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保
守

作
業
の

中
断
に

係
る
措

置
を

行
う
。

ま
た

、
発
電

所
構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同
等
の

対
応
を

実
施

す
る

。
 

エ
 安

全
・
防

災
室
長

は
、
発

電
所

構
内

の
放
水
口

側
防
潮

堤
お
よ

び
取
水

路
防

潮
ゲ
ー

ト
の

外
側
に

存
在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お
そ

れ
の

あ
る
車

両
に

つ
い
て

津
波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ
退

避
す

る
こ
と

に
よ

り
漂
流

物
と
な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る
。

ま
た

、
発
電

所
構

外
の
観

測
潮
位

欠
測

時
も

同
等

の
対

応
を
実
施

す
る
。
 

オ
 原

子
燃
料

課
長

お
よ

び
放

射
線
管
理

課
長
は

、
燃

料
等

輸
送
船

が
荷
役

中
の

場
合
、

荷
役

作
業
を

中
断
し

、
陸

側
作

業
員

お
よ

び
輸
送

物
の

退
避
に

関
す

る
措
置

を
実
施

す
る

と
と

も
に

、
係

留
強
化
す

る
船
側

と
情

報
連

絡
を

行
う
。
 

カ
 原

子
燃
料

課
長

お
よ

び
放

射
線
管
理

課
長
は

、
燃

料
等

輸
送
船

が
荷
役

中
以
外

の
場
合

、
緊

急
離
岸
す

る
船
側

と
退
避

状
況
に

関
す

る
情

報
連
絡

を
行
う

。
 

ｊ
．

施
設

管
理

、
点
検

 
各
課

（
室

）
長

は
、

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
お

よ
び

津
波
影

響
軽

減
施

設
の

要
求

機
能

を
維

持

す
る

た
め

、
施

設
管

理
計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、

点

検
を
実

施
す

る
と

と
も

に
、
必
要

に
応
じ

補
修
を

行
う
。

 
な
お

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

遠
隔

閉
止

信
号

を
停

止
す
る

場
合

は
、

現
地

の
手

動
操
作

に
よ

り
敷

地
へ

の
遡

上
お

よ
び

水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮

位
に

至
る

前
に

ゲ
ー

ト
を
落

下
で

き
る

よ
う

、
発

電
所

構
外

の

観
測

潮
位

に
異

常
が

な
い
こ

と
を

確
認

し
、

資
機

材
を

確
保

す

る
と
と

も
に

体
制

を
確

保
し
、
維

持
す
る

。
 

発
電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

の
対
応

の
う
ち

、
基

準
適
合

上
、
必
須

と
は
な

ら
な

い
事

項
に

つ
い

て
は

、
社

内
標
準

に
記
載

す
る
。
 

・
「
発
電

所
構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位
の

変
動
」

を
確
認

し
た

際
の

荷
役

中
の

場
合

の
輸
送

車
両
等

の
退

避
に
つ

い
て
は

、
燃

料
輸

送
作

業
は

年
間

数
日
程

度
で
あ

り
、

夜
間
作

業
が
な

い
こ

と
、

欠
測

時
の

輸
送

車
両
等

の
退
避

に
よ

る
作
業

中
断
は

、
輸

送
工

程
へ

の
影

響
が

大
き
い

こ
と
か

ら
、

作
業
時

は
津
居

山
地

点
に

人
を

配
置

し
、

仮
に
津

居
山
地

点
か

ら
の
潮

位
伝
送

に
異

常
が

生
じ

た
場

合
に

は
、
現

地
に
て

可
搬

型
の
ス

ケ
ー
ル

等
に

て
潮

位
を

確
認

し
、

潮
位
の

観
測
が

途
切

れ
な
い

よ
う
対

応
す

る
。
 

・
「
発
電

所
構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位
の

変
動
」

を
確
認

し
た

際
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト
落

下
機
構

の
確

認
に
つ

い
て
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
の
前

提
条
件

で
あ

る
た

め
、
欠

測
時

は
直

ち
に

津
波

襲
来

を
判
断

し
た
際

と
同

等
の
対

応
を
実

施
す

る
。
 

・
「
発
電

所
構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位
の

変
動
」

を
確
認

し
た

際
の

津
波

監
視

カ
メ

ラ
に
よ

る
監
視

に
つ

い
て

は
、
津

波
対

応
の

前
提

条
件

で
あ

る
た
め

、
欠
測

時
は

直
ち
に

津
波
襲

来
を

判
断

し
た

際
と

同
等

の
対
応

を
実
施

す
る

。
 

 

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

の
対

応
フロ

ー

津
波

襲
来

を判
断

した
際

と同
等

の
対

応
が

可
能

か

②
津

波
襲

来
を

判
断

した
際

と同
等

の
対

応
を

実
施

①
欠

測
時

の
対

応
を

除
外

一
時

的
に

構
外

の
観

測
潮

位
を

用
い

ず
とも

津
波

対
応

上
の

問
題

が
な

い
と評

価
で

き
る

か

③
個

別
に

代
替

⼿
法

を
検

討

YE
S

YE
S

NO NO
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申

請
書
 
補

足
説

明
資
料

 
保

安
規

定
に

規
定

 
社

内
標

準
で
規

定
 

判
断

し
た

際
と

同
等

の
対

応
を
実

施
す
る

。
な

お
、
放
水

口
側
の

一
般

車
両

に
つ

い
て

は
、
津

波
の

流
況

及
び

地
形
並
び

に
車

両
位

置
と

津
波

防
護

施
設
と

の
位
置

関
係
を

踏
ま

え
、
津
波

防
護

施
設

へ
の

影
響

を
確

認
し
、
必

要
に

応
じ
、
当
社

敷
地

内
の

津
波

が
到

達
し

な
い
場

所
へ
退

避
す
る

運
用

を
定

め
る

こ
と

に
よ
り
、
津
波

防
護

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な
い

方
針

と
す

る
こ

と
か

ら
、
退

避
運

用
の

必
要
性
及

び
成
立

性
に
つ

い
て

は
、
後

段
規
制

に
お

い
て
、
詳

細
を
確

認
す

る
こ

と
と

す
る
。

 
「

プ
ラ

ン
ト
影
響

の
可
能

性
が
あ

る
津

波
」

を
確

認
し

た
際
の
荷

役
中
以

外
の
場

合
の

輸
送

船
の

退
避

に
つ

い
て

は
、

海
底

地
す

べ
り

津
波

の
最

大
流
速

、
最
高
・
最
低
水

位
に

対
し
輸

送
船

の
係

留
が

維
持

で
き

る
こ

と
、
輸

送
船

が
岸

壁
に

乗
り

上
が

ら
な

い
こ

と
、
着

底
や

座
礁
等

に
よ
り

航
行
不

能
に

な
ら

な
い

こ
と

を
確

認
し

て
お
り
、
漂
流
物

と
な

ら
な
い

こ
と

か
ら

、
欠

測
時

の
運

用
を
除

外
す
る

。
 

「
プ

ラ
ン

ト
影
響

の
可
能

性
が
あ

る
津

波
」

を
確

認
し

た
際
の
荷

役
中
の

場
合
の

輸
送

車
両

等
の

退
避

に
つ

い
て

は
、

燃
料

輸
送

作
業

は
年

間
数

日
程
度

で
あ
り
、
夜
間

作
業

が
な

い
こ

と
、
欠

測
時

の
輸

送
車
両

等
の

退
避
に

よ
る
作

業
中
断

は
、
輸

送
工
程

へ
の
影

響
が

大
き

い
こ

と
か

ら
、
作

業
時

は
津
居

山
地
点

に
人
を

配
置

し
、
仮
に

津
居

山
地

点
か

ら
の
潮

位
伝

送
に

異
常

が
生

じ
た

場
合
に

は
、
現
地

に
て

可
搬

型
の

ス
ケ

ー
ル

等
に

て
潮

位
を

確
認
し
、
潮

位
の
観

測
が

途
切
れ

な
い

よ
う

対
応

す
る
。

 
「

プ
ラ

ン
ト
影
響

の
可
能

性
が
あ

る
津

波
」

を
確

認
し

た
際
の
取

水
路
防

潮
ゲ
ー

ト
落

下
機

構
の

確
認

に
つ

い
て

は
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

の
前
提

条
件
で

あ
る
た

め
、
欠

測
時

は
直
ち
に

津
波
襲

来
を

判
断

し
た

際
と

同
等

の
対

応
を
実

施
す

る
。

 
「

プ
ラ

ン
ト
影
響

の
可
能

性
が
あ

る
津

波
」
を

確
認

し
た

際
の

津
波

監
視

カ
メ
ラ

に
よ
る

監
視
に

つ
い

て
は
、
津

波
対

応
の

前
提

条
件

で
あ

る
た

め
、
欠

測
時
は

直
ち
に

津
波

襲
来

を
判

断
し

た
際
と
同

等
の
対

応
を
実

施
す

る
。

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

表
７
 
発
電
所

構
外
の

観
測
潮

位
欠

測
時

の
対

応
整
理
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設
置
変

更
許

可
申

請
書
 
補

足
説

明
資
料

 
保

安
規

定
に

規
定

 
社

内
標

準
で
規

定
 

１
０
．

３
．

４
 
発

電
所

構
外

の
観
測
潮

位
の
基

準
適
合

上
の

位
置

づ
け

の
整
理

 
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
を
活
用

し
た
対

応
項
目

に
つ

い
て
、
そ

れ
ぞ
れ

の
基

準
適

合
上

の
位

置
づ
け
を

以
下
の

通
り

整
理
し

た
。

 
 
（

１
）
「
プ
ラ

ン
ト
影

響
の

あ
る

津
波
（

津
居
山

で
10

分
以
内

1.
0m

上
昇
（

下
降
）
）」

を
確

認
し

た
場
合

 
発

電
所

構
外

で
プ

ラ
ン

ト
影

響
の

あ
る
津

波
を
確

認
し
た

場
合

は
、
発

電
所
構

内
の
潮

位
観

測
シ

ス
テ
ム
（
防

護
用

）

の
う
ち

2
台

の
潮

位
計

が
い

ず
れ
も

10
分

以
内
に

0.
5m

以
上

の
水

位
変

動
を

検
知
し

た
場
合

に
、
取

水
路

防
潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す
る
。
な
お
、
発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

が
欠
測
し

た
場
合

は
、
取
水

路
防
潮

ゲ
ー

ト
の
閉

止
判

断
基
準

（
ト

リ
ガ

ー
）
を

確
認

し
た

の
ち

に
取
水

路
防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

で
、
施

設
影

響
が

生
じ
る
ケ

ー
ス
を

防
護

可
能

で
あ

る
こ
と

を
確
認

し
て
い

る
こ

と
か

ら
、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
に

よ
る

運
用

は
、
基

準
適

合
上
、
必

須
と

は
な

ら
な

い
。

 
（

２
）「

プ
ラ

ン
ト

影
響
の
可
能

性
が

あ
る

津
波

（
津

居
山
で

10
分

以
内

0.
5m

上
昇
（

下
降
）
）
」
を
確

認
し

た
場
合

 
ａ

）
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の
保
守

作
業

 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
ト

の
保

守
作
業

中
に

発
電

所
構

外
の
観

測
潮

位
が

欠
測

し
た

場
合

、
直

ち
に

作
業

中
断

し
、

作
業
前
の

状
態
に

復
旧
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
こ

の
対

応
に
よ

り
、
津

波
防

護
可

能
で

あ
る
。

 
一

方
、
保
守

作
業

の
実

施
の

前
提

は
、「

発
電
所

構
外

の
観

測
潮

位
の

欠
測

等
が

な
く
、
潮

位
の

確
認
が

で
き
る

状
態
」

と
し

て
お

り
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

が
な

け
れ

ば
、

保
守

作
業

が
開

始
で

き
な

い
こ

と
か

ら
、

発
電

所
構
外
の

観
測
潮

位
に
よ

る
運

用
は

、
基

準
適

合
上

、
必

須
で
あ

る
。

 
ｂ

）
構

内
の

一
般

車
両

の
退
避

 
構

内
の
一

般
車
両

の
退

避
は
、
発

電
所
構

外
の
観

測
潮
位

が
欠

測
し

た
場

合
に
、
保
守

的
に
欠

測
と

同
時

に
発
電

所
構

外
に

津
波

が
襲
来
し

た
場
合

を
想

定
し

て
も
、
欠

測
を

契
機

に
津

波
襲
来
を

判
断
し

た
際

と
同

等
の

対
応

を
実

施
す

れ
ば
、
発
電
所

へ
津

波
が
襲

来
す

る
ま

で
に

退
避

が
可

能
で

あ
り
、
本

対
応

に
よ

り
、
津

波
防

護
施

設
へ

の
影

響
を

回
避

す
る

こ
と
が
可

能
で
あ

る
。

 
一

方
、
退

避
の

前
提

は
、
発

電
所

構
外
の

観
測
潮

位
で
あ

り
、
こ

れ
が
な

け
れ

ば
、
退

避
が
開

始
で

き
な

い
こ
と

か
ら

、
発

電
所

構
外
の
観

測
潮
位

に
よ

る
運

用
は

、
基

準
適

合
上

、
必
須

で
あ
る

。
 

な
お

、
本

運
用
に

つ
い
て

は
、
後

段
規

制
で

必
要

性
及

び
成

立
性

を
改
め

て
確
認

す
る
。

 
ｃ

）
燃

料
等

輸
送

船
の

退
避

 
燃

料
等
輸

送
船
は

、
津

波
警

報
等

が
発
表

さ
れ
な

い
可
能

性
の

あ
る

津
波

に
対

し
て

緊
急

退
避
し

な
く
と

も
、
漂

流
物

と
な

ら
な

い
こ
と
を

確
認
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

発
電

所
構

外
の
観

測
潮
位

に
よ
る

運
用

は
、

基
準

適
合
上
、

必
須

と
は

な
ら

な
い
。

 
ｄ

）
輸
送

車
両
等

の
退
避

 
燃

料
輸
送

車
両

及
び

Ｌ
Ｌ

Ｗ
輸

送
車

両
は
、
津

波
警

報
等

が
発
表

さ
れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
に

対
し

て
漂
流

物
と
な

ら
な

い
こ

と
、
津
波
襲

来
直

後
の

波
力

に
よ

る
滑

動
と
、
そ
の

後
の

定
常

的
な

流
速
に
対

す
る
滑

動
に

よ
っ

て
も
、

津
波

防
護

施
設

へ
衝
突
す

る
こ
と

は
な
い

と
評

価
し

て
お

り
、

発
電

所
構

外
の
観

測
潮
位

に
よ
る

運
用

は
、

基
準
適

合
上

、
必

須
と

は
な
ら
な

い
。

 
ｅ

）
取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
落

下
機

構
の

確
認

 
「（

１
）

プ
ラ

ン
ト

影
響
の
あ
る

津
波

（
津

居
山
で

10
分
以
内

1.
0m

上
昇

（
下

降
））

を
確

認
し
た

場
合

」
に

記
載

の
通

り
、
構
内

の
潮

位
観
測

シ
ス

テ
ム
（
防
護

用
）
の

運
用

で
取

水
路
防
潮

ゲ
ー
ト

の
閉

止
を

実
施

す
る

こ
と

で
、
施

設
影

響
が
生
じ

る
ケ

ー
ス

を
防

護
可

能
で

あ
る
こ

と
を
確

認
し
て

い
る

こ
と

か
ら
、
発
電

所
構
外

の
観

測
潮

位
に

よ
る

運
用

は
、
基
準

適
合
上

、
必

須
と

は
な

ら
な

い
。

 
ｆ

）
津
波

監
視

カ
メ

ラ
に

よ
る

監
視

 
「（

１
）

プ
ラ

ン
ト

影
響
の
あ
る

津
波

（
津

居
山
で

10
分
以
内

1.
0m

上
昇

（
下

降
））

を
確

認
し
た

場
合

」
に

記
載

の
通

り
、
構
内

の
潮

位
観
測

シ
ス

テ
ム
（
防
護

用
）
の

運
用

で
取

水
路
防
潮

ゲ
ー
ト

の
閉

止
を

実
施

す
る

こ
と

で
、
施

設
影

響
が
生
じ

る
ケ

ー
ス

を
防

護
可

能
で

あ
る
こ

と
を
確

認
し
て

い
る

こ
と

か
ら
、
発
電

所
構
外

の
観

測
潮

位
に

よ
る

運
用

は
、
基
準

適
合
上

、
必

須
と

は
な

ら
な
い
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補足説明資料－５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

構外の観測潮位を活用した運用に係る補足説明資料 
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1. 構外の観測潮位を活用した運用 

 

2. 構内の潮位計の確認・点検 

 

 

参考 社内標準（案）抜粋 
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１． 構外の観測潮位を活用した運用 

 

１．１ 背景 

構外の観測潮位の活用については、可能な限り早期に津波に対応するた

めの運用として、保安規定以下に記載し、高浜発電所１，２号機の再稼働ま

でに津居山地点の既往観測潮位を活用する方針である。 

また、安全性向上に係る取り組みとして、津居山地点への当社潮位計の設

置や、他地点への潮位計の設置等を検討することとしている。 

本章においては、津居山地点の既往観測潮位の活用に係る運用を保安規

定以下に記載するに当たり、その具体的な設備構成と、安全性向上に係る取

り組みのうち、至近に実施可能な津居山地点への当社潮位計の設置につい

て説明する。 

 

 

１．２ 構外の観測潮位の活用に係る設備構成 

津居山地点の既往観測潮位および至近に実施可能な津居山地点への当社

潮位計の設置に係る設備構成のイメージを図１に示す。 

具体的な設備構成は以下のとおり。 

 

 
図１ 安全性向上の取り組みに係る設備構成のイメージ 

 

 

  

安全性向上の取り組み 
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１．２．１ 津居山地点の既往観測潮位の活用に係る設備構成 

（１）設備構成 

    津居山地点の既往観測潮位については、津居山地点の既往潮位計、発電

所内外のデータ伝送ラインおよび中央制御室の監視モニタ（構外の観測

潮位表示用）で構成している。既往観測潮位の全体構成図を図２に示す。 

 
図２ 既往観測潮位の全体構成図 

 

（２）潮位計の仕様 

津居山地点の既往観測潮位では、フロート式水位計を採用しており、フ

ロートの浮き沈みによりワイヤが上下し、歯車で水位の変動を検知する。

潮位計の概要図（イメージ）を図３に示す。 
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図３ 潮位計の概要図（イメージ） 

 

（３）データ伝送ラインの仕様 

    津居山地点の既往観測潮位データは、通信事業者の光専用回線を２回

線使用して高浜発電所に伝送する。 

 

（４）監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の仕様 

    監視モニタ（構外の観測潮位表示用）は、潮位変化量およびトレンドグ

ラフを表示するとともに、警報発信可能な設計とする。 

具体的には、「発電所構外において津波と想定される潮位の変動を観測

（10 分以内に 0.5m の水位が下降（上昇））」した場合、監視モニタ（構外

の観測潮位表示用）に「変化量注意」の警報が発信する。また、「発電所

構外において、遡上波の地上部からの到達、流入および取水路、放水路等

の経路からの流入ならびに水位の低下による海水ポンプへの影響のおそ

れがある潮位の変動を観測（10 分以内に 1.0m の水位が下降（上昇））」し

た場合、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）に「変化量警報」の警報が

発信し、これらの警報を監視モニタ（構外の観測潮位表示用）に識別して

表示する。 

 

（５）計装誤差を踏まえた情報発信基準 

津居山地点での観測潮位が「10 分以内に 0.5m の水位が下降（上昇）し

た場合」を、津居山地点の潮位を計測する計装設備の情報発信基準とし、

１号および２号機中央制御室並びに３号および４号機中央制御室に情報

発信を行う。 

なお、情報発信基準のセット値は、構内の潮位観測システム（防護用）

による取水路防潮ゲートの閉止判断基準（トリガー）のセット値の考え方

を踏まえ、計装誤差を考慮し「10 分以内に 0.45m」とする。津居山地点の

観測潮位を用いた情報発信基準を図４に示す。なお、「10 分以内に 1.0m

の水位が下降（上昇））した場合」、同様に計装誤差を考慮し、「10 分以内
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に 0.95m」とする。 

 

 
図４ 津居山地点の観測潮位を用いた情報発信基準 

 

 

 

（６）津居山地点の既往観測潮位の信頼性確保 

    津居山地点の既往観測潮位検出器は 1 台構成であるが、基本的に伝送

ラインは２回線を使用しており、可能な限り多重化を図っている。 

また、伝送ライン１回線故障時においても、他の 1回線にて伝送を継続

することができる。 

さらに、構外伝送ラインの保守については、通信事業者が 24 時間 365

日の監視対応をしており、故障時において速やかな対応が可能である。 

    

（７）津居山地点の既往観測潮位の故障検知 

津居山検潮所の既往観測潮位計については、フロート式潮位計を採用

しており、フロートの浮き沈みによりワイヤが上下し、歯車で水位の変動

を検知することにより、想定される故障モード、故障した場合に想定され

る監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の指示変動および指示変動に伴う

故障確認は表１のとおり。 

想定される故障モードによって、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）

の指示は、指示固定、スケールダウンまたはスケールオーバーとなる。 

指示固定した場合は、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）に「信号不

信頼」、スケールダウンまたはスケールオーバーした場合は、監視モニタ

（構外の観測潮位表示用）に「故障」の警報が発信する設計としている。

なお、指示固定とは３０秒間潮位指示に変化がない場合をいう。 

中央制御室において、運転員は、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）

の警報音が発信したことを把握し、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）

の画面上で警報名称および潮位のトレンドグラフを目視確認することに

より、即座に故障を確認できる。 
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なお、2018 年 1 月から 2019 年 10 月までの津居山の既往観測潮位デー

タ分析結果を表１－２に示す。 

当該期間の欠測 28件のうち、計画外は 15件、計画内は 13件であった。 

計画外の欠測理由は、データ収録エラー及び現地潮位電源断によるも

のであり、いずれの故障についても前述の故障モードに包含されるため、

中央制御室において、運転員は、監視モニタの警報音が発信したことを把

握し、監視モニタの画面上で警報名称及び潮位のトレンドグラフを目視

確認することにより、即座に故障を確認できる。また、故障により欠測が

発生した場合、直ちに復旧に努めるとともに、兵庫県所管設備の故障の状

況、復旧見込み等を兵庫県より速やかに連絡を受ける運用とする。 

次に、計画内の欠測理由は、計画停電及び各種点検によるものであり、

いずれの場合についても、兵庫県より事前連絡を受ける運用とする。なお、

「１．３ 構外潮位計の運用について」に示すとおり、津居山地点の既往

観測潮位及び当社潮位計の 2 台による運用とし、それぞれの潮位計の点

検時期の輻輳により、同時に 2台の潮位計が欠測しない運用とする。 

 

表１－１ フロート式潮位計の故障モード等の整理表 

 
※1：津居山既往観測潮位にて電源断およびデータ収録エラーによる故障実績あり 

※2：各指示変動のイメージを示す。 

 
        指示固定      スケールダウン      スケールオーバー 
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表１－２ 津居山の既往潮位データ分析結果 

    
 

（８）津居山地点の既往観測潮位の点検 

    津居山地点の既往観測潮位は、定期的（プラント１サイクル毎）に以下

の点検を実施する。 

 

   【点検内容】 

    ・各機器の目視確認・清掃 

各機器の目視確認・清掃を行い、致命的な損傷がないことを確認す 

る。 

・ソフトウェア照合 

演算装置プログラムのマスターソフトウェアとのソフトウェア照合 

を行い、不整合がないことを確認する。(これにより計測範囲、警 

報設定値の不整合も合わせて確認できる) 

・入出力動作確認 

津居山検潮所のデータ収集装置へ模擬入力し、発電所構内のデータ 

収集装置、演算装置および監視モニタ（構外の観測潮位表示用）へ

の出力を確認する。 

・機能確認試験 

演算装置に模擬入力を印加し、プログラム通りの設定値で警報が動 

作をしているか確認する。  

計 画 内
No データ欠測開始時刻 欠測時間 欠測理由

1 2018/2/17 8:21 9時間40分 計画停電

2 2018/3/22 9:41 1時間20分 定期点検

3 2018/3/28 11:00 1分 ⾵向⾵速計交換

4 2018/3/28 12:11 1時間 ⾵向⾵速計交換

5 2018/8/2 13:01 3時間40分 現地詳細点検

6 2018/8/3 9:01 50分 現地詳細点検

7 2018/8/31 13:31 10時間29分 計画停電

8 2018/11/2 17:51 1日 15時間30分 計画停電

9 2018/11/9 17:51 2日 2時間30分 計画停電

10 2018/11/14 9:51 50分 定期点検

11 2018/11/16 19:11 2日 14時間 計画停電

12 2019/9/5 12:21 3時間40分 現地詳細点検

13 2019/9/6 9:01 1時間40分 現地詳細点検

計 画 外
No データ欠測開始時刻 欠測時間 欠測理由

1 2018/11/22 11:31 10分 データ収録エラー

2 2019/1/6 0:59 2日 11時間 現地潮位電源断

3 2019/4/4 23:02 15時間4分 現地潮位電源断

4 2019/5/8 9:38 13分 現地潮位電源断

5 2019/5/9 0:02 10時間11分 現地潮位電源断

6 2019/5/31 12:41 10分 データ収録エラー

7 2019/7/12 10:01 10分 データ収録エラー

8 2019/10/4 1:21 10分 データ収録エラー

9 2019/10/4 22:21 10分 データ収録エラー

10 2019/10/5 0:41 10分 データ収録エラー

11 2019/10/5 3:21 10分 データ収録エラー

12 2019/10/5 9:11 10分 データ収録エラー

13 2019/10/5 12:01 10分 データ収録エラー

14 2019/10/5 15:11 10分 データ収録エラー

15 2019/10/5 19:21 10分 データ収録エラー

16 2019/10/12 15:41 3日 1時間20分 停電
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１．２．２ 津居山地点の当社潮位計の設備構成 

（１）設備構成 

津居山地点の当社潮位計を用いた観測潮位については、津居山地点の

潮位計、発電所内外のデータ伝送ラインおよび中央制御室の監視モニタ

（構外の観測潮位表示用）で構成している。当社潮位計を用いた観測潮位

の全体構成図を図５に示す。 

 

 
図５ 当社潮位計を用いた観測潮位の全体構成図 
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（２）潮位計の仕様 

   津居山地点の当社潮位計は、差圧式の潮位計を採用する。差圧式潮位計の

外形図を図６に、差圧式潮位計の取付図を図７に示す。 

 

             
図６ 差圧式潮位計の外形図 

 

 
図７－１ 差圧式潮位計の取付図（平面図） 

通しページ　38



   

 

 
図７－２ 差圧式潮位計の取付図（A-A 矢視図） 

 

 

（３）データ伝送ラインの仕様 

   １．２．１（３）と同様。 

 

（４）監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の仕様 

   １．２．１（４）と同様。 

 

（５）計装誤差を踏まえた情報発信基準 

津居山地点での当社潮位計の観測潮位が「10 分以内に 0.5m の水位が下

降（上昇）した場合」を、津居山地点の潮位を計測する計装設備の情報発

信基準とし、１号および２号機中央制御室並びに３号および４号機中央

制御室に情報発信を行う。 

なお、情報発信基準のセット値は、構内の潮位観測システム（防護用）

による取水路防潮ゲートの閉止判断基準（トリガー）のセット値の考え方

を踏まえ、計装誤差を考慮し「10 分以内に 0.45m」とする。津居山地点の

観測潮位を用いた情報発信基準を図８に示す。なお、「10 分以内に 1.0m

の水位が下降（上昇））した場合」、同様に計装誤差を考慮し、「10 分以内

に 0.95m」とする。 
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図８ 当社潮位計の観測潮位を用いた情報発信基準 

 

（６）津居山地点の当社潮位計の信頼性確保 

１．２．１（６）と同様。 

 

（７）津居山地点の当社潮位計の故障検知 

津居山検潮所にて当社が新たに設置する潮位計については、差圧式潮

位計を採用しており、水頭圧を測定することで水位の変動を検知するこ

とにより、想定される故障モード、故障した場合に想定される監視モニタ

（構外の観測潮位表示用）の指示変動および指示変動に伴う故障確認は

下表のとおり。想定される故障モードによって、監視モニタ（構外の観測

潮位表示用）の指示は、指示固定、スケールダウンまたはスケールオーバ

ーとなる。 

指示固定した場合は、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）に「信号不

信頼」、スケールダウンまたはスケールオーバーした場合は、監視モニタ

（構外の観測潮位表示用）に「故障」の警報が発信する設計としている。

なお、指示固定とは３０秒間潮位指示に変化がない場合をいう。 

中央制御室において、運転員は、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）

の警報音が発信したことを把握し、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）

の画面上で警報名称および潮位のトレンドグラフを目視確認することに

より、即座に故障を確認できる。 

 

表２ 差圧式潮位計の故障モード等の整理表 
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（８）津居山地点の当社潮位計の点検 

    津居山地点の当社潮位計は、定期的（プラント１サイクル毎）に以下の

点検を実施する。 

 

   【点検内容】 

    ・各機器の目視確認・清掃 

各機器の目視確認・清掃を行い、致命的な損傷がないことを確認す 

る。 

・機器単体確認・動作検証 

機器の単体検査および動作検証を行い、健全性を確認する。 

・ソフトウェア照合 

演算装置プログラムのマスターソフトウェアとのソフトウェア照合 

を行い、不整合がないことを確認する。(これにより計測範囲、警 

報設定値の不整合も合わせて確認できる) 

・入出力動作確認 

津居山検潮所のデータ収集装置へ模擬入力し、発電所構内のデータ 

収集装置、演算装置および監視モニタ（構外の観測潮位表示用）へ

の出力を確認する。 

・機能確認試験 

演算装置に模擬入力を印加し、プログラム通りの設定値で警報が動 

作をしているか確認する。 

 

１．２．３ 津居山地点の観測潮位の健全性 

   津居山地点の既往観測潮位および当社潮位計は、１．２．１（８）およ

び１．２．２（８）に示すとおり、定期的な点検により機能に異常がない

ことを確認している。 

   また、仮に、故障により観測潮位を欠測した場合においても、１．２．

１（７）および１．２．２（７）に示すとおり、想定される故障モード、

故障した場合に想定される監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の指示変

動および指示変動に伴う故障確認により、中央制御室において、運転員

は、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の警報音が発信したことを把握

し、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の画面上で警報名称および潮位

のトレンドグラフを目視確認することにより、即座に故障を確認できる。 

これらを踏まえ、津居山地点の既往観測潮位および当社潮位計は、健全

性を担保することが可能である。  
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１．３ 構外潮位計の運用について 

１．３．１ 運用開始時期 

当社設置の津居山地点の構外潮位計については、２０２１年１月に

運用開始できるよう対応を進めている。 

 

１．３．２ 運用方針 

     津居山地点の既往観測潮位及び当社潮位計の 2 台による運用を２０

２１年１月に開始予定であり、本運用開始を前提として保安規定・社内

標準用を施行するものとする。 

運用開始に当たっては、構外の観測潮位の観測データ数が増えるこ

とによって、保安規定に記載する「発電所構外において、遡上波の地上

部からの到達、流入及び取水路、放水路等の経路からの流入並びに水位

の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある潮位の変動を観測し

た場合の対応」、「発電所構外において津波と想定される潮位の変動を

観測した場合の対応」及び「発電所構外の観測潮位欠測時の対応」（図

９，１０参照）に変更は生じない。 

このため、今後検討する他地点への潮位計設置を含む更なる安全性

向上に係る取り組みの運用の詳細は社内標準以下に定めることとする。 

なお、他地点への潮位計設置などの更なる安全性向上に係る取り組

みの検討状況については今後、安全性向上評価届出書等にてご確認い

ただける。 

 

  

通しページ　42



   

 

 

 

 
図９ 発電所構内で取水路防潮ゲートの閉止判断基準等を 

確認した場合の対応 

 

 

 

 

 

 
図１０ 発電所外で津波と想定される潮位の変動を観測した場合 

（発電所構外の観測潮位欠測時）の対応  
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１．３．３ 運用方法 

（１）通常時及び１台故障時の運用 

津居山地点の既往観測潮位及び当社潮位計による詳細運用を表３に

示す。 

通常時は、既往観測潮位計又は当社潮位計のいずれか 1 台が検知す

れば判断（1 out of 2）する。 

また、1台故障時は、故障した潮位計を除外し、故障した潮位計を復

旧するまでの間、健全な 1台で継続監視し、検知すれば判断（1 out of 

1）する。 

なお、「構外潮位 故障」又は「構外潮位 信号不信頼」の警報が発信

した場合、運転員は、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の警報が発

信したことを把握し、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の画面上で

警報名称及び既往観測潮位計又は当社潮位計のいずれか 1 台の潮位デ

ータがスケールダウン、スケールオーバー又は指示固定した状態を継

続していること、及び他方の潮位データが通常潮位を示していること

を目視確認することにより、即座に故障を確認できる。 

 

 

    表３ 津居山地点の既往観測潮位及び当社潮位計による詳細運用 

    

 
 

（２）２台故障時の運用 

    通常運転中、潮位計の故障により中央制御室に警報発信した場合、運転

員が監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の画面を確認し、潮位計の故障

を確認後、故障した潮位計を除外し、健全な 1台で継続監視する。仮に、

2台が同時に故障し、中央制御室に警報発信した場合、運転員が監視モニ

タ（構外の観測潮位表示用）の画面を目視確認し、2台の故障を確認すれ

ば、保守的に構外潮位計の全台欠測を津波襲来検知とみなして対応する。 

具体的には、１号及び２号機中央制御室又は３号及び４号機中央制御

室の当直課長は、構外潮位計の全台欠測を確認後、構内一斉放送にて構外

潮位の全台欠測を構内全域に周知する。 
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表４に示すとおり、構外潮位計全台欠測時は、プラント影響の可能性が

ある津波（津居山で 10 分以内 0.5m 上昇（下降））を検知した場合と同様、

運転員、保修課員又は作業員は、構内一斉放送にて構外潮位の検知を把握

すれば、速やかに取水路防潮ゲート保守作業の中断、構内の一般車両の退

避、ゲート落下機能の確認及び津波監視カメラによる監視を行う。 
 

表４ 構外潮位計全台欠測時の対応 

構外で津波を検

知した時の対応 

構外潮位計 

全台欠測時の対応 
構外潮位計欠測時の対応に係る評価 

構内潮位計 2

台、10分以内

0.5m 以上の「変

動」でゲート閉

止判断 

＜構外で津波を検知した時

と異なる対応＞ 

構内潮位計 2台、10分以内

0.5m 以上の「上下変動」で

ゲート閉止判断 

構内潮位計 2台、10分以内 0.5m 以上の「上下変動」でのゲー

ト閉止にて、最も時間余裕が厳しい津波に対し、約９分の余裕

時間をもって、施設影響のある津波を防護可能 

ゲート保守作業

の中断 

＜構外で津波を検知した時

と同様の対応＞ 

ゲート保守作業の中断 

保守的に欠測と同時に構外に津波が襲来した場合を想定して

も、発電所へ津波が襲来するまでに復旧が可能であり、上段の

対応により施設影響のある津波を防護可能 

 ※なお、構外での津波検知時及び欠測時は、速やかに中央制

御室より連絡が入る体制を構築する。 

構内の一般車両

の退避 

＜構外で津波を検知した時

と同様の対応＞ 

構内の一般車両の退避 

保守的に欠測と同時に構外に津波が襲来した場合を想定して

も、発電所へ津波が襲来するまでに退避が可能 

燃

料

等

輸

送 

（荷役中以

外の場合） 

 輸送船の

退避 

＜構外で津波を検知した時

と異なる対応＞ 

対応操作なし 

 

海底地すべり津波の最大流速、最高・最低水位に対し輸送船の

係留が維持できること、輸送船が岸壁に乗り上がらないこと、

着底や座礁等により航行不能にならないことを確認しており、

漂流物とならない。 

（荷役中の

場合） 

 輸送車両

等の退避 

＜構外で津波を検知した時

と異なる対応＞ 

（荷役中の場合） 

現地における潮位監視によ

り作業継続 

 

作業は年間数日程度であり、夜間作業がないこと、欠測時の輸

送車両等の退避による作業中断は、輸送工程への影響が大きい

ことから、作業時は構外潮位計設置箇所へ人を配置し、仮に構

外潮位計の潮位伝送に異常が生じた場合には、現地にて潮位を

確認し、構外潮位の監視が途切れないよう対応 

ゲート落下機構

の確認 

＜構外で津波を検知した時

と同様の対応＞ 

ゲート落下機構の確認 

ゲート閉止の前提条件であるため、欠測時は同等の対応を実

施。 

津波監視カメラ

による監視 

＜構外で津波を検知した時

と同様の対応＞ 

津波監視カメラによる監視 

津波対応の前提条件であるため、欠測時は同等の対応を実施。 
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（３）構外の観測潮位に異常がないことの確認について 

  予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合等において、「構外の観測

潮位に通常の潮汐とは異なる潮位変動や故障を示す指示変動がないこと」を

確認したうえで、作業を実施することとしている。  

具体的には、作業責任者又は運転員は、作業実施前にＡ，Ｂ中央制御室に設

置している潮位計の監視モニタ（構外の観測潮位表示用）を目視確認し、通常

の潮汐とは異なる潮位変動及び設備故障がないことをそれぞれ以下の手順に

より確認し、各種点検・保修に着手する。 

 

（ａ）通常の潮汐とは異なる潮位変動の確認手順 

図１１に示すとおり、津居山地点における過去の潮位データを踏ま

え、平常時の短時間の潮位変動は 10 分間で最大約 0.1m であるのに対

して、台風などの異常時の潮位変動は 10 分間で最大 0.27m 程度である

ことより、通常の潮汐とは異なる潮位変動を確認する。 

 

（ｂ）設備故障の確認手順 

１．２．１（７）「津居山地点の既往観測潮位の故障検知」及び１．

２．２（７）「津居山地点の当社潮位計の故障検知」に示すとおり、故

障が発生した場合、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の警報が発信

したことを把握し、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の画面上で警

報名称及び既往観測潮位計又は当社潮位計のいずれか 1 台の潮位デー

タがスケールダウン、スケールオーバー又は指示固定した状態を継続

していること、及び他方の潮位データが通常潮位を示していることを

目視確認することにより、設備故障を確認する。 

 

 
図１１ 津居山地点における過去の潮位データ 
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（４）LLW 輸送荷役作業中における構外潮位計全台欠測時の対応について 

 

（ａ）背景 

    作業は、年間数日程度であり、夜間作業がないこと、構外潮位計全台欠

測時の輸送車両等の退避による作業中断は、輸送工程への影響が大きい

ことから、荷役作業中は構外潮位計設置箇所へ人を配置し、仮に構外潮位

計の潮位伝送に異常が生じた場合には、現地にて潮位を確認し、構外潮位

の観測を行う。以下に具体的な資機材及び運用方法について説明する。 

 

（ｂ）現地における潮位観測のための資機材について 

潮位観測のための資機材として、レーザー距離計を採用し、海水面に浮

かせたフロートにレーザーを照射することにより、潮位の変動を観測す

る。レーザー距離計を含む資機材（以下、仮設潮位計という）の設置イメ

ージを図１２、仕様等を表５に示す。潮位の変動データについては、レー

ザー距離計から、現地設置のパソコンに伝送し、現地監視人が測定結果を

確認する。確認イメージについては図１３に示す。 

 

 
 

図１２ 仮設潮位計の全体構成図 
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表５ 仮設潮位計の仕様等 

 

レーザー距離計 項目 仕様 

 
 
 
 

 
 

測定精度 ±2mm 

電源 単 4アルカリ乾電池×2本 

 

 

 
※10 分間の最大（最小）値と現時点での測定値を比較して、10 分変位（下降）

及び（上昇）を確認する。情報発信基準値（10 分以内に 0.45m）を超過した

場合は警告として赤色表示される。 

 

図１３ 測定結果の確認画面イメージ 

 

（ｃ）監視体制 

構外潮位計が全台欠測した場合、津居山地点に現地監視人（2人）にて、

仮設潮位計で潮位観測を開始し、津波監視を行う。 

 

（ｄ）情報発信基準と通報連絡フロー 

津居山地点での観測潮位が「10 分以内に 0.5m の水位が下降（上昇）し

た場合」を、津居山地点の潮位を計測する計装設備の情報発信基準とし、

情報発信を行う。 

測定値
[ｍ]

2020年12月1日 6時31分50秒 0.76
2020年12月1日 6時32分00秒 0.77 + 0.00 − 0.01
2020年12月1日 6時33分10秒 0.78 + 0.00 − 0.02
2020年12月1日 6時33分20秒 0.77 + 0.01 − 0.01
2020年12月1日 6時33分30秒 0.77 + 0.01 − 0.01
2020年12月1日 6時33分40秒 0.77 + 0.01 − 0.00
2020年12月1日 6時42分20秒 1.02 + 0.00 − 0.26
2020年12月1日 6時42分30秒 1.10 + 0.00 − 0.34
2020年12月1日 6時42分40秒 1.13 + 0.00 − 0.37
2020年12月1日 6時42分50秒 1.15 + 0.00 − 0.39
2020年12月1日 6時43分00秒 1.21 + 0.00 − 0.45
2020年12月1日 6時43分10秒 1.25 + 0.00 − 0.48

− −

10分変位(上昇) 10分変位(下降)
日 付 時 刻

[ｍ] [ｍ]
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なお、情報発信基準のセット値は、構内の潮位観測システム（防護用）

による取水路防潮ゲートの閉止判断基準（トリガー）のセット値の考え方、

津居山地点の既往観測潮位計及び当社潮位計のセット値を踏まえ、「10 分

以内に 0.45m」とする。 

また、構外潮位計全台欠測時及び情報発信基準超過時の通報連絡フロ

ーを図１４に示す。 

構外潮位計全台欠測時には、当社責任者である放射線管理課長から作

業責任者に、作業責任者は現地監視人に仮設潮位計による潮位観測を開

始し、津波監視を行うよう指示を行う。情報発信基準超過時には、現地監

視人から作業責任者に、作業責任者は放射線管理課長に情報発信基準超

過を連絡する。 

連絡手段については、携帯電話（2 台（予備 1 台を含む））にて、構外

潮位計全台欠測時点から、常時通話状態とし、通話ができないことを確認

した時点で、保守的に「（ｅ）構外潮位が観測できない場合の対応」を行

うこととする。 

 

 
図１４ 構外潮位計全台欠測時及び情報発信基準超過時の通報連絡フロー 

 

（ｅ）構外潮位が観測できない場合の対応について 

構外潮位計及び仮設潮位計のいずれによっても、潮位が観測できない

場合は、保守的に、津居山地点に津波襲来を判断した際と同様に、荷役作

業を中断し、陸側作業員および輸送物の退避ならびに漂流物化防止対策

を実施するとともに、係留強化する船側と情報連絡を行う。 
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２． 構内の潮位計の確認・点検 

 

２．１ 日常確認 

構内の潮位計が動作可能※１であることを確認するために、１日に１回、

以下の項目を確認する。 

※１：中央制御室にて取水路防潮ゲートの閉止判断基準に係る潮位変動

を確認できること 

 

   【確認内容】 

    ・目視確認 

・監視モニタ（１号及び２号機中央制御室）及び監視モニタ（３号

及び４号機中央制御室）の潮位表示値並びにトレンドグラフを目

視確認し、指示が正常であることを確認する。 

・監視モニタ（１号及び２号機中央制御室）及び監視モニタ（３号

及び４号機中央制御室）の警報表示窓を目視確認し、警報が発信

されていないことを確認する。 

 

２．２ 定期点検 

構内の潮位計は、定期的（プラント１サイクル毎）に以下の点検を実施す

る。 

 

   【点検内容】 

    ・各機器の目視確認・清掃 

各機器の目視確認・清掃を行い、致命的な損傷がないことを確認す 

る。 

・機器単体確認・動作検証 

機器の単体検査および動作検証を行い、健全性を確認する。 

・ソフトウェア照合※２ 

演算装置プログラムのマスターソフトウェアとのソフトウェア照合 

を行い、不整合がないことを確認する。(これにより計測範囲、警 

報設定値の不整合も合わせて確認できる) 

・入出力動作確認 

電源箱および演算装置へ模擬入力し、監視モニタ表示への出力を確

認する。 

・機能確認試験 

演算装置に模擬入力を印加し、プログラム通りの設定値で警報が動 

作をしているか確認する。 
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※２：構内の潮位計について論理回路はないが、取水路防潮ゲート

の閉止判断基準に係る潮位変動が発生した際に発信する警報

はプログラムにより構成されているため、そのプログラムが

正常であることを確認する。 

 

２．３ 故障検知 

    高浜発電所の構内潮位計は、非接触式潮位計を採用しており、超音波

や電波が、液面から反射して戻ってくるまでの時間を測定することによ

り水位の変動を検知する。今回申請の潮位計の構造図を図１５に示す。 
    想定される故障モード、故障した場合に想定される監視モニタ（１号

及び２号機中央制御室）及び監視モニタ（３号及び４号機中央制御室）

の指示変動並びに指示変動に伴う判断方法は表６のとおり。想定される

故障モードによって、監視モニタ（１号及び２号機中央制御室）又は監

視モニタ（３号及び４号機中央制御室）の指示は、スケールダウン又は

スケールオーバーとなる。 
スケールダウン又はスケールオーバーした場合は、監視モニタ（１号

及び２号機中央制御室）又は監視モニタ（３号及び４号機中央制御室）

に「故障」の警報が発信する設計としている。監視モニタ（１号及び２

号機中央制御室）又は監視モニタ（３号及び４号機中央制御室）に「故

障」の警報が発信した場合、運転員は、監視モニタ（１号及び２号機中

央制御室）又は監視モニタ（３号及び４号機中央制御室）の警報音が発

信したことを把握し、監視モニタ（１号及び２号機中央制御室）又は監

視モニタ（３号及び４号機中央制御室）の画面上で警報名称及び潮位デ

ータがスケールダウン又はスケールオーバーした状態が継続しているこ

と、及びそれ以外の 3 台の潮位データが通常潮位を示していることを目

視確認することにより、即座に故障した潮位計を除外するとともに、健

全な 3 台で潮位監視を継続し、2 台が津波を検知すれば取水路防潮ゲー

トを閉止判断できる。 
なお、スケールダウン又はスケールオーバーに至らない指示突変によ

り、「変化量注意」・「変化量警報」が同時に監視モニタ（１号及び２号

機中央制御室）又は監視モニタ（３号及び４号機中央制御室）に発信し

た場合、運転員は、監視モニタ（１号及び２号機中央制御室）又は監視

モニタ（３号及び４号機中央制御室）の警報音が発信したことを把握

し、監視モニタ（１号及び２号機中央制御室）又は監視モニタ（３号及

び４号機中央制御室）の画面上で警報名称及び潮位データの指示突変が

発生していること、及びそれ以外の 3 台の潮位データと同様に通常潮位
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を示していることを目視確認することにより、即座に故障した潮位計を

除外するとともに、健全な 3 台で潮位監視を継続し、2 台が津波を検知

すれば取水路防潮ゲートを閉止判断できる。  
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       2号機潮位計             3号機潮位計 

 
図１５ 今回申請の潮位計の構造図 

 
表６ 非接触式水位計の故障モード等の整理表 

 
※：各指示変動のイメージを示す。 

  
スケールダウン              スケールオーバー              指示突変 

以 上 
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参考資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

津波警報等が発表されない可能性のある 
津波への対応に係る社内標準（案） 

【事故時操作所則】 
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A－5（1u） 
 

A－5 地震・津波(1/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

改正 

A 

フロー(2/2)へ 

※1     内はフローが完了するまでの間、津波情報の有無を常時監視し、 
情報に応じた対応に移行することを意味している。 

※2 津波情報とは、遠方で発生した地震等で、(一財)日本気象協会の地震情報が

ない場合でも、津波注意報または津波警報が発令している場合を含む。 

ユニット 
運転中 

 

Y 

N 

N N 

N 

N 

N 

Y 

Y 

N 

Y 

Y 

Y 

Y 

N 

津波対応操作 「添付－１ 地震発生時
の点検範囲」 参照 

各系統・機器 
に異常発生 

 

各系統・機器 
異常時の対応操作 

ユニット 
運転継続可能 

 

発電機出力 
25%以下 

 

タービンまたは原子炉 
手動トリップ 

最大負荷降下率 
(5%/分)で負荷降下 

外部電源 
なし 

 

完 

｢B－3－(1) 外部電源喪
失(単独運転失敗)｣  
 の項に従う。

循環水ポンプ 
停止確認 

取水路防潮 
ゲート閉止 

ユニット 
トリップ 

 

他号炉が地震加
速度高トリップ 
していない※5 

構外潮位計 1(2) 
故障復旧 

「B－1 発電機トリップ」 
「C－1 タービントリップ」 
「D－1 原子炉トリップ」 
 の項に従う。 

津波警報 
発令※4 

 

津波警報 
発令※4 

 

循環水ポンプ 
停止操作 

「添付－1 地震発生時の
点検範囲」 参照 

各系統・機器 
に異常発生 

 

地震・津波発生 

津波情報 ※2 

福井県と京都府のいずれ
かの津波予報区で大津波

警報が発令※3 

完 

循環水ポンプ 
停止操作 

原子炉 
手動トリップ 

「B－1 発電機トリップ」 
「C－1 タービントリップ」 
「D－1 原子炉トリップ」 
 の項に従う。 

緊急濃縮操作 

完 

完 

※1 

Y 

N 

Y N 

Y 

各系統・機器 
異常時の対応操作 

N 

Y 

津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号機海水ポンプウェル潮位計化量注意」 
または 

津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計 1(2)変化量注意」警報発信 

N 

Y 

※3 日本海を震源とする地震により、福井県と京都府のいずれかの津波予報区

で大津波警報が発令された場合 
※4 日本海を震源とする地震により、福井県と京都府のいずれかの津波予報区

で津波警報が発令された場合 
※5 他号炉とは 2・3・4 号炉のことをいう。 

構外潮位計故障時の対応 

N 

Y 

津波監視装置構外潮位モニタ 
「構外潮位計 1・2」故障 

事象収束後の点検 

緊急濃縮操作 

A・B ディーゼル発電機室 
冷却ファン起動操作 

B 

フロー(2/2)へ 

完 

C 

C 
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A－5（1u） 
 

A－5 地震・津波(2/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改正 

A 

フロー(1/2)より 

津波対策 

取水路防潮ゲート 
閉止準備 

いずれかの取水路防潮
ゲート閉止判断基準判
断基準に達したか 

循環水ポンプ停止操作 
原子炉手動トリップ 

循環水ポンプ停止確認 

取水路防潮ゲート閉止 

海水ポンプ運転状態確認 

緊急濃縮操作 

監視計器の指示
が通常の潮位変
動となった場合 

完 

N 

Y N 

Y 

指示変動が誤検知 
および計器故障でない 完 

Y 

N 

フロー(1/2)より 

B 

完 

事象収束後の点検 

津 波 監 視 装 置 潮 位 モ ニ タ

「1(2)(3)(4)海水ポンプウェル

潮位計」のうち、2 台の観測潮

位がいずれも 10 分以内に

0.45m 以上下降(上昇)し、その

後、最低(最高)潮位から 10 分

以内に 0.45m 以上上昇(下降)
した場合 

津 波 監 視 装 置 潮 位 モ ニ タ

「1(2)(3)(4)海水ポンプウェル

潮位計」のうち、2 台の観測潮

位がいずれも 10 分以内に

0.45m 以上上昇(下降)した場合 

津波監視カメラで有意な津波

の前兆を確認した場合 

N 

Y 

循環水ポンプ 
停止操作 

「添付－1 地震発生時の
点検範囲」 参照 

各系統・機器 
に異常発生 

 

緊急濃縮操作 

N 

Y 

各系統・機器 
異常時の対応操作 

原子炉 
手動トリップ 

津波警報 
発令※4 

 

Y 

N 津波監視装置構外潮位モ
ニタ「構外潮位計 1(2)」
が 10 分以内に 0.95m 
以上下降(上昇)した 

【取水路防潮ゲートの閉止判断基準】 
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A－5－17（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
 【海底地すべりによる津波発生を検知した場合】 

1 課長 海底地すべりによる津波発生の徴候を検知

すれば、海底地すべりによる津波発生時の

対応操作を行うよう全員に指示する。 

  

2 課長 
班長 
制御 
主機 

 津波監視装置潮位モニタ「1(2)号海水ポンプウ

ェル潮位計」、津波監視装置構外潮位モニタ「構

外潮位計1(2)」の指示変動が誤検知および計器

故障でないことを次により確認する。 

 

計器の故障と判断した場合は、計装保修課長に

連絡する。 
 

     運転操作、作業に伴う潮位変動でない。  

     明らかな計器故障でない。  

     複数の監視計器のうち、１つの監視計器が

単独で指示変動していない。 
 

3 課長 1号機または2号機津波監視装置潮位モニタで警報が

発信した場合は、B中央制御室当直課長に衛星電話(津

波防護用)を使用して警報が発信したことを連絡する。 

  

4  所内一斉ページングにより避難指示を行

う。 
  

 課長 (1) 海岸付近から全員避難するよう所内一

斉ページングを行う。 
ページングは、A中央制御室にて1・2号－アス固

化を合併する。 
 

 課長 (2) 放水口付近の作業員に対し車両に乗車

し高所に避難するよう所内一斉ページ

ングにより指示する 

ページングは、A中央制御室にて1・2号－アス固

化を合併し、B中央制御室にて1・2号－3・4号
を合併した後、B中央制御室、A中央制御室の順

で所内一斉ページングを実施する。 

 

 全員 (3) 海岸付近から全員避難する。   

5 課長 津波と想定される潮位を観測したことを、

関連各課長に連絡する。 
  安全・防災室課長 
  土木建築課長 
  原子燃料課長 
  放射線管理課長 

 

   平日夜間・休日は、現場調整当番者に連絡する。  

6 補機 取水路防潮ゲートに移動する。   

7 主機 
補機 

 取水路防潮ゲート落下機構の電源系および制御

系に異常がないことを確認する。 
 

     現場操作者は、確認後高台で待機する。  

     遠隔操作で閉止できなければ現地で閉止

操作を行う。 

 

  

改正 
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順序 担当 操   作 確認および注意 関連 
画面 

8 班長 津波情報の収集に努め、結果を当直課長に

報告する。 
  

9 班長 海底地すべり津波発生に伴い、関連パラメ

ータの監視を強化する。 
  

 主機 (1) 津波監視設備 次の各パラメータ等を確認する。  

   a. 津波監視カメラ（放水口側）  

   b. 津波監視カメラ（取水口側）  

   c. 津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号海水

ポンプウェル潮位計」 
 

   各潮位計の指示および津波監視装置潮位モニタ

で発信した警報は、A中央制御室当直課長とB中

央制御室当直課長が連携し、衛星電話(津波防護

用)を使用して情報共有を行う。 

 

   d. 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計

1・2」 
 

 主機 (2) 取水口潮位 次の各パラメータを汎用トレンド等で確認す

る。 
 

   a. ロータリースクリーン下流側水位 JW-1 

   b. 取水口潮位 JW-1 

 主機 (3) ロータリスクリーン下流側水位が低い

場合は、循環水ポンプ出口圧力および

海水ヘッダ圧力の監視を強化する。 

a. 津波による人身災害を防止するため、中央

制御室計器により監視する。 
JW-1 

SW-1 

 b. ロータリスクリーン下流側水位が海水ポ

ンプ、循環水ポンプの許容量最低水位以下

に低下する場合は、【添付－5】「潮位異常

低下時の処置」の処置を並行して行う。 

 

 主機 
補機 

(4) タービン建屋等の窓、扉、シャッタの

点検・閉鎖を行う。 
屋外操作は実施しない。  

 班長  (5) 水密扉監視設備の警報監視により、水密扉

の閉止状態を確認する。 
 

    開放されている場合は、所内一斉ページン

グ等により扉開放者に閉止するよう連絡

する。 
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順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
10 課長 津波監視装置潮位計が次のいずれかの状態

となり、海底地すべり津波によるプラント

停止を判断すれば、対応操作を行うよう全

員に指示する。 

B中央制御室当直課長と衛星電話(津波防護用)
を使用して情報共有を行う。 

 

   指示変動が誤検知および計器故障でないことを

次により確認する。 
 

     運転操作、作業に伴う潮位変動ではない。  

     明らかな計器故障ではない。  

     複数の監視計器のうち、1つの監視計器が

単独で指示変動していない。 
 

  (1) 津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号
海水ポンプウェル潮位計」のうち、2台
の観測潮位がいずれも10分以内に

0.45m以上下降し、その後、最低潮位か

ら10分以内に0.45m以上上昇するこ

と、または10分以内に0.45m以上上昇

し、その後、最高潮位から10分以内に

0.45m以上下降することを観測した場

合 

  

  (2) 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮

位計1(2)」において10分以内に0.95m
以上の下降もしくは上昇を観測し、そ

の後、1(2)(3)(4)号海水ポンプウェル潮

位計において2台の観測潮位がいずれ

も10分以内に0.45m以上下降した、ま

たは10分以内に0.45m以上上昇した場

合 

  

  (3) 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮

位計計 1(2)」において 10分以内に

0.95m以上の下降もしくは上昇を観測

し、その後、津波監視カメラで有意な

津波の前兆を観測した場合 

  

11 班長 ユニット停止することを需給運用グループ

に連絡する。 
  

12 主機 運転している循環水ポンプの操作器を「停

止」とし、停止操作を開始する。 
運転操作所則(タービン関係) 
「Ⅱ－33 循環水ポンプ」の項に従う。 

JW-1 

   “順序13”と並行操作で行う。  

   プラント停止判断後5分以内に停止を完了させ

る。 
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順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
13 制御 (1) 原子炉を｢手動｣トリップさせる。   

 班長 
制御 
主機 

(2) ユニットトリップ時の処置を行う。 「B－1 発電機トリップ」 
「C－1 タービントリップ」 
「D－1 原子炉トリップ」 
 の項に従う。 

 

14 主機 A/Bディーゼル発電機室冷却ファン中央制

御室操作盤で次の操作を行う。 
  

  (1) 切替スイッチを「通常」から「切替」に

する。 
a. 切替表示灯「白」点灯  

   b. 表示灯「緑」点灯  

   c. 津波が到達するまでに「切替」にし、ディ

ーゼル発電機制御盤を切り離す。 
 

  (2) A・Bディーゼル発電機室冷却ファン

(VS－37A・B)を起動する。 
表示灯「緑」→「赤」  

15 主機  循環水ポンプの停止を確認する。 JW-1 

16 課長 B中央制御室から3・4号機のユニット停止

および循環水ポンプ停止完了の連絡があれ

ば、取水路防潮ゲートを閉止するよう指示

する。 

  

17 主機 
補機 

中央制御室遠隔操作盤(機械式)または中央

制御室遠隔操作盤(電磁式)で全ての取水路

防潮ゲートを閉止する。 <(1)～(2)> 

遠隔操作で閉止できなければ現地で閉止する。 
保守作業等にて遠隔閉止できない場合は作業責

任者へ閉止依頼する。 

 

  (1) 中央制御室遠隔操作盤(機械式)で閉止

する場合 
  

  a. A(B)ゲート電源CSを「電源入」位置

にする。 
(a) A1・A2(B1・B2)ゲート自重降下モータ電

源表示灯 ............................... 「電源」点灯 
 

   (b) A(B)ゲート自重降下モータ操作可表示灯 
 ......................................... 「操作可」点灯 

 

  
b. A(B)ゲート自重降下CSを「自重降

下」位置にする。 
(a) A1・A2(B1・B2)ゲート電動復帰LS ON表

示灯 .................................. 「LS ON」消灯 
 

  
 (b) A1・A2(B1・B2)ゲート自重降下LS ON表

示灯 .................................. 「LS ON」点灯 
 

  
 (c) A(B)ゲート中間開度表示灯 

 ........................... 「中間開度」点灯後消灯 
 

   (d) A(B)ゲート全閉表示灯 ......... 「全閉」点灯  
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順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 

  
(2) 中央制御室遠隔操作盤(電磁式)で閉止

する場合 
 

 

  a. A(B)ゲート電源CSを「電源入」位置

にする。 
A1・A2(B1・B2)ゲート電磁クラッチ電源表示灯 
 ..................................................... 「電源」点灯 

 

  b. A(B)ゲート電磁クラッチCSを「電磁

クラッチ入」位置にする。 
(a) A1・A2(B1・B2)ゲート電磁クラッチ表示

灯 ............................... 「クラッチ入」点灯 
 

   (b) A(B)ゲート中間開度表示灯 
 ........................... 「中間開度」点灯後消灯 

 

   (c) A(B)ゲート全閉表示灯 ......... 「全閉」点灯  

18 課長 取水路防潮ゲートが閉止したことをB中央

制御室に連絡する。 
  

19 班長  水密扉監視設備の警報監視により、水密扉の閉

止状態を確認する。 
 

   開放されている場合は、所内一斉ページング等

により扉開放者に閉止するよう連絡する。 
 

20 制御 
補機 

 潮位低下による海水ポンプの運転状態に異常が

ないことを確認する。 
SW-1 

   運転操作所則(タービン関係) 
「Ⅱ－31 海水ポンプ」の項に従う。 

 

21 全員 モード3(高温停止状態)への移行操作を開

始する。 
運転操作所則(原子炉関係 上) 
「Ⅲ－3－(1) 原子炉停止(モード1からモード

3)」の項に従う。 

 

22 制御 緊急濃縮を行う。 「D－15 緊急濃縮」の項に従う。 CS-2 

 [点  検] 
23 課長 事象収束後の点検を指示する。 事象収束後の点検は次のとおり行う。 

(1) 中央制御室点検(添付－2) 
(2) 巡回点検表 

 

24 全員 事象収束後の点検を実施し、点検結果を当

直課長に報告する。 
  

25 課長 (1) 点検結果により機器等に異常が発生し

ていれば、その処置を行うよう全員に

指示する。 

  

(2) プラント各パラメータの監視を続ける

よう全員に指示する。 
  

(3) 系統・機器の点検結果等を第一発電室

長に報告する。 
第一発電室長より所長および原子炉主任技術者

に報告する。 
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順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
【構外潮位計欠測時の処置】 

1 課長 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計

1・2」が欠測した場合、海底地すべりによ

る津波発生時と同様の対応操作を行うよう

全員に指示する。 

  

2 課長 構外潮位計が欠測したことを関連各課長に

連絡する。 
  安全・防災室課長 
  土木建築課長 

 

   平日夜間・休日は、現場調整当番者に連絡する。  

3 補機 取水路防潮ゲートに移動する。   

4 主機 
補機 

 取水路防潮ゲート落下機構の電源系および制御

系に異常がないことを確認する。 
 

     現場操作者は、確認後高台で待機する。  

     遠隔操作で閉止できなければ現地で閉止

操作を行う。 

 

5 班長 関連パラメータの監視を強化する。   

 主機 (1) 津波監視設備 次の各パラメータ等を確認する。  

   a. 津波監視カメラ（放水口側）  

   b. 津波監視カメラ（取水口側）  

   c. 津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号海水

ポンプウェル潮位計」 
 

   各潮位計の指示および津波監視装置で発信した

警報は、A中央制御室当直課長とB中央制御室当

直課長が連携し、情報共有を行う。 

 

 主機 (2) 取水口潮位 次の各パラメータを汎用トレンド等で確認す

る。 
 

   a. ロータリースクリーン下流側水位 JW-1 

   b. 取水口潮位 JW-1 

6 課長 所内一斉ページングにより避難指示を行

う。 
  

  (1) 海岸付近から全員避難するよう所内一

斉ページングを行う。 
ページングは、A中央制御室にて1・2号－アス固

化を合併する。 
 

  (2) 放水口付近の作業員に対し車両に乗車

し高所に避難するよう所内一斉ページ

ングにより指示する 

ページングは、A中央制御室にて1・2号－アス固

化を合併し、B中央制御室にて1・2号－3・4号
を合併した後、B中央制御室、A中央制御室の順

で所内一斉ページングを実施する。 
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順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
7 全員 構外潮位計欠測時において、次の徴候を検

知した場合、【海底地すべりによる津波発

生を検知した場合】に移行する。 

指示変動が誤検知および計器故障でないことを

次により確認する。 
  運転操作、作業に伴う潮位変動ではない。 
  明らかな計器故障ではない。 
  複数の監視計器のうち、1つの監視計器が

単独で指示変動していない。 

 

  (1) 1(2)号機津波監視装置潮位モニタの

「海水ポンプウェル潮位計変化量注意

(引き波)」もしくは「海水ポンプウェル

潮位計変化量注意(押し波)」警報のい

ずれかが発信した場合 

  

  (2) 3(4)号機津波監視装置潮位モニタの

「海水ポンプウェル潮位計変化量注意

(引き波)」もしくは「海水ポンプウェル

潮位計変化量注意(押し波)」警報のい

ずれかが発信した場合 

3(4)号機津波監視装置潮位モニタの警報発信

は、B中央制御室当直課長より衛星電話(津波防

護用)を使用して連絡される。 

 

8 課長 構外潮位計1(2)の故障が復旧すれば【構外

潮位計欠測時の処置】を解除する。 
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【参考資料】 

地震・津波による事故の特徴と収束 
 

1. 事故の特徴 
(1) 地震が発生した場合は、配管・タンク等の破断による漏えいの可能性があり、特に2次系での油類または

薬品等の流出および1次系での放射性物質の環境への放出に注意する必要がある。 
(2) 地震の規模が大きく振動レベルが原子炉トリップ設定値に達すれば、原子炉が自動トリップする。 
(3) 海底地すべりによる津波が発生した場合は、津波警報等が発信される可能性は低いが発電所構内に設置

されている海水ポンプウェル潮位計および、構外に設置されている潮位計の挙動を監視することで検知

が可能である。 
 

2. 事故の収束 
(1) 地震が発生すれば、ユニット各パラメータの中央監視を強化するとともに、震度3以上で所内各所を巡回

点検し、漏えい等の異常がないことを確認する。 
また、地震の規模に応じて制御棒作動試験、格納容器内点検等を「添付－3 健全性確認－1」「添付－4 
健全性確認－2」に従い実施する。 

(2) 原子炉が自動トリップすれば、ユニットトリップ時の処置を行うとともに、各系統・機器に異常がない

ことを確認する。 
(3)  地震が発生した場合に、廃棄物処理建屋(固体廃棄物処理建屋および固体廃棄物固型化処理建屋)内でサン

プ検知による警報が発信した場合は、溢水と判断し漏えいによる影響が大きい消火水系統を優先した隔

離を行う。 
(4) 海底地すべりによる津波が発生し、構外潮位、1号海水ポンプウェル潮位、2号海水ポンプウェル潮位、3

号海水ポンプウェル潮位、4号海水ポンプウェル潮位の急な変化を検知すれば、その監視計器等の監視を

強化するとともに、取水路防潮ゲート閉止判断基準に到達すれば、次の操作を速やかに実施する。 
a. 運転中のすべての循環水ポンプ停止 
b. 原子炉手動トリップ 
c. 取水路防潮ゲート閉止（a.およびb.完了後） 
なお、A中央制御室に設置されている潮位観測システム(補助用)の3号海水ポンプウェル潮位および4号海

水ポンプウェル潮位は潮位監視として活用し、取水路防潮ゲート閉止判断はB中央制御室に設置されて

いる潮位観測システム(防護用)の3号海水ポンプウェル潮位および4号海水ポンプウェル潮位を使用する。

潮位監視システムの概念図を図－1に示す。 
(5) 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計1・2」が欠測すれば、海底地すべりによる津波発生時と同様

の初期対応を行い、津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号海水ポンプウェル潮位計」等の監視計器によ

る監視を強化する。 
(6) 衛星電話(津波防護用)の補助設備として運転指令設備、保安電話(固定)、保安電話(携帯)を活用する。 
(7) 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計1(2)変化量注意」警報発信後、約30分間は監視強化体制を継続

し、その後、構外の観測潮位と海水ポンプ室潮位計にて通常の潮位変動となったことを確認すれば体制

を解除する。 
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(8) 津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)海水ポンプウェル潮位計変化量注意(引き波)(押し波)」警報発信後、

監視強化体制を確立し、最低(最高)潮位到達後、構外の観測潮位と海水ポンプウェル潮位計にて通常の潮

位変動となったことを確認すれば体制を解除する。 
 

3. 弾性設計用地震動Sd以上の地震により自動停止した場合は、安全確保上重要な設備において機能確認試験 
 が必要となる。 

(1) 非常用炉心冷却系機能検査 
(2) 非常用予備発電装置機能検査 
(3) 淡水タンク水位確認およびディーゼル消火ポンプ・電動消火ポンプ起動試験 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－1 潮位観測システム（防護用）、潮位計および潮位観測システム（補助用）概念図 
 
 

改正 

送受信ユニット 送受信ユニット

無線送受信 

B 中央制御室 A 中央制御室 

監視モニタ 監視モニタ 

1 号機 
海水ポンプ室

2 号機 
海水ポンプ室

3,4 号機 
海水ポンプ室

3,4 号機 
海水ポンプ室 

当直課長間の連携 

監視モニタ 監視モニタ 衛星電話 
（津波防護用） 

衛星電話 
（津波防護用） 

実線：1,2,3,4 号機潮位観測システム（防護用） 
点線：1,2,3,4 号機潮位観測システム（補助用） 

1,2 号機 潮位計 3,4 号機 潮位計 

監視モニタ 監視モニタ 

① ② ③ ④ ① ② ③ ④ 

① ② ③ ④ 

①1 号機海水ポンプ室潮位 
②2 号機海水ポンプ室潮位 

③3,4 号機海水ポンプ室潮位 
④3,4 号機海水ポンプ室潮位 
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（２）－１ 保安規定第６８条の２ 津波防護施設の運転上の制限等について 

a 保安規定記載内容の説明 

 別添１：通信連絡設備の代替手段について 

別添２：潮位観測システム（防護用）のＬＣＯ逸脱時の対応について 

  

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設計及び工事計画認可申請書（設備仕様、設備リスト、配置図） 
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（抜粋）



 

 

 

a 保安規定記載内容の説明 

津波防護施設のうち、潮位計および衛星電話（津波防護用）については設置変更許可申

請書並びに設計及び工事計画認可申請書上の設計要求事項を踏まえて、表１の左欄の赤文

字記載のとおりＬＣＯ等を追加で設定する。また、設定の考え方については表１の右欄に

従前の防潮ゲートの設定の考え方に加え、青文字のとおり追加で記載する。  
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- 1

 - 

表
１
 
津

波
防
護

施
設
に

係
る
Ｌ

Ｃ
Ｏ
、

Ａ
Ｏ
Ｔ

及
び
サ

ー
ベ
イ

ラ
ン
ス

設
定
の

考
え

方
 

保
安

規
定
記

載
方
針

（
案
）
 

説
明

等
 

（
津

波
防

護
施

設
）

 
 

第
６

８
条

の
２

 
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間
に

お
い

て
、

津
波

防

護
施

設
は

、
表

６
８

の
２

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
①

 

２
．

津
波

防
護

施
設

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

 

(
1
)
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間
に

お
い

て
、

１
日

に
１

回
、

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
の

電
源

系
お

よ
び

制
御

系
に

異
常

が
な

い
こ

と
、

な
ら

び
に

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

潮
位

計
（

潮
位

検
出

器
、

監
視

モ
ニ

タ
（

モ
ニ

タ
、

電
源

箱
、

演
算

装
置

）
を

含
む

。
以

下
、

本
条

に
お

い
て

「
潮

位
計

」
と

い
う

）
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
②

 

(
2
)
 
土

木
建

築
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間
に

お
い

て
、

１
ヶ

月
に

１
回

、
開

放
し

て
い

る
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
観

点
検

を
行

い
、

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

(
3
)
 
電

気
保

修
課

長
は

、
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間
に

お
い

て
、

１
ヶ

月
に

１
回

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）
（

以
下

、
「

衛
星

電
話

（
津

波
防

護

用
）
」

と
い

う
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
の

通
話

確
認

を
実

施
す

る
。

②
 

３
．

土
木

建
築

課
長

ま
た

は
電

気
保

修
課

長
は

、
津

波
防

護
施

設
が

第
１

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場

合
、

当
直

課
長

に
通

知
す

る
。

当
直

課
長

は
、

通
知

を
受

け
た

場
合

、
ま

た
は

津
波

防
護

施
設

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
、

表
６

８
の

２
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

と
と

も
に

照
射

済
燃

料
の

移
動

を
中

止
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

は
、

原
子

燃
料

課
長

に
通

知
す

る
。

通
知

を
受

け
た

原
子

燃
料

課
長

は
、

同
表

の
措

置
を

講
じ

る
。

③
 

 表
６

８
の

２
－

１
 

項
 

目
 

運
転

上
の

制
限

 

津
波

防
護

施
設

 

(
1
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
が

２
系

統
※

１
の

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
に

よ
り

動
作

可
能

※
２
で

あ
る

こ
と

 

(
2
)
 
潮

位
計

３
台

が
動

作
可

能
※

３
で

あ
る

こ
と

 

(
3
)
 
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

４
台

※
５
※
６
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
 

※
１

：
２

系
統

と
は

機
械

式
ク

ラ
ッ

チ
お

よ
び

電
磁

式
ク

ラ
ッ

チ
の

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
を

い
う

。
 

※
２

：
動

作
可

能
と

は
、

遠
隔

閉
止

信
号

に
よ

り
、

ゲ
ー

ト
が

落
下

で
き

る
こ

と
を

い
う

（
外

部
電

源
喪

 

失
時

も
含

む
）
。

 
 

な
お

、
閉

止
し

て
い

る
ゲ

ー
ト

に
つ

い
て

は
、

動
作

可
能

と
み

な
す

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 

※
３

：
本

条
に

お
け

る
動

作
可

能
と

は
、

中
央

制
御

室
に

て
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

に
係

る
潮

位
変

動
※

４
を

確
認

で
き

る

こ
と

を
い

う
。

 

※
４

：
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

に
係

る
潮

位
変

動
と

は
、

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
1
0
 
分

以
内

に
 
 
0
.
5
 
m
以

上
下

降
す

る
こ

と
を

い
う

。
 

※
５

：
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

４
台

と
は

、
Ａ

中
央

制
御

室
お

よ
び

Ｂ
中

央
制

御
室

の
各

々
２

台
を

い
う

。
ま

た
、

衛
星

電
話

（
津

波

防
護

用
）

に
は

、
衛

星
電

話
（

固
定

）
と

兼
用

す
る

も
の

を
Ａ

中
央

制
御

室
お

よ
び

Ｂ
中

央
制

御
室

で
各

々
１

台
含

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

※
６

：
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

と
兼

用
す

る
衛

星
電

話
（

固
定

）
が

動
作

不
能

時
は

、
第

８
５

条
（

表
８

５
－

２
０

）
の

運
転

上
の

制

限
も

確
認

す
る

。
 

  

①
 
運

転
上

の
制

限
、

適
用

モ
ー

ド
 

・
津

波
防

護
施

設
は

、
炉

心
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
の

燃
料

に
対

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

設
計

基
準

対
象

施
設

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
防

護
す

る
た

め
、

そ
れ

ら
の

設
備

の
機

能
が

要
求

さ
れ

る
全

モ
ー

ド
に

お
い

て
機

能
を

要
求

す
る

。
 

・
津

波
防

護
施

設
の

う
ち

、
動

的
設

備
で

あ
り

、
Ｍ

Ｓ
－

１
相

当
と

し
て

い
る

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

に
加

え
、

潮
位

計
（

潮
位

検
出

器
、

監
視

モ
ニ

タ
（

モ
ニ

タ
、

電
源

箱
、

演
算

装
置

）
を

含
む

。
）

お
よ

び
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）
（

以
下

、
潮

位
観

測
シ

ス

テ
ム

（
防

護
用

）
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

新
た

に
運

転
上

の
制

限
を

設
定

す
る

。
 

・
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
は

、
防

潮
壁

お
よ

び
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

等
で

構
成

さ
れ

、
設

置
変

更
許

可
申

請
書

に
お

い
て

期
待

さ
れ

る
機

能
に

つ
い

て
、

運
転

上
の

制
限

と
し

て
設

定
す

る
。

 

・
動

的
機

器
で

あ
る

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
の

ク
ラ

ッ
チ

お
よ

び
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

（
電

源
系

お
よ

び
制

御
系

を
含

む
。
）

に
つ

い
て

は
、

多
重

性
ま

た
は

多
様

性
お

よ
び

独
立

性
を

確
保

し
た

設
計

と
し

て
お

り
、

２
系

統
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

 

・
潮

位
計

の
動

作
可

能
と

は
、

設
置

変
更

許
可

申
請

書
並

び
に

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
に

示
さ

れ
て

い
る

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
で

き
る

場
合

を
い

い
、

そ
の

設
計

の
条

件
を

運
転

上
の

制
限

と
し

て
設

定
す

る
。

 

・
潮

位
計

の
チ

ャ
ン

ネ
ル

数
及

び
停

止
ロ

ジ
ッ

ク
で

あ
る

2
 
o
u
t
 
o
f
 
3
の

論
理

構
成

で
あ

る
点

を
踏

ま
え

、
３

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。
（

参
考

１
参

照
）

 

・
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

は
、

多
重

性
を

確
保

し
た

設
計

と
し

て
お

り
、

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
の

中
央

制
御

室
で

２
台

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
中

央
制

御
室

で
２

台
の

合
計

４
台

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

な
お

、
中

央
制

御
室

間
の

連
携

の
容

易
性

の
観

点
か

ら
、

既
許

可
の

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

で
あ

る
補

助
設

備
（

保
安

電
話

（
携

帯
）

、
保

安
電

話
（

固
定

）
及

び
運

転
指

令
設

備
）

を
活

用
す

る
旨

を
社

内
標

準
に

記
載

す
る

。
 

 ②
 
運

転
上

の
制

限
の

確
認

 

・
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
は

、
フ

ェ
イ

ル
セ

ー
フ

の
設

計
と

し
て

、
遠

隔
操

作
機

能
が

２
系

統
（

機
械

式
ク

ラ
ッ

チ
、

電
磁

式
ク

ラ
ッ

チ
）

と
も

喪
失

し
た

場
合

、
自

動
閉

止
機

能
を

有
し

て
お

り
、

遠
隔

操
作

機
能

に
１

系
統

以
上

の
異

常
が

発
生

す
れ

ば
、

中
央

制

御
室

に
お

い
て

警
報

が
発

信
す

る
。

 

本
設

計
を

踏
ま

え
、

遠
隔

操
作

機
能

に
異

常
が

な
い

こ
と

を
１

日
に

１
回

、
警

報
の

確
認

に
よ

り
、

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
の

電
源

系
お

よ
び

制
御

系
に

異
常

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
日

に
１

回
の

確
認

頻
度

は
、

異
常

の
有

無
を

常
時

監
視

し
て

い
る

設
備

の
サ

ー
ベ

ラ
ン

ス
頻

度
と

し
て

、
既

存
の

第
３

４
条

（
計

測
お

よ
び

制
御

設
備

）
の

「
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。
（

１
日

に
１

回
）
」

を
参

考
と

し
て

設
定

す
る

。
 

・
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
は

フ
ェ

イ
ル

セ
ー

フ
の

設
計

と
し

て
、

自
重

落
下

に
よ

り
閉

止
で

き
る

が
、

定
期

的
な

現
地

の
外

観
点

検
に

よ
り

、
自

重
落

下
に

よ
り

閉
止

で
き

る
機

能
を

阻
害

す
る

よ
う

な
異

常
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

の
点

検
頻

度
は

、
既

存
の

常
設

設
備

の
サ

ー
ベ

ラ
ン

ス
頻

度
を

参
考

し
て

設
定

す
る

 

・
潮

位
計

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
１

日
に

１
回

、
確

認
す

る
。

 

１
日

に
１

回
の

確
認

頻
度

は
、

異
常

の
有

無
を

常
時

監
視

し
て

い
る

設
備

の
サ

ー
ベ

ラ
ン

ス
頻

度
と

し
て

、
既

存
の

第
３

４
条

（
計

測
お

よ
び

制
御

設
備

）
の

「
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。
（

１
日

に
１

回
）
」

を
参

考
と

し
て

設
定

す
る

。
な

お
、

潮
位

計
に

お
け

る
動

作
不

能
と

は
、
「

中
央

制
御

室
に

て
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
で

き
な

い

状
態

」
を

い
う

。
 

・
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

の
通

話
確

認
を

１
ヶ

月
に

１
回

実
施

す
る

。
 

 
 

１
ヶ

月
に

１
回

の
確

認
頻

度
は

、
事

故
時

監
視

計
器

及
び

既
存

の
第

８
５

条
（

表
８

５
－

２
０

 
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

）
を

参
考

と
し

て
設

定
す

る
。

 

 ③
 
運

転
上

の
制

限
を

逸
脱

し
た

場
合

の
措

置
 

・
第

２
項

に
よ

り
サ

ー
ベ

ラ
ン

ス
を

実
施

す
る

者
で

あ
る

、
土

木
建

築
課

長
が

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
機

能
喪

失
を

判
断

す
る

。
当

直
課

長
及

び
原

子
燃

料
課

長
は

、
表

６
８

の
２

－
２

に
定

め
る

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。
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- 2

 - 

保
安

規
定
記

載
方
針

（
案
）
 

説
明

等
 

   表
６

８
の

２
－

２
 

条
 

件
④

 
要

求
さ

れ
る

措
置

④
 

完
了

時
間

④
 

A
.
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
が

２
系

統
未

満
の

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
に

よ
り

動
作

可
能

で
あ

る
場

合
 

A
.
1
 
当

直
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

２
系

統
の

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
に

よ
り

動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

。
 

お
よ

び
 

A
.
2
 
当

直
課

長
は

、
残

り
の

系
統

の
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

の
電

源
系

お
よ

び
制

御
系

に
異

常
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

１
０

日
 

   ４
時

間
 

そ
の

後
８

時
間

に
１

回
 

B
.
 
２

台
の

潮
位

計
が

動
作

可
能

で
あ

る
場

合
 

  

B
.
1
 
当

直
課

長
は

、
３

台
の

う
ち

動
作

不
能

と
な

っ
て

い
る

潮
位

計
１

台
に

て
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

に
係

る

潮
位

変
動

※
４
を

確
認

し
た

と
み

な
す

。
 

お
よ

び
 

B
.
2
 
当

直
課

長
は

、
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
潮

位
計

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

 

C
.
 
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い

て
２

台
未

満
の

潮
位

計
が

動
作

可
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

C
.
2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

C
.
3
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
到

達
後

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

１
２

時
間

 

 ５
６

時
間

 

 速
や

か
に

 

D
.
 
モ

ー
ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間
に

お
い

て
２

台
未

満
の

潮
位

計
が

動
作

可
能

で
あ

る
場

合
 

D
.
1
 
当

直
課

長
は

、
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
潮

位
計

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

D
.
2
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
照

射
済

燃
料

移
動

中
の

場
合

は
、

照
射

済
燃

料
の

移
動

を
中

止
す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.
3
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中
の

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

を
全

て
中

止
す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.
4
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
系

の
水

抜
き

操
作

を
行

っ
て

い
る

場
合

は
、

水
抜

き
を

中
止

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

D
.
5
 
当

直
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

速
や

か
に

 

  速
や

か
に

 

  速
や

か
に

 

  速
や

か
に

 

  速
や

か
に

 

 

・
第

２
項

に
よ

り
サ

ー
ベ

ラ
ン

ス
を

実
施

す
る

者
で

あ
る

当
直

課
長

が
潮

位
計

の
機

能
喪

失
を

判
断

す
る

。
当

直
課

長
及

び
原

子
燃

料
課

長
は

、
表

６
８

の
２

－
２

に
定

め
る

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

・
第

２
項

に
よ

り
サ

ー
ベ

ラ
ン

ス
を

実
施

す
る

者
で

あ
る

電
気

保
修

課
長

が
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

の
機

能
喪

失
を

判
断

し
、

当
直

課
長

に
通

知
す

る
。

当
直

課
長

、
原

子
燃

料
課

長
及

び
電

気
保

修
課

長
は

、
表

６
８

の
２

－
２

に
定

め
る

必
要

な
措

置
を

講

じ
る

。
 

  ④
 
条

件
、

要
求

さ
れ

る
措

置
お

よ
び

完
了

時
間

 

Ａ
．

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
運

転
上

の
制

限
が

、
「

２
系

統
の

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
に

よ
り

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
」

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
の

動
作

可
否

、
ゲ

ー
ト

扉
体

の
動

作
可

否
の

組
み

合
わ

せ
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

整
理

す
る

 

条 件
 

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
 

（
遠

隔
操

作
含

む
）

 
ゲ

ー
ト

扉
体

 
Ｌ

Ｃ
Ｏ

※
１
 

説
明

 

1
 

２
系

統
動

作
可

能
 

動
作

可
能

 
○

 
異

常
な

し
。

 

2
 

２
系

統
動

作
可

能
 

動
作

不
能

 
×

 
ゲ

ー
ト

扉
体

の
異

常
（

変
形

等
）

に
よ

り
、

落

下
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
Ｌ

Ｃ
Ｏ

逸
脱

 

3
 

１
系

統
動

作
可

能
 

動
作

可
能

 
×

 

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
（

遠
隔

操
作

含
む

）
が

１
系

統
故

障
し

た
場

合
、

残
り

１
系

統
に

よ
り

閉
止

可
能

で
あ

る
が

、
2
系

統
要

求
を

満
た

さ
な

い
こ

と
か

ら
、

Ｌ
Ｃ

Ｏ
逸

脱
 

4
 

１
系

統
動

作
可

能
 

動
作

不
能

 
×

 
ゲ

ー
ト

扉
体

の
異

常
（

変
形

等
）

に
よ

り
、

落

下
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
Ｌ

Ｃ
Ｏ

逸
脱

 

5
 

全
系

統
動

作
不

能
 

動
作

可
能

 
×

 

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
（

遠
隔

操
作

含
む

）
が

全
系

統
故

障
し

た
場

合
、

Ｌ
Ｃ

Ｏ
逸

脱
。

 

な
お

、
フ

ェ
イ

ル
セ

ー
フ

設
計

に
よ

り
、

自
動

閉
止

す
る

。
 

6
 

全
系

統
動

作
不

能
 

動
作

不
能

 
×

 
ゲ

ー
ト

扉
体

の
異

常
（

変
形

等
）

に
よ

り
、

落

下
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
Ｌ

Ｃ
Ｏ

逸
脱

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
※

１
 

○
：

Ｌ
Ｃ

Ｏ
逸

脱
で

は
な

い
 

×
：

Ｌ
Ｃ

Ｏ
逸

脱
 

こ
の

整
理

の
う

ち
、

 

・
単

一
故

障
と

し
て

、
想

定
さ

れ
る

条
件

３
に

つ
い

て
は

、
表

６
８

の
２

－
２

に
記

載
し

、
条

件
Ａ

と
す

る
。

 

・
多

重
故

障
お

よ
び

現
地

の
ゲ

ー
ト

扉
体

の
動

作
不

能
（

条
件

２
、

４
～

６
）

は
、

通
常

で
考

え
ら

れ
る

故
障

状
態

で
は

な
い

こ

と
か

ら
、

既
存

条
文

の
Ｌ

Ｃ
Ｏ

逸
脱

時
の

措
置

（
２

系
統

故
障

時
の

措
置

）
と

同
様

に
、

本
表

に
は

記
載

せ
ず

、
第

８
８

条
第

５

項
に

基
づ

き
、

１
３

時
間

以
内

に
モ

ー
ド

３
、

３
７

時
間

以
内

に
モ

ー
ド

４
、

５
７

時
間

以
内

に
モ

ー
ド

５
へ

移
行

す
る

。
 

 Ｂ
～

Ｄ
.
 

潮
位

計
の

運
転

上
の

制
限

が
、
「

潮
位

計
３

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

よ
り

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
」

か
ら

、
動

作
可

能
な

台
数

か

ら
次

の
と

お
り

整
理

す
る

。
 

・
B
.
1
～

B
.
2
 
潮

位
計

に
つ

い
て

、
下

表
の

整
理

の
と

お
り

２
台

が
動

作
可

能
な

場
合

は
、

３
台

の
う

ち
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る

潮
位

計
１

台
に

て
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

に
係

る
潮

位
変

動
を

確
認

し
た

と
み

な
し

た
う

え
で

速
や

か

に
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
潮

位
計

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

・
C
.
1
～

C
.
3
 
モ

ー
ド

１
～

４
に

お
い

て
、

潮
位

計
が

下
表

の
整

理
の

と
お

り
動

作
可

能
な

台
数

が
2
台

未
満

と
な

っ
た

場
合

は
設

計
条

件
を

満
た

さ
な

い
た

め
原

子
炉

を
停

止
し

、
停

止
後

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
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保
安

規
定

記
載

方
針

（
案
）

 
説

明
等

 

    表
６

８
の

２
－

２
（

続
き

）
 

条
 

件
④

 
要

求
さ

れ
る

措
置

④
 

完
了

時
間

④
 

E
.
 
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い

て
４

台
未

満
の

衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

が

動
作

可
能

で
あ

る
場

合
 

E
.
1
 
電

気
保

修
課

長
は

、
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
設

備
を

動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

お
よ

び
 

E
.
2
 
電

気
保

修
課

長
は

、
代

替
手

段
※

８
を

実
施

す
る

。
 

速
や

か
に

※
７
 

  速
や

か
に

 

F
.
 
モ

ー
ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

に
お

い

て
４

台
未

満
の

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
が

動
作

可

能
で

あ
る

場
合

 

 

F
.
1
 
電

気
保

修
課

長
は

、
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
設

備
を

動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

お
よ

び
 

F
.
2
 
電

気
保

修
課

長
は

、
代

替
手

段
※

８
を

実
施

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

F
.
3
 
当

直
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

速
や

か
に

※
７
 

  速
や

か
に

※
７
 

 速
や

か
に

※
７
 

G
.
 モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い

て
条

件
Ａ

ま
た

は

Ｅ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

G
.
1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

G
.
2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

G
.
3
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
到

達
後

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

１
２

時
間

 

 ５
６

時
間

 

 速
や

か
に

 

 

H
.
 モ

ー
ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

に
お

い

て
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

H
.
1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
照

射
済

燃
料

移
動

中
の

場
合

は
、

照
射

済
燃

料
の

移
動

を
中

止
す

る
。

 

お
よ

び
 

H
.
2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中
の

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

を
全

て
中

止
す

る
。

 

お
よ

び
 

H
.
3
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
系

の
水

抜
き

操
作

を
行

っ
て

い
る

場
合

は
、

水
抜

き
を

中
止

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

H
.
4
 
当

直
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

速
や

か
に

 

  速
や

か
に

 

  速
や

か
に

 

  速
や

か
に

 

 

※
７

：
原

子
炉

設
置

者
所

掌
外

の
設

備
（

通
信

衛
星

等
の

他
の

事
業

者
等

が
所

掌
す

る
設

備
）

の
故

障
等

に
よ

り
運

転
上

の
制

限
を

逸
脱

し

た
場

合
は

、
当

該
要

求
さ

れ
る

措
置

に
対

す
る

完
了

時
間

を
除

外
す

る
。

 

※
８

：
保

安
電

話
（

携
帯

）
、

保
安

電
話

（
固

定
）
、

運
転

指
令

設
備

お
よ

び
衛

星
電

話
（

固
定

）
の

い
ず

れ
か

に
よ

る
通

信
手

段
を

確
保

す

る
。

 

 
 

 
 

 

 
・

D
.
1
～

D
.
5
 
モ

ー
ド

５
，

６
に

お
い

て
は

、
潮

位
計

が
下

表
の

整
理

の
と

お
り

動
作

可
能

な
台

数
が

2
台

未
満

と
な

っ
た

場
合

は

設
計

条
件

を
満

た
さ

な
い

た
め

、
潮

位
計

の
復

旧
及

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

措
置

を
開

始
す

る
と

と
も

に
、

停
止

時
P
R
A
に

お
い

て
最

も
リ

ス
ク

の
高

い
ミ

ッ
ド

ル
ー

プ
運

転
を

避
け

る
必

要
が

あ
る

た
め

、
水

抜
き

中
の

場
合

は
速

や
か

に
水

抜
き

を
中

止
し

、
１

次
系

の
保

有
水

を
回

復
す

る
措

置
を

行
う

。
 

 

条 件
 

動
作

可
能

な
 

台
数

 

閉
止

判
断

基
準

の

検
知

 
説

明
 

1
 

３
台

 
〇

 
異

常
な

し
。

 

2
 

２
台

 
〇

 

動
作

不
能

と
な

っ
て

い
る

潮
位

計
１

台
に

て
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

に
係

る
潮

位
変

動
を

確
認

し
た

と
み

な
し

、
残

り
の

動
作

可
能

な
２

台
の

う
ち

１
台

に
て

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
に

係
る

潮
位

変
動

を
確

認
で

き
る

（
参

考
２

参
照

）
 

3
 

１
台

 
×

 

動
作

可
能

な
潮

位
計

が
１

台
あ

り
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

は
で

き
る

も
の

の
、

設
計

条
件

を
満

た
さ

な
い

た
め

、
原

子
炉

を
停

止
し

、
停

止
後

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

4
 

０
台

 
×

 
動

作
可

能
な

潮
位

計
が

な
く

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
検

知
で

き

な
い

た
め

、
原

子
炉

を
停

止
し

、
停

止
後

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

＜
参

考
１

：
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
判

断
方

法
と

イ
メ

ー
ジ

（
潮

位
計

3
台

が
動

作
可

能
な

場
合

）
＞

 

 

＜
参

考
２

：
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
判

断
方

法
と

イ
メ

ー
ジ

（
潮

位
計

2
台

が
動

作
可

能
な

場
合

）
＞

 

 

 
Ｅ

～
Ｆ

.
 

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
の

運
転

上
の

制
限

が
、
「

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
４

台
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
」

か
ら

、
動

作
可

能
な

台
数

か
ら

次
の

と
お

り
整

理
す

る
。

 

・
E
.
1
～

E
.
2
 

モ
ー

ド
１

～
４

に
お

い
て

、
４

台
未

満
の

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
が

動
作

可
能

な
場

合
は

、
速

や
か

に
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
設

備
を

動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
と

と
も

に
、

代
替

手
段

を
実

施
す

る
。

（
詳

細
は

、
別

添
参

照
）

 

・
F
.
1
～

F
.
3
 

モ
ー

ド
５

、
６

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

に
お

い
て

、
「

E
.
1
～

E
.
2
」

と
同

様

の
処

置
に

加
え

、
原

子
炉

停
止

状
態

で
あ

る
た

め
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

通しページ　70



  
- 4

 - 

保
安

規
定
記

載
方
針

（
案
）
 

説
明

等
 

 
G
～

H
．

 
モ

ー
ド

１
～

４
に

お
い

て
、

動
作

不
能

と
な

っ
た

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

及
び

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

完
了

時
間

内
に

復
旧

で
き

な
い

場
合

は
、

原
子

炉
を

停
止

し
停

止
後

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

ま
た

、
モ

ー
ド

５
，

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間
に

お
い

て
動

作
不

能
と

な
っ

た
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

完
了

時
間

内
に

復
旧

で
き

な
い

場
合

は
、

停
止

時
P
R
A
に

お
い

て
最

も
リ

ス
ク

の
高

い
ミ

ッ

ド
ル

ー
プ

運
転

を
避

け
る

必
要

が
あ

る
た

め
、

水
抜

き
中

の
場

合
は

速
や

か
に

水
抜

き
を

中
止

し
、

１
次

系
の

保
有

水

を
回

復
す

る
措

置
を

行
う

と
と

も
に

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
。

 

 【
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

津
波

防
護

用
）

の
Ｌ

Ｃ
Ｏ

／
要

求
さ

れ
る

措
置

（
Ａ

Ｏ
Ｔ

）
の

考
え

方
】

 

 
 

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

と
し

て
、

監
視

機
能

（
潮

位
計

）
と

連
携

機
能

（
衛

星
電

話
）

の
ど

ち
ら

の
機

能
が

喪
失

し
て

も
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

に
よ

る
津

波
防

護
機

能
が

達
成

で
き

な
い

こ
と

か
ら

潮
位

計

と
衛

星
電

話
で

個
別

に
Ｌ

Ｃ
Ｏ

を
設

定
す

る
。

 

ま
た

、
要

求
さ

れ
る

措
置

（
Ａ

Ｏ
Ｔ

）
と

し
て

は
、

以
下

の
い

ず
れ

か
の

発
生

で
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

 

・
動

作
可

能
な

潮
位

計
（

潮
位

検
出

器
、

監
視

モ
ニ

タ
（

モ
ニ

タ
、

電
源

箱
、

演
算

装
置

）
）

が
２

台
未

満
 

・
動

作
可

能
な

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
が

４
台

未
満

か
つ

、
代

替
手

段
で

あ
る

通
信

機
器

が
全

て
使

用
で

き
な

い
場

合
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 - 

保
安

規
定
 

第
６
８

条
の
２
（

津
波

防
護

施
設
）

の
完
了
時

間
（

Ａ
Ｏ

Ｔ
）
の

考
え
方
に

つ
い

て
 

 
津

波
防

護
施

設
の
運

転
上
の
制

限
（

Ｌ
Ｃ

Ｏ
）
、
完

了
時
間

（
Ａ

Ｏ
Ｔ

）
等
に

つ
い
て
は

、
以

下
の

と
お
り

定
め
る
こ

と
と

し
て

い
る
。

 
表

６
８

の
２

－
２
に

追
加
し
た

右
欄

に
、

Ａ
Ｏ
Ｔ

に
つ
い
て

の
説

明
を

記
載
す

る
（
現
行

保
安

規
定

記
載
の

Ａ
Ｏ
Ｔ
の

根
拠

も
含

め
て
記

載
す
る
）
。

 
 

表
６

８
の

２
－

２
 

条
 

件
 

要
求

さ
れ

る
措

置
 

記
載

方
針

（
案

）
 

完
了

時
間

 
完

了
時

間
（

Ａ
Ｏ

Ｔ
）

の
設

定
の

考
え

方
 

A
.
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
が

２
系

統
未

満
の

ゲ
ー

ト

落
下

機
構

に
よ

り
動

作

可
能

で
あ

る
場

合
 

A
.
1
 
当

直
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

２
系

統
の

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
に

よ
り

動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

。
 

お
よ

び
 

A
.
2
 
当

直
課

長
は

、
残

り
の

系
統

の
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

の
電

源
系

お
よ

び
制

御
系

に
異

常
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

１
０

日
 

  ４
時

間
 

そ
の

後
８

時

間
に

１
回

 

こ
の

「
1
0
日

」
お

よ
び

「
４

時
間

そ
の

後
８

時
間

に
１

回
」

の
A
O
T
は

、
現

状
の

保
安

規
定

の
D
B
設

備
で

の
A
O
T
設

定
の

考
え

方

「
多

重
性

及
び

独
立

性
の

機
能

を
有

す
る

設
備

に
お

い
て

、
あ

る
単

一
系

統
の

健
全

性
が

損
な

わ
れ

た
場

合
、

直
ち

に
そ

の
機

能
が

失

わ
れ

る
わ

け
で

は
な

い
。

し
か

し
な

が
ら

、
こ

の
場

合
、

残
り

の
健

全
側

系
統

の
ア

ベ
イ

ラ
ビ

リ
テ

ィ
を

保
証

す
る

た
め

、
残

り
の

１

系
統

が
動

作
不

能
と

な
っ

た
時

点
か

ら
４

時
間

以
内

に
健

全
側

系
統

の
動

作
確

認
を

行
い

、
そ

の
後

も
8
 
時

間
毎

に
１

回
、

健
全

側

系
統

の
動

作
確

認
を

行
う

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
ま

た
、

健
全

側
系

統
の

ア
ベ

イ
ラ

ビ
リ

テ
ィ

を
確

保
し

て
い

る
こ

と
を

条
件

と
し

て
、

1
0
 
日

間
の

限
ら

れ
た

完
了

時
間

内
に

故
障

側
系

統
の

修
理

等
を

行
い

、
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。
」

と
の

考
え

方
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
 

 

【
参

考
：
「

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基

本
方

針
」
（

抜
粋

）
】

 

こ
の

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
A
O
T
 
は

、
平

成
1
2
 
年

に
米

国
S
T
S
 
を

参
考

に
、

日
本

の
運

転
経

験
に

基
づ

き
合

理
的

と
判

断
さ

れ
た

値
と

し
て

設
定

し
た

も
の

で
あ

り
、

そ
の

後
1
3
 
年

間
に

渡
る

運
転

経
験

に
お

い
て

L
C
O
 
逸

脱
時

に
お

け
る

A
O
T
の

長

さ
に

係
る

不
具

合
等

は
発

生
し

て
い

な
い

実
績

の
あ

る
値

で
あ

る
。

 

重
大

事
故

防
止

設
備

が
参

考
と

す
る

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

と
し

て
、

E
C
C
S
 
機

器
の

A
O
T
を

確
認

す
る

と
「

1
0
 
日

間
」

が

多
く

設
定

さ
れ

、
一

部
（

事
故

時
監

視
計

装
）

に
つ

い
て

「
3
0
日

間
」

が
あ

り
、

こ
の

「
3
0
 
日

間
」

が
最

長
の

A
O
T
 
と

し
て

設

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
A
O
T
 
の

上
限

は
「

3
0
 
日

間
」

と
す

る
。

 

【
参

考
：
「

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
に

係
る

技
術

資
料

」
（

P
W
R
）

平
成

2
4
年

】
 

[
逸

脱
時

の
措

置
]
 

高
圧

注
入

系
、

低
圧

注
入

系
は

多
重

性
及

び
独

立
性

の
機

能
を

有
し

て
い

る
た

め
、

あ
る

単
一

系
統

の
健

全
性

が
損

な
わ

れ
た

場
合

、
直

ち
に

炉
心

冷
却

機
能

が
失

わ
れ

る
わ

け
で

は
な

い
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
こ

の
場

合
、

残
り

の
健

全
側

系
統

の
ア

ベ
イ

ラ
ビ

リ
テ

ィ
を

保
証

す
る

た
め

、
高

圧
注

入
系

又
は

低
圧

注
入

系
の

1
 
系

統
が

動
作

不
能

と
な

っ
た

時
点

か
ら

4
 
時

間
以

内
に

健
全

側
系

統
の

動
作

確
認

を
行

い
、

そ
の

後
も

8
 
時

間
毎

に
１

回
、

健
全

側
系

統
の

動
作

確
認

を
行

う
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

ま
た

、
健

全
側

系
統

の
ア

ベ
イ

ラ
ビ

リ
テ

ィ
を

確
保

し
て

い
る

こ

と
を

条
件

と
し

て
、

1
0
 
日

間
の

限
ら

れ
た

完
了

時
間

内
に

故
障

側
系

統
の

修
理

等
を

行
い

、
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
こ

と
が

求

め
ら

れ
る

。
1
0
 
日

の
完

了
時

間
は

、
米

国
標

準
技

術
仕

様
書

を
参

考
に

、
我

が
国

で
の

運
転

経
験

に
基

づ
き

、
現

時
点

に
お

い
て

合
理

的
で

あ
る

と
し

て
設

定
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
。

 

【
参

考
：
「

保
安

規
定

運
用

の
手

引
き

（
平

成
7
年

）
」
（

抜
粋

）
】

 

信
頼

度
は

時
間

故
障

率
と

試
験

頻
度

の
関

数
で

示
さ

れ
，

系
統

の
信

頼
度

は
試

験
頻

度
が

増
加

す
れ

ば
高

く
な

る
。

全
て

の
機

器
が

健
全

で
あ

る
場

合
の

信
頼

度
と

同
等

な
信

頼
度

を
あ

る
機

器
の

健
全

性
が

損
な

わ
れ

た
場

合
の

系
統

に
お

い
て

も
，

そ
の

系

統
の

試
験

頻
度

を
高

め
る

こ
と

に
よ

り
確

保
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

１
系

列
ま

た
は

１
基

が
作

動
不

能
な

措
置

と
し

て
試

験
頻

度

は
，

全
て

の
機

器
が

健
全

で
あ

る
と

し
た

場
合

と
信

頼
度

が
同

等
に

な
る

よ
う

考
慮

し
，

ポ
ン

プ
お

よ
び

フ
ァ

ン
に

つ
い

て
は

１

回
／

８
時

間
（

１
当

直
）

と
し

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

試
験

頻
度

で
試

験
を

実
施

す
る

限
り

，
故

障
機

器
の

保
修

期
間

に
制

限
を

設

け
る

必
要

は
な

い
が

，
工

学
的

安
全

施
設

の
多

重
設

計
の

思
想

等
か

ら
考

え
て

い
た

ず
ら

に
長

く
す

る
こ

と
は

好
ま

し
く

な
い

た

め
，

故
障

機
器

の
保

修
期

間
は

1
0
日

を
限

度
と

し
，

こ
れ

を
超

え
る

場
合

は
原

子
炉

を
停

止
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

【
参

考
：

平
成

1
2
年

以
前

の
保

安
規

定
記

載
】

 

こ
の

場
合

（
L
C
O
逸

脱
時

）
、

残
り

１
台

の
起

動
試

験
を

直
ち

に
行

い
、

 
そ

の
後

８
時

間
ご

と
に

起
動

試
験

を
行

わ
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。
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条
 

件
 

要
求

さ
れ

る
措

置
 

記
載

方
針

（
案

）
 

完
了

時
間

 
完

了
時

間
（

Ａ
Ｏ

Ｔ
）

の
設

定
の

考
え

方
 

B
.
 
２

台
の

潮
位

計
が

動
作

可
能

で
あ

る
場

合
 

  

B
.
1
 
当

直
課

長
は

、
３

台
の

う
ち

動
作

不
能

と
な

っ
て

い
る

潮
位

計
１

台
に

て
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

に
係

る
潮

位
変

動
※

４
を

確
認

し
た

と
み

な
す

。
 

お
よ

び
 

B
.
2
 
当

直
課

長
は

、
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
潮

位
計

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

 

潮
位

計
は

、
4
台

設
置

さ
れ

て
お

り
、

L
C
O
は

3
台

と
し

て
い

る
。

L
C
O
逸

脱
時

の
措

置
の

条
件

「
2
台

の
潮

位
計

が
動

作
可

能
で

あ

る
場

合
」

に
お

い
て

、
残

り
１

台
動

作
で

潮
位

変
動

し
た

と
み

な
し

、
L
C
O
3
台

と
同

じ
機

能
を

維
持

す
る

こ
と

を
可

能
な

限
り

短
時

間
で

行
う

こ
と

が
必

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

「
速

や
か

に
」

と
規

定
し

て
い

る
。

 

 潮
位

計
の

機
能

と
し

て
は

、
上

記
対

応
に

よ
り

、
L
C
O
3
台

と
同

等
の

機
能

を
維

持
で

き
て

い
る

。
し

か
し

な
が

ら
、

復
旧

す
る

措

置
も

可
能

な
限

り
短

時
間

で
開

始
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

「
速

や
か

に
」

と
規

定
し

て
い

る
。

 

 【
「

速
や

か
に

」
の

定
義

】
 

 
第

1
2
条

（
構

成
お

よ
び

定
義

）
第

2
項

(
2
)
に

お
い

て
、
「

第
3
節

に
お

い
て

「
速

や
か

に
」

と
は

、
可

能
な

限
り

短
時

間
で

実
施

す
る

も
の

で
あ

る
が

、
一

義
的

に
時

間
を

決
め

ら
れ

な
い

も
の

で
あ

り
、

意
図

的
に

遅
延

さ
せ

る
こ

と
な

く
行

う
こ

と
を

意
味

す
る

。
な

お
、

要
求

さ
れ

る
措

置
を

実
施

す
る

場
合

に
は

、
上

記
の

主
旨

を
踏

ま
え

た
上

で
、

組
織

的
に

実
施

す
る

準
備

※

２
が

整
い

次
第

行
う

活
動

を
意

味
す

る
。

ま
た

、
複

数
の

「
速

や
か

に
」

実
施

す
る

こ
と

が
要

求
さ

れ
る

措
置

に
規

定
さ

れ
て

い

る
場

合
は

、
い

ず
れ

か
一

つ
の

要
求

さ
れ

る
措

置
を

「
速

や
か

に
」

実
施

し
、

引
き

続
き

遅
滞

な
く

、
残

り
の

要
求

さ
れ

る
措

置
を

実
施

す
る

。
」

と
定

義
し

て
い

る
。

 

※
２

：
関

係
者

へ
の

連
絡

、
各

運
転

員
へ

の
指

示
、

手
順

の
準

備
・

確
認

等
を

行
う

こ
と

。
 

C
.
 
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い

て
２

台

未
満

の
潮

位
計

が
動

作

可
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

C
.
2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
 

          お
よ

び
 
 

C
.
3
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
到

達
後

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す

る
。

 

１
２

時
間

 

 ５
６

時
間

 

           速
や

か
に

 

「
1
2
時

間
」

は
モ

ー
ド

3
へ

、
「

5
6
時

間
」

は
モ

ー
ド

5
へ

の
移

行
時

間
を

規
定

し
て

い
る

。
こ

れ
ら

の
時

間
は

、
通

常
の

手
順

に

よ
り

プ
ラ

ン
ト

の
各

系
統

に
無

理
な

負
荷

を
か

け
ず

に
、

定
格

出
力

状
態

か
ら

要
求

さ
れ

る
運

転
状

態
に

至
る

時
間

と
し

て
、

我
が

国

で
の

運
転

経
験

に
基

づ
き

設
定

し
て

い
る

。
 

 

【
参

考
：
「

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
に

係
る

技
術

資
料

（
P
W
R
）

平
成

2
4
年

9
月

」
記

載
】

 

こ
れ

ら
の

完
了

時
間

は
、

通
常

の
手

順
に

よ
り

プ
ラ

ン
ト

の
各

系
統

に
無

理
な

負
荷

を
か

け
ず

に
、

定
格

出
力

状
態

か
ら

要

求
さ

れ
る

運
転

状
態

に
至

る
時

間
と

し
て

、
我

が
国

で
の

運
転

経
験

に
基

づ
き

、
現

時
点

に
お

い
て

合
理

的
で

あ
る

と
し

て
設

定
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
。

 

【
参

考
：

米
国

S
T
S
と

の
差

の
説

明
（

経
緯

）
】

 

米
国

S
T
S
で

は
、

モ
ー

ド
3
へ

は
「

6
時

間
」
、

モ
ー

ド
5
へ

は
「

3
6
時

間
」

と
さ

れ
て

い
る

。
米

国
S
T
S
に

は
、

そ
の

時
間

の
考

え
方

と
し

て
「

運
転

経
験

と
通

常
の

冷
却

量
に

基
づ

き
、

制
御

さ
れ

た
停

止
に

は
合

理
的

な
時

間
で

あ
り

、
プ

ラ
ン

ト
の

安
全

系
や

運
転

員
を

危
険

に
さ

ら
す

も
の

で
は

な
い

。
」

と
記

載
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
へ

の
導

入
時

も
、

国
内

プ
ラ

ン
ト

の

通
常

停
止

時
間

を
考

慮
し

設
定

し
た

。
 

 

停
止

操
作

の
後

に
、

可
能

な
限

り
短

時
間

で
、

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

「
速

や
か

に
」

と

規
定

し
て

い
る

。
 

D
.
 
モ

ー
ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
に

お
い

て
２

台

未
満

の
潮

位
計

が
動

作

可
能

で
あ

る
場

合
 

D
.
1
 
当

直
課

長
は

、
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
潮

位
計

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

D
.
2
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
照

射
済

燃
料

移
動

中
の

場
合

は
、

照
射

済
燃

料
の

移
動

を
中

止
す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.
3
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中
の

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

を
全

て
中

止
す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.
4
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
系

の
水

抜
き

操
作

を
行

っ
て

い
る

場
合

は
、

水
抜

き
を

中
止

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

D
.
5
 
当

直
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

速
や

か
に

 

  速
や

か
に

 

  速
や

か
に

 

  速
や

か
に

 

  速
や

か
に

 

停
止

状
態

で
あ

っ
て

も
、

可
能

な
限

り
短

時
間

で
、

安
全

側
の

措
置

を
実

施
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
「

速
や

か
に

」
と

規
定

し
て

い
る

。
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表
６

８
の

２
－

２
（

続
き

）
 

条
 

件
 

要
求

さ
れ

る
措

置
 

記
載

方
針

（
案

）
 

完
了

時
間

 
完

了
時

間
（

Ａ
Ｏ

Ｔ
）

の
設

定
の

考
え

方
 

E
.
 
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い

て
４

台

未
満

の
衛

星
電

話
（

津

波
防

護
用

）
が

動
作

可

能
で

あ
る

場
合

 

E
.
1
 
電

気
保

修
課

長
は

、
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
設

備
を

動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

  お
よ

び
 

E
.
2
 
電

気
保

修
課

長
は

、
代

替
手

段
※

８
を

実
施

す
る

。
 

速
や

か
に

※
７
 

    速
や

か
に

 

潮
位

計
と

同
様

に
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
可

能
な

限
り

短
時

間
で

復
旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
「

速
や

か
に

」
と

規
定

し
て

い
る

。
 

  

 

代
替

手
段

を
可

能
な

限
り

短
時

間
で

、
実

施
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
「

速
や

か
に

」
と

規
定

し
て

い
る

。
 

F
.
 
モ

ー
ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
に

お
い

て
４

台

未
満

の
衛

星
電

話
（

津

波
防

護
用

）
が

動
作

可

能
で

あ
る

場
合

 

F
.
1
 
電

気
保

修
課

長
は

、
動

作
不

能
と

な
っ

て
い

る
設

備
を

動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

お
よ

び
 

F
.
2
 
電

気
保

修
課

長
は

、
代

替
手

段
※

８
を

実
施

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

F
.
3
 
当

直
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

速
や

か
に

※
７
 

  速
や

か
に

※
７
 

 速
や

か
に

※
７
 

停
止

状
態

で
あ

っ
て

も
、

可
能

な
限

り
短

時
間

で
、

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

「
速

や
か

に
」

と
規

定
し

て
い

る
。

 

G
.
 モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い

て
条

件

Ａ
ま

た
は

Ｅ
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達
成

で

き
な

い
場

合
 

G
.
1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

G
.
2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

G
.
3
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
到

達
後

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す

る
。

 

１
２

時
間

 

 ５
６

時
間

 

 速
や

か
に

 

 
C
項

と
同

意
で

あ
る

。
 

H
.
 モ

ー
ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
に

お
い

て
条

件

Ａ
の

措
置

を
完

了
時

間

内
に

達
成

で
き

な
い

場

合
 

H
.
1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
照

射
済

燃
料

移
動

中
の

場
合

は
、

照
射

済
燃

料
の

移
動

を
中

止
す

る
。

 

お
よ

び
 

H
.
2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中
の

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

を
全

て
中

止
す

る
。

 

お
よ

び
 

H
.
3
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
系

の
水

抜
き

操
作

を
行

っ
て

い
る

場
合

は
、

水
抜

き
を

中
止

す
る

。
 

お
よ

び
 
 

H
.
4
 
当

直
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

速
や

か
に

 

  速
や

か
に

 

  速
や

か
に

 

  速
や

か
に

 

停
止

状
態

で
あ

っ
て

も
、

可
能

な
限

り
短

時
間

で
、

安
全

側
の

措
置

を
実

施
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
「

速
や

か
に

」
と

規
定

し
て

い
る

。
 

※
７

：
原

子
炉

設
置

者
所

掌
外

の
設

備
（

通
信

衛
星

等
の

他
の

事
業

者
等

が
所

掌
す

る
設

備
）

の
故

障
等

に
よ

り
運

転
上

の
制

限
を

逸
脱

し
た

場
合

は
、

当
該

要
求

さ
れ

る
措

置
に

対
す

る
完

了
時

間
を

除
外

す
る

。
 

※
８

：
保

安
電

話
（

携
帯

）
、

保
安

電
話

（
固

定
）
、

運
転

指
令

設
備

お
よ

び
衛

星
電

話
（

固
定

）
の

い
ず

れ
か

に
よ

る
通

信
手

段
を

確
保

す
る

。
 

 
以

 
上
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別添１ 

通信連絡設備の代替手段について 
 

   現状の保安規定において通信連絡設備のＬＣＯ・ＡＯＴは、第８５条の通信連絡設備

（ＳＡ設備）にて設定しており、運転上の制限を逸脱した場合、代替措置を実施するこ

とを要求される措置に定めている。 

また、ＤＢ設備においては第４７条（１次冷却材漏えい率）において、類似の対応

として監視計器が運転上の制限を逸脱した場合、代替手段を用いた対応を実施すること

を要求される措置に定めている。 
上記を踏まえ、保安規定第６８条の２に規定する衛星電話（津波防護用）において

は、これらの考え方を基に後述のとおり設備の重要性を考慮したうえで、運転上の制限

を逸脱した場合に代替手段を用いた対応を実施することを要求される措置に定め安全性

を確保することとする。 
 

【要求される措置の記載の考え方】 

保安規定第６８条の２に規定する衛星電話（津波防護用）は「潮位観測システム（防

護用）」の一部であり、この情報に基づき取水路防潮ゲート（ＭＳ－１）の閉止を判断

することから、津波防護機能を直接的に有する津波防護施設と位置付けるため、単一故

障を考慮して所要数を確保することとしている。 

よって、所要数が確保できない場合の対応として、速やかに「動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。」ことに加え、代替手段として既許可の設計基準事故対処設備で

ある「保安電話（携帯）、保安電話（固定）、運転指令設備」及び衛星電話（津波防護

用）と同種の通信機器である「衛星電話（固定）」のいずれかによる通信手段を確保す

る。」こととしている。 

なお、上記代替手段の確保によりＬＣＯ 逸脱から復帰は出来ないものとする。 
   

【代替手段の選定について】 

衛星電話（津波防護用）の補助設備である保安電話（携帯）、保安電話（固定）及び

運転指令設備については、基準地震動に対する耐性は有していないが、津波警報等が発

表されない可能性のある津波が地震起因でないこと等を踏まえると、代替手段として有

効と考え、保安規定に定めることとする。また、同種の通信機器として衛星電話（固

定）も有効である。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

衛星電話
（固定）

衛星電話
（津波防護用）

１号及び２号炉
中央制御室

３号及び４号炉
中央制御室

⾮常用
電源※

⾮常用
電源※

⾮常用
電源※

④ ④

1号炉 2号炉

監視モニタ

潮位検出器

１号炉
海⽔ポンプ室

2号炉
海⽔ポンプ室

1号炉 2号炉

１ 2 ⾮常用
電源※

⾮常用
電源※

3号炉 4号炉

監視モニタ

潮位検出器

3,4号炉
海⽔ポンプ室

3,4号炉
海⽔ポンプ室

3号炉 4号炉

3 4⾮常用
電源※

⾮常用
電源※

⾮常用
電源※

①
保安電話
（携帯）

②
保安電話
（固定）

③
運転指令

設備

①
保安電話
（携帯）

②
保安電話
（固定）

③
運転指令

設備

代替手段
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【代替手段の優先順位（通信連絡設備）】 

 

    

 

 

優先順位の考え方として、中央制御室間の連携の容易性の観点から、当直課長が常時携

帯している保安電話（携帯）を第１優先、当直課長席等の机上に設置している保安電話

（固定）を第２優先、中央制御室に複数台設置している運転指令設備を第３優先、衛星電

話（津波防護用）と同種の通信設備である衛星電話（固定）を第４優先で使用する。 

【衛星電話（津波防護用）の同時損傷時の対応について】 
 竜巻襲来等にて衛星電話（津波防護用）の屋外構成品であるアンテナ等が同時損傷

することによりＬＣＯを逸脱する可能性がある。この場合、保安規定 添付２（６ 

竜巻）の規定に基づき事象収束後速やかに衛星電話用アンテナ（津波防護用）の点検を

以下の手順にて実施のうえ、予備品を用いて安全機能回復の応急処置を行うととも

に、安全機能回復が困難な場合はプラント停止する手順を整備する。 
 
① 衛星電話（津波防護用）を使用し、通話確認を行い、通信状態・動作状況を確認す

る。 
② 目視確認にてアンテナ（津波防護用）本体の外観、アンテナの損傷・脱落の有無、

接続しているケーブル損傷・切断の有無を目視点検する。また、電波受信レベルを

確認する。 
 
 

 

 

 

 

 

図 中央制御室衛星電話用アンテナ（津波防護用）外観 

  
 

③ 目視確認によりアンテナ本体やアンテナと接続しているケーブルに損傷が確認され

た場合には、予備のアンテナへの取替や予備のケーブルの敷設により応急処置を実

施する。 
 ④ 応急処置が実施出来ない場合には、保安規定・運転操作手順に従い、プラントを停

止させモード５（冷温停止）に移行する。 
 
 
 
 
 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

優先
順位 設備

台数
Ａ中央制御室 Ｂ中央制御室

１ 保安電話（携帯） 7台 7台
２ 保安電話（固定） 5台 5台
３ 運転指令設備 13台 19台
４ 衛星電話（固定） 1台 1台
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【予備品を用いた故障復旧について】 
衛星電話（津波防護用）の屋外構成品であるアンテナ等が竜巻により同時損傷しＬＣＯ

逸脱した場合、速やかに予備品により安全機能の回復を行う。                              

衛星電話（津波防護用）の予備品については、工認申請中の衛星電話（津波防護用）と

同仕様のものを保有することとしており、ＬＣＯ復帰（予備品取替）後、使用前事業者検

査等を実施し健全性を確認する。 
なお、本取替工事は、「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイドライン」（参考

参照）において工事計画の手続きの対象外と整理される。 
 

以 上 
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（参考）「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド」抜粋 
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別添２ 
 

潮位観測システム（防護用）のＬＣＯ逸脱時の対応について 

 

１．潮位観測システム（防護用）のＬＣＯ逸脱時の要求される措置 

  モード１、２、３及び４において、潮位観測システム（防護用）のＬＣＯ逸脱時に

要求される措置について、潮位計と衛星電話（津波防護用）がそれぞれ（１）、（２）

の条件に該当する場合、１２時間以内にモード３に、５６時間以内にモード５に、モ

ード５到達後に速やかに防潮ゲートを閉止することとしている。 

 

（１）潮位計 

   ２台未満の潮位計が動作可能な場合 
（ＡＯＴ記載方針） 

条 件 要求される措置 完了時間 

B. ２台の潮位計が動作可能

である場合 

 

 

B.1 当直課長は、３台のうち動作不能となっている潮位計１台にて取水路

防潮ゲートの閉止判断基準に係る潮位変動※４を確認したとみなす。 

および 

B.2 当直課長は、動作不能となっている潮位計を動作可能な状態に復旧す

る措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

C. モード１、２、３および

４において２台未満の潮

位計が動作可能である場

合 

C.1 当直課長は、モード３にする。 

および  

C.2 当直課長は、モード５にする。 

および  

C.3 当直課長は、モード５到達後、取水路防潮ゲートを閉止する。 

１２時間 

 

５６時間 

 

速やかに 

 

（２）衛星電話（津波防護用） 

   「４台未満の衛星電話（津波防護用）が動作可能な場合」、かつ、「代替手段（※）

を実施できずＡ中央制御室とＢ中央制御室との間の連携ができない場合」           

  （※保安電話（携帯）、保安電話（固定）、運転指令設備および衛星電話（固定）の

いずれかによる通信手段） 
  （ＡＯＴ記載方針） 

条 件 要求される措置 記載方針（案） 完了時間 

E. モード１、２、３および４

において４台未満の衛星電

話（津波防護用）が動作可

能である場合 

E.1 電気保修課長は、動作不能となっている設備を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

および 

E.2 電気保修課長は、代替手段※８を実施する。 

速やかに※７ 

 

 

速やかに 

G. モード１、２、３および４

において条件ＡまたはＥの

措置を完了時間内に達成で

きない場合 

G.1 当直課長は、モード３にする。 

および  

G.2 当直課長は、モード５にする。 

および  

G.3 当直課長は、モード５到達後、取水路防潮ゲートを閉止する。 

１２時間 

 

５６時間 

 

速やかに 

 

２．モード５到達後に速やかに防潮ゲートを閉止するとしている理由 

（１）概要 

   ＬＣＯ逸脱は設備の故障等により発生するものであり、津波が襲来しているわけ

ではないので、緊急のプラント停止ではなく、他のＬＣＯ逸脱時の措置と同様に、

通常負荷降下によるモード５到達後に防潮ゲートを閉止することを規定している。

（（２）参照）    

（２）他のＬＣＯ逸脱時の措置を踏まえた検討 

○潮位観測システム（防護用）と同じＤＢのＭＳ－１設備であるＥＣＣＳ、ＤＧ

（ＳＷＳ）のＬＣＯ逸脱時の措置として、２系列動作不能時の要求される措置

（添付１参照）を確認したところ、２系列動作不能時は要求される措置に記載が

なく、保安規定第８８条に基づき、通常の停止操作を行うこととしている。（１

３時間以内にモード３、３７時間以内にモード４、５７時間以内にモード５へ移

行する）（添付２参照） 
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なお、ＬＣＯ逸脱によって、原子炉を負荷降下せずにトリップさせる措置を行

う保安規定条文はなく、２台未満の潮位計が動作可能な場合においても、取水路

防潮ゲートを閉止する必要はあるが、津波が襲来している状態ではなく、負荷を

持った状態から手動トリップが必要なほど切迫している状況ではないことから、

通常の停止操作によりプラント停止することが妥当と考える。 

○したがって、潮位観測システム（防護用）のＬＣＯ逸脱時（上記１．の（１）、

（２）の場合）においても、１２時間以内にモード３に、５６時間以内にモード

５にしたうえで、モード５到達後に速やかに防潮ゲートを閉止することを規定し

ている。 

  なお、第８８条５項に基づくＡＯＴ（１３時間以内にモード３、５７時間以内

にモード５）については、条文毎に記載する要求される措置のいずれの条件にも

該当しないと判断した場合、その判断した時間から手順書確認、負荷降下のため

の中給指令所への連絡等の諸準備が必要なことから、１時間の準備時間を考慮し

ているためである。（添付２参照） 

  今回の潮位観測システム（防護用）のＡＯＴについては、取水路防潮ゲートを

閉止する措置を含めた記載とするため、第８８条５項ではなく個別条文（第６８

条の２）に明記することから１時間の準備時間を不要とし、１２時間以内にモー

ド３、５６時間以内にモード５とした。 

 

３．取水路防潮ゲート閉止に伴うプラント等への影響 

取水路防潮ゲート閉止の前に循環水ポンプを停止すると、原子炉を負荷を持った状

態から手動トリップさせることとなり、冷却系の機器に対して急激な熱負荷を与える

という観点からは望ましいものではない。また、タービンバイパス弁の使用には復水

器真空維持のため循環水ポンプ運転が必要なところ、循環水ポンプを停止するとター

ビンバイパス弁が使用できないため、加圧器逃がし弁が動作し、１次系圧力の過渡変

化が大きくなる（津波が襲来している状況ではないが、プラントに過渡変化を生じさ

せることとなる）。 

さらに、プラント全出力状態からトリップさせ、過渡的な負荷を加えると最大 340

万 kW（１～４号機稼働時）の電源が同時に喪失し、その影響は無視できない（添付３

参照）ことからも、ＬＣＯ逸脱時の措置としては、他のＬＣＯ逸脱時の対応と同様に

通常負荷降下によるモード５到達後に取水路防潮ゲートを閉止することが適切と考え

ている。 

 

４．その他 

潮位観測システム（防護用）のＬＣＯ逸脱（上記１．の（１）、（２）の場合）に伴

う取水路防潮ゲート閉止前に、警報なし津波が発生する可能性は否定できないことか

ら、その場合の対応について検討した。 

〇潮位観測システム（防護用）がＬＣＯ逸脱（上記１．の（１）、（２）の場合）に

伴うモード移行中の期間において、仮に警報なし津波が発生した場合は、取水路

防潮ゲートを閉止できない可能性がある。 

〇取水路防潮ゲートを閉止できない場合、押し波の水位上昇に対しては、ポンプ運

転状態や水密扉等の設備対策を考慮した実運転の条件では、津波が敷地内へ遡上

するものの、浸水高さはわずかであり、施設への影響はない。一方、引き波の水

位低下に対しては、津波水位が海水ポンプの取水可能水位を下回るため、海水ポ

ンプが機能喪失する可能性がある。（なお、本津波による外部電源の喪失は発生

しない。） 

〇ここで、海水ポンプの機能喪失については、「海水系統機能喪失」の手順書（海

水ポンプ全台の機能喪失により、最終ヒートシンクが喪失した場合の手順）を整

備しており、海水系統の機能喪失を判断した場合は、この手順書に基づく対応
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（以下①または②）により、万一、取水路防潮ゲート閉止前に警報なし津波が発

生した場合であっても対応は可能と考えている。 

   

①現場確認を行い、海水系統の機能回復操作を試みる。例えば、引き波により運

転中の海水ポンプが停止した場合には、他の停止中（待機中）の海水ポンプを

使用することで、海水系統の機能回復ができる場合もある。 

②海水ポンプ全台の機能が喪失した場合の主要な対応としては、２次系（蒸気発

生器）による原子炉の冷却を行いつつ、大容量ポンプによる代替補機冷却水通

水及び格納容器内自然対流冷却の準備（想定準備時間約 7.5 時間）を並行して

進める。代替補機冷却の準備完了後は、余熱除去系統の冷却による原子炉の冷

温停止に移行する。なお、大容量ポンプ準備作業は、津波による浸水、排水状

況を考慮したうえでアクセスルートを復旧し実施する。 

 

これは、ＭＳ－１の機器が機能喪失したことに伴うモード移行期間中において、

当該緩和系が必要となる起因事象が発生したとしても、ＳＡ有効性評価で確認され

た手順により炉心損傷防止が可能という観点で、ＤＧやＥＣＣＳの２系列喪失時と

同様と考えている。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

（添付） 

１．保安規定第５２条、第６８条、第７４条（抜粋） 

２．保安規定第８８条（抜粋）及び解釈 

３．設置許可まとめ資料 第三編（抜粋） 
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添付１ 

保安規定第５２条（抜粋） 
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表５２－２ 

１．１号炉および２号炉 

項 目 確認事項 

余熱除去ポンプ 
テストラインにおける揚程が    m 以上、容量が 

    m3/h 以上であることを確認する 

２．３号炉および４号炉 

項 目 確認事項 

充てん／高圧注入ポンプ 
テストラインにおける揚程が    m 以上、容量が 

    m3/h 以上であることを確認する 

余熱除去ポンプ 
テストラインにおける揚程が    m 以上、容量が 

    m3/h 以上であることを確認する 

  

表５２－３ 

条 件 要求される措置 完了時間 

A. 高圧注入系１系統

が動作不能である

場合 

A.1 当直課長は、当該系統

を動作可能な状態に

復旧する。 

および 

１０日 

A.2 当直課長は、残りの系

統のポンプを起動し、

動作可能であること

を確認する。 

４時間 

その後の８時間に１回 

B. 低圧注入系１系統

が動作不能である

場合 

B.1 当直課長は、当該系統

を動作可能な状態に

復旧する。 

および 

１０日 

B.2 当直課長は、残りの系

統のポンプを起動し、

動作可能であること

を確認する。 

４時間 

その後の８時間に１回 

C. 条件ＡまたはＢの

措置を完了時間内

に達成できない場

合 

C.1 当直課長は、モード３

にする。 

および 

１２時間 

C.2 当直課長は、モード４

にする。 

３６時間 

  

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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保安規定第６８条（抜粋） 
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保安規定第７４条（抜粋） 
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添付２ 

保安規定第８８条（抜粋）及び解釈

 

（原子炉施設保安規定に係る技術資料（抜粋）） 
第５項（解釈） 

運転上の制限を満足していない状態であって、「この規定第３項」に示すいずれの条件にも該当しない場合の措置とし

て 

・１３時間以内にモード３ 

・３７時間以内にモード４ 

・５７時間以内にモード５ 

へ移行することを規定している。例えば、非常用炉心冷却系（モード１、２、３及び４）の２系列動作不能時（措置に記

載なし）等が該当する。 

なお、第３４条（計測および制御設備）の「燃料落下および燃料建屋空気浄化系計装」のように、原子炉の運転状態によ

らない規定において本項を適用することは、不必要な原子炉停止を要求することとなるため適用しない。本項を適用しな

い主な条番号について以下に記載する。 

・第３４条（計測および制御設備）のうち「燃料落下および燃料建屋空気浄化系計装」 

・第７１条（燃料取扱建屋空気浄化系） 

・第８４条（使用済燃料ピットの水位および水温） 

本項において、モード移行時間が「この規定第３項」のモード移行時間と異なるのは、いずれの条件にも該当しないと

判断した場合、その判断した時間から手順書確認、負荷降下のための中給指令所への連絡等の諸準備が必要なことから、

１時間の準備時間を考慮しているためである。 

 

（保安規定変更に係る基本方針（抜粋）） 
(d) モード変更に係るAOT 

設計基準事故対処設備がAOT 内に復旧できない場合のプラント停止等のモード変更に係るAOT は、日本の運転経験に基

づき標準的なプラント停止操作に必要な時間として設定したものであり、LCO 逸脱時におけるプラント停止等のモード変

更時においてAOT の長さに係る不具合等は発生していない実績のある値である。（中略） 

 

ｄ．プラント停止等のモード変更に係る AOT 

モード変更 AOT 

モード１ ⇒ モード３ １２時間 
モード１ ⇒ モード４ ３６時間 
モード１ ⇒ モード５ ５６時間 
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添付３ 
 設置許可まとめ資料 第三編（抜粋） 
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